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と，指定，解除の処分到蛎力職権認定主職を認めながら

も主として申請主義に拠らざるを得なかったこと等と併

せ，若干の事務的渋滞が基因となっているようである。

保安林配備の科学的基準というか，ある流域に占ある

べき保安林の絶対面積を諸盈の関連因子を係数とした算

定式から割出すことが，添陣的基準とするならば，それ

は一流域についても，何十年かに亘る試験研究が必要で

あろう。しかも流域の社会的，経済的環境は，森林をも

含あて刻一刻と変移するのである。従って，計画策定当

時の配備基準ほ，流域の趣的示標として，林野，水田面

蹟と荒廃率を，質的示標として水利・包蔵水力・人口密

度を採りあげランク毎の評点制によって総合的に流域の

重要度判定を行い，標準的な配備率を想定して比較的に

面穫算定を行っているが，これとても決して科学的でな

いとは云い切れないであろう。勿論，因子の採り上げ

方,評遥方法とそのウエイト等については更に検討の余

地が多分にあり，事業関係者の間で，鋭意研究が続けら

れ，既に，かなりの補正も行なわれているのである。

このような配備計画は当時の災害防除に対する深い関

心と，大いな期待につつまれて，スタートしたのである

が，予め全地域について周密な現地調査を行ういともな

く，全体計画策定後，逐年の委託調査によって年次計画

を進めることになったので現地調査の結果に基いて，一

部計画を修正するのやむない地域も出ることとなり，調

査と確定処分の間に若干の時間的ずれを生むこととなっ

たのである。

さらに，計画による予定地の調査は国の事務ではある

が，人員，時間等の制約もあって都道府県知事に委託さ

れたので，知事は，国の機関委任者として現地調査を行

い，適否判定を行うが，これを申請する段になると地方

公共団体の長である知事ということになり，この間に行

われる地方行政担当者としての知事の判断には，立場上

からする二重性格もあり，かんたんに割り切り得ないむ

じゆんが存したことは事実であろう。そして結果的には

申請は’時間的にずれ，鎚的に減少した。しかし，この

ことは指定処分が納得ずくでなされるという良い半面を

有していることを見逃してはならない。

事実，昨年に行った保安林世論調査(註'の結果に徴し

ても「あなた嫁保安林に指定されることについてどんな

御意見でしたか」という問に対し，答えた人4,637名中

r反対だったが無理に指定された」と答えた人は僅かに

6％で，「やむを得ない」19％，「意見はなかった」23

治山行政上

の

問題点

若江則忠

(33．430受理）
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森林のもつ崩壊防止，土砂流出防備あるいは水源酒養

といった機能は，永年に亘る観察資料を集積し分析する

ことによって逐次解明されつつあるが，それが如何に高

く評価されたとしても，森林は常に保全のためにのぶ温

存される訳にはゆかない。殊に，林産物需給が逼迫し，

将来,更に増嵩のすう勢にある現今ではなおさらのこと

である。生産拡充，林力増強は時代の大きな要請でもあ

る。

したがって，林業の使命はその経済性を希求しつつ，

災害防止という消極的経済効果と林産物生産という穣極

的経済効果の総和を最大ならしめることにあるというこ

･とが出来よう。

このような時代の要請を背景にして，これからの治山

行政は，どのように展開さるべきか，問題点はどこにあ

るかを検討して見たい。

1．保安林整備について

昭和28年水害を頂点にしたわが国の災害は，「治山

治水基本対策要綱」を必至たらしめたが，この要綱は保

安林の整備拡充の具体的措置として，「92万町歩の保安

林指定」と「保安林管瑳実行計画の樹立」及び「適正な

補償制度の確立」並びに「重要水源保安林についての国

家買上措置」を列挙している。この趣旨ば昭和29年，

立法化されて，「保安林整備臨噸背置法」となり，この

年を初年度とする保安林整備5カ年計画が始まる，そし

て昭和年33度が最終年次となっているがその径過はど

うか。

昭和29年3月末日現在の国有林，民有林の保安林総

数は248万町歩であるが，計画に鮪いてば，5カ年間に

185万町歩の指定と，27万町歩の解除を行い，最終年次

において，目標の406万町歩を達成することとしている

が,昭和32年3月末日（3年目)現在の総数は,263万町

歩で，その進度は必らずしも順調とは称し難いうらゑが

ある。これは，配備計画が出来る限り科学的な判定に基

くよう努めながらも，十分な時間的ゆとりがなかったこ
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(註）森林区の中から無作為に抽出した111のサンプル森林
区内に保安林を有する森林所有者について林業改良指導員
から鯛査表を手交して回答を龍入して貰う方法をとったも
ので，該当者9,545名中，6,700名の回答があった。掲記
した質問に対する回答者は，保安林に指定された当時から

保安林の所有者であった人だけに限定したので数が少くな
ったものである。筆者・林野庁治山課長
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若江：治山行政上の問題点

％を含め，反対しなかった人は69％であった（外に，

「知らないうちに指定された」25％あり）ことからも

肯けよう。

このような径過を辿りつつある保安林整備計画は，5

カ年目の，本年度が最終年次に当るのであるが，既に述

べたような次第もあって，調査計画の承は予定通り了

し，確定処分は2年ばかりずれ，昭和35年度に終る見

透しである。叉，保安林面積は，その年において，総数

350万町歩程度となり，目標の90％弱の達成率になる

ものと思われる｡

ここに残された問題としては，

（1）保安林の配備計画は，時間のずれこそあれ，おお

むね計画通り達成される見透しであるが，これが補

正計画は如何あるべきか。

（2）指定保安林をして，保全機能を維持しつつ，しか

も生産にも協力させるためには如何すべきか。

（3）納得ずくの申請指定には自ら限度があり，職権認

定で推進する場合，法律に定められた「損失補臓」

を具体的に如何に運用すべきか。

等が挙げられよう。

(1)の保安林の配備補正については，科学的な究明と

併せ，出来る限り適正に運用すべきは論を侯たぬ所であ

るが5年前の織想なり，基準なりをここで一気に変える

程の客観的な推移は認められぬので，森林計画の検訂時

において可能な限りの補正を行うのが妥当と思われる。

(2)保全機能と生産性の対立は，施業要件によって調

整されねばならぬ。理想的な択伐方式は，現実の坂扱い

としてはなかなか至難である。

勢い，区分皆伐方式に拠らざるを得ないが，これとて

伐区の設定，伐採搬出時の林地保謹等，手段・方法を誤

まれぱ，保全機能のそう失が懸念される。要は指定され

る施業要件が調和のとれたものであり，これを駆使する

に十分な技術があることが望ましいのであるが－．

森林所有者の認識と都道府県の適切な指導監督が要請

される所以である。

更につけ加えたいことば，保安林の保育事業である。

林木の生育を増進して，保全織箇を高揚し，併せて将来

の生産収益を確保するたあにも，特に伐期令級以前の手

入撫育が肝要であるにもかかわらず，往灸にして，放置

され勝ちであることば残念である。保安林の使命達成と

いう見地からすれば，積極的に作為義務を課するととも

に，国の助成措置を考慮する必要もあるように思われ

る。

(3)の損失補俄の問題は，森林法に明記されており，

予算的にも毎年度形式的に計上されているが，改正森林

法以後現実に適用された事例はなく，他の類似法令につ

いても同様である。

林野庁に於ては，先に掲げた基本対策要綱の具体的措

置で「適正な損失補償制度の確立」を要請されている経

過に鑑承，従前より鋭意これが研究を続けて来たのであ

るが，保安林の整備促進のためには何等かの形でこれを

具現化すべく，漸くその方法論も煮つまりつつある。こ

のことについてば，叉，改めて記述することとする力3，

具体的措澄が決定する迄にはかなりの迂余曲折があろう

ことは想像に難くないところである。

これと似たようなことであるが，保安林に対する固定

資産税の免税が市町村の収入におよぼす影響に鑑承，こ

れが補填措置をとれという要望が一部の市町村から起り

つつあることも一つの問題点ではある。ところが，保安

林の所有者の中で，「保安林に固定資産税が課せられな

い」ことを知っていた人は漸く過半の58％であったこ

と（前記世論調査による）は，更に一層の問題点ではな

いだろうか。

2．水源林造成事業について

水源林造成事業は流域保全上,奥地水源地帯に属する

無立木地，伐跡地（強制伐採跡地）を早急に造林して保

全機能を維持増進するため，昭和24年度から保安林整

備強化那業の一環として実施されたものであるが，昭和

31年度に至る8カ年間に12万町歩の造林を了した。たま

たま地方公共団体の財政窮迫は，新植経費の負担で手一

ぱいとなり，爾後の手入，撫育の完きを期することが困

難な状況も見受けられるに至り，昭和32年腱より国有

林野事業特別会計による宮行造林に移されることとなっ

たのである。

このことは先にも記したように，保育事業よるしきを

得て始めて保全機能の増進が期待出来ることに鑑象，時

宜を得た適切な措置であったと云えよう。しかしながら

都道府県が既に土地所有者と契約を行い水源林造成事業

を継続実施中のもので，地理的にも，国有林の管理経営

上の見地からも，直ちに宮行造林に移行し難いものにつ

いてば，整理的に補助事業としての水源林造成事業を継

続することとなり，昭和32年度より，毎年度6千町歩

宛実施中であるが，この計画も，明昭和34年度をもっ

て完了することとなっている。かくして，膳別会計の行

う宮行造林事業と併せ（昭和35年度以降は官行造林の

象となる)，毎年平均2万町歩の水源林造成副喋は昭和

46年度までに約30万町歩の造林を終ることとなってお

り，保全に生産に，通算42万町歩におよぶ紘大造林の

成果朧期して侯っべきものがあろう。

問題点としては，

（1）現在の国有林野の機構で，当面する国有林経営合

理化を強行しながら，相当面積に亘る民有林造林事

墨
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若江：治山行政上の問題点

鴬を遂行出来るか。

（2）民有林の奥地水源地帯に，宮行造林の対称庭なら
ぬ烹叢散在する原野散生地あるいは疎悪榊目地の拡

大造林（林種転換）に対して，どのような措置を識
ずべきか。

等をあげることが出来る。

(1)の機構については，官行造林事業が分収金によっ

て自立採算のとれる昭和37年度以降は，独立した組織

で運用することも可能であろうが，それ迄はなお，現在

の機椛の中で，契約に，聯業に，相当の加重負担を覚悟
しなければなるまいり国有林の林政協力が，公有林野の
官行造林を通じ，地方公共団体の基本財産造成という大

きな成果をあげ得たのに続き，更に歩を進めて民有林奥
地水源地帯の整備拡充という，より高次の使命を達成す

るためには，契約の面で地方公共団体の，造林の面で森
林組合の，穣極的な協力と支援が要請されるところであ

る。すなわち昭和33年度から設置される林業経営協議
会の運用に大いな期待をかけたい。

ここで若干附言したいことは，「分収造林礁謬I措置法」

の附帯決議にもあるように，森林の開発と資源の増殖を
推進するため国有林は，その資金と組織を活用して民有
林の生産力増強に獄極的に寄与すべきことを要請されて
いるが，官行造林刻嘩も叉，適格な事業たるを失わない

ので，先に述べた官行造林聯業の独立は，自立採算のと

れる昭和37年度をまたずに実現する可能性もあるわけ
である。

②流域保全のための，童とまった面積に係る水源林
造成鞭業は，主として宮行造林によって推進されるが，

位置的，面積的に国有林として管理，経営することが困
難な原野，散生地あるいは疎悪榊目地で，治山的見地か
ら林地化することが望ましい箇所の造林事業は，高度の

技術と，多額の費用を要するにかかわらず，宮行造林の

対称ともならず，さりとて一般造林の補助では収支償い
得ない，いわば盲点として残存する懸念がある。このよ

うな治山事業，造林事業双方の死角に当る部分を解消し

て生産，保全両面の効果を十全に確保するために特別の
措置が考究される必要があろう。

高率の造林補助によるべきか，水源林造成事業の補助

手段として治山事業の範ちうで実施すべきか－－今後に
残された問題点である。

3．予防治山について

第2期森林治水噸業（自昭和12年至昭和23年）にお

いて採用された遊水林と水害防備林は，治山事業が，直
接水を相手として災筈防止に乗り出した画期的事業であ

ったが，不幸にして，建設省（当時の土木局）の猛烈な

反対にあい，琳業は尾切れトンボの形で終息せざるを得
なかった。

そもそもわが国の治水事業は，低水技術から高水技術

へと，欧米の新知識を導入しながら変移し，現代は多目

的ダム方式が花形となっている。治山事業も叉，堰堤，

床固工重点主義から山腹重点に，そしてその併用方式に

と移行している。このように方法・手段の移り誉りはあ

っても治山・治水事業が目途としていたものほ，水害防

備にあったことは云う迄もない。しかしながら戦後，産
業の異常な振興と，人口の増加は，水害より防禦される

ことと併せ，水の利用を極度に希求している。

水力発職工業用水，農業用水，飲料水等,水の消費

利用は日に月に増大しつつあるのである。

したがって治水は利水と同時に考えられねばならぬこ

ととなり，多目的ダムが登場する。しかも，わが国の地

形，気象条件朧，豊富な水量を供給するが河川は延長短
かく急流であるため，変ムの築設経費に比して貯水量ほ
少くしかも土壊侵蝕のため埋没が早い。

このような自然条fI平において治水と利水の両目的達

成のため，治山辮業はいかような任務又は使命を付与さ
れるのか。

たん約に云えば，流域管理に占める治山事業の役割如

何ということになろうか。

殊更に述べる迄もなく，日本の河川流域の7割以上は

森林である。従って森林の保全機能を十二分に活用しつ

つ，奥地山岳地帯からの土砂の生産，移動を極力抑止す

ることこそ治山事業の使命と称し得るであろう。

しかも急増する木材需要は，奥地未開発林の早斯開発

を要請している。したがって，治山事業は，本来の任務

である崩壊地復旧により，土砂の生産，移動を阻止する

とともに，職種的に，奥地水源地帯の土壌侵蝕と崩壊を

予防して利水と開発に危胎なからしめんことを期さねば

ならない｡このことは,取りも直さず,災害D防止，軽
減に連なるものであることは云う迄もない。

予防治山はこのような使命達成のために，大きな任務

を与えられている。憾むらくは，所与の経費が少いこと
である。

しかしながら，昭和33年度の予算は，前年度に対比

すればかなり拡充されているので，その効果も逐次具現
化されることであろう。

問題は予防効果を最大ならしめるための，施設の設置
ヵ所の選定と，妥当投資額の推算にあるということが出
来る。

この点，「地すべり」は，特定の地質条件の所で積を

緩慢な動きをするのが常であるので，予めヵ所を把握す

ることが容易であるが，反面，機構が地下深部にあるた
あ防止工法には相当の困難が伴なう。

山崩れ（崩壊）は，いかなる地質の所でも起り，その

崩落は概して急激であって，あらかじめ，その箇所を察
知することが困難であるが，反面，危険箇所を把握出来
れば対策工法は割合と容易である。このように「地すべ
り」と「山崩れ」は素因，現象，対策ともに自ら相違が
ある。「地すべり」防止についてば，先の国会で「地す
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若江：治山行政上の問題点

いては事業の性格もあって，「経済生長に応じてその規

模を拡大する」との承述べるに止まり，妥当投資額には
全然ふれていないのであるが，少くとも公共事業の主要

部門を占める治山治水事業が，経済計画の中で投資枠を

決められていないのば残念の極みである。

これは,経済効果の測定が困難であること，換言すれ
ば，価値評価出来ぬ無形的効果があることに基因するも

のと思われるが，社会，経済の発展につれて防禦すべき

国富は増大し，これにスライドして防禦のための施設投
盗は増加すべきであるとして投資額を計算する法，ある

いは安定していた一定年次の被害額迄，災害を減少する

ために要する投資額を，既往の保全投資額と災害減少額
との相関式から逆算する等の方法も考えられる。

我々も叉，既往の諸資料を整備し，更に現状を嶽間に
把握して，流域毎の治山事業要授資額を積上げ方式で算

定するとともに，統計資料からする割出計算方式を併用

して，客観的に妥当な国土保全投資額を決定する等，出

来る限り速かに経済計画にアブ画一チしなければならな
いo

最後に，我左は，現実的な事業の部門においても，鋭
意，研讃と工夫を重ね，治山事業の経済化を推進して，

世人の認識と共感を喚起するように努めねばならない。

くり等防止法」が制定せられ（4月1日から施行)たが，

事業は，建設，農林両省の緊密な連けいと協力によっ

て，今後，円滑に推進されるものと期待される。

林野庁としては，予算化された対策調査責（3,600千

門）を有効．適切に使用するため，地すべりの種類（第

3紀層地すべり，破砕帯地すべり，温泉地すべり）と，

地帯（雨量．赦雪量により区分）区分に従い代表的なタ

イプに属するもの十数カ所を選び地形，地質，気象等の

調査と併せ，地下探査を行って，地すべりの機構を解明
し，対策工事を遺憾のないよう取り進めるべく準備中で

あるが，先年の西九州災害に見られた地すべりの惨状に
鑑承，対策調査の成果に期待する所が大きい。

次に山崩れの防止については，先に述べた如く，危険

地域を出来る限り正確に把握するため，地質，地形学の
力を借りるとともに，気象調査資料を活用し，併せて既

往の災害を分析し，地域の範囲を出来る限り絞ることに

努めたい。さらに，投盗効率を高めるため，下流の保全
対象の緊要度判定を行うのは勿論，施設自体についても
出来る限り経済的な工法を適用することとしたい。

この事業は，昭和32年度から予算化されたもので，

施設は小型鞭堤（チェック・ダム）であるが，土砂流失

防止，渓床勾配安定，山脚侵蝕防止上の効果は既に確認

済であって，各県ともその割当の増額を希望している施
設である。

以上，地すべり防止，崩壊防止についてその概況を説

明したが，ここで問題点を要約すると，

地すべり防止については，その機構解明の方法，山崩

れ防止については，危'険地域の究明方法をどうするかと
いう点につきるのであるが，治山技術者も，この際,地

質’地形，気象等の精知識の吸収に一層努力し，自らの

判断力潤養に努めるべきではないだろうか。

最後に，多目的ダム埋没を防止するための治山施設，

あるいは奥地林開発林道の開設に伴う崩壊予防のたあの

治山施設について言及したい。

これらは何れも予防治山事業の重要部門ではあるが，

多目的亥ムといい，林道といい，それぞれの施設が完全

な機能を発揮するため必要な防護施設健自らの負担にお

いてなされるのが原則であるが，たまたまその防護施設

が広く公共の利益にも寄与し得るならば，その範囲内に

おいて治山副喋の介入が可能となろう。換言すれば防護

施設は，〆ム（叉は林道）の管理者と，治山事業とがそ

の効用の割合に応じて斐用を按分負担すべきであるとい
うことが出来る。

もっとも現実的には，費用負担の振分け計算はなかな

か困難であるので，相互の理解と協力によって円満な話

合いがなされ，協綱的な施設計画が出来上ることが望ま

しい。

4．治山事業と経済計画について

昭和33年度を初年度とする新経済5カ年計画が策定
されたことは既に承知の所であるが，国土保全事業につ

声
､

△

1.B6判226貢緬350門〒共｜
グリーン・エージ・シリーズ

。。
さいきん林業の近代化，木材関連産業の高度化にと

撚磯繍韓凝議蕊罐＃
は必要です。お質求めをおすすめします。

2．安倍愼著B6判385頁価350円〒共

寵え
《
‐
〉

亨蕊24琴騨脅震窪徽上議蕊霞亨
前林業試験場林産化学部長,現静大教授の著者が，
88枚の写真や図版を取り入れ，専門家淀も素人にも
分るよう親切に解説してい童す。

3．池田真次郎署B6判235買価350円〒共

森純鰯濤の生態
鷆溌鴬罐鍵儀蕊銭鯉息藤籍：
猿懲總寵羅響離籠謹歯鰯驍青
図版写真を挫富に取り入れ易しく詳説しています。

お申込先東京都千代田区有楽町1～8国策ビル

森林資源総合対策協議会
振替東京180464電話（59）6471～4
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とも考える必要があるのではないだろうか，という意味

の発言を開いたぐらいなものである。現地の新聞や論調

はどうであったか知らないが，東京で手にすることので

きる盗料に関する限り，山林乱伐説はまことに影のうす

いものであった。これはなんでもないことで，ぼんやり

していれば気づかないでしまうかもしれないが，昭和22

年9月のカスリーン台風の豪雨による赤城山の山崩れや

土石流と，利根川の水害以来，ことに昭和28年の大水

して展開された，水害発生の山林乱伐説が，僅か4年で

害を頂点とこのように影のうすい存在になったことは，

戦後の治山治水問題に関心をよせてきたものとして，む

しろ不思義な感じをもたないでぼいられないのである。

山林乱伐説が影をひそめたのはどうしてであろうか。

その一つは昭和28年の大水害を山として，盛んに論争

された山林乱伐説の当否に，こういう形で終始符が打た

れたのでばないかという考え方である。もともと水害の

山1楯【伐税は，自然現象をよく観察して，それを描象化

する以外に，いわゆる〃科学的〃に証明することはほと

んど望めない水害発生説である。だからこの説の当否

は，積承重ねた経験をもとにして判断するしかないわけ

である。こういう考え方をすれば，昭和28年の大水害

の際の論争が，4年の反省期をおいて，昭和32年の水

害を機会に，一応解決されたという見方が可能であるか

もしれない。つ蓑り科学的な根拠を欠いたまま，そして

事実に照して，深くそれをつきつめて考えることも許さ

れないで，ひたすら信じこむようにしむけられた山林乱

伐説への批判が，こういう形で反応を示したという考え

方である。

．しかし山林糺伐説は，たとえその説の根底に科学的な

しっかりしたものはなくとも，何かの役に立つならば，

存在の意味は十分あるし，事実役に立つからこそ，山林

で水害を防ぐことはできなくとも，大きな存在であった

ということを忘れてはならない。この点を忘れて，いま

述べたような見方をしていたとずれば，それは甘いとい

うよりは，むしろ滑稽でさえある。この意味でいえば，

その存在の価値が科学的には否定されても，必要な時が

くれば，再び有力な武器としてもち出されるであろうこ

とば疑えない。そういう可能性は十分にあると思う。

この立場から思い当ることをひろって見ると，戦後の

開拓開墾と山林の対立の問題が浮び上ってくる。山林の

開拓と開墾，そして解放をめぐって，戦後の数年に激し

い論争が展開されたことは，周知のとおりである。この

論争のルツボの中で，山林の開拓論者,解放論者を焼き

つくすべく：紅蓮の焔となってもえさかったのが,水害

発生の山林乱伐であった。この〃学説〃といえるかどう

かは問題であるが，これは戦前も,決定的な#鋼と反省

を内部にもちながら，なお宗教に近い教義として教えら

治二＝山＝三枝==術「

の
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林業技術の編集部から，治山技術の問題点について書

くようにと依頼をうげ，ちょっと困ってしまった。とい

うのは，すでにこの問題は雑誌や著書でほぼ論じつく

し，これ以上書きたいことが見当らないからである。そ

れにこの2．3年らい，治山関係の調査や研究から離れ

ているので，その間に治山技術がどのような展開をした

かにうといという事情もあって，こういう問題を書く適

任者でばないかもしれない。

しかし春の林学会の講演の内容を検討して見たり，あ

り合せの盗料をあさって見る限りでいえば，治山技術に

はそう驚くほどの変化は，ここしばらくなかったようで

ある。もっともそうした変化や進歩があったろうとは思

われないが，もしそうであれば，二番せんじのお茶ぐら

いの味しかないであろうが，治山技術の問題点について

古い考えをむし返えして拳るのも，まったく無意味であ

るとほいえないであろう。ことに地造り防止に関する法

律も垂きたことであるから，思いつく童まに，編集部の

需めに応じることにした。

治山技術の礎化をうかがう上で，、らよつと面白いと思

われることは，昭和32年の7月，西北九州をおそった

豪雨の災害である。梅雨前線のいたずらで函上九州に異

常な豪雨があって，長崎県の練早市や熊本市に水害や山

崩れがおこって，深刻な災害になったことはまだ一般の

記憶に新らしいことであろう。練早市の水害自体は，特

別に変った型ではなかったようであるし，熊本市の山崩

れも，自然現象としてそう特異なものとは思えない。し

かしそれに対するわれわれの側の受けとり方には，従来

のそれとちがった，かなり箸るしい変化があったように

思う。

この水害でもっとも注意をひいたのは，水害や山崩れ

の発生に対する山林乱伐説力&，ほとんどまったく聞かれ

なかったことである。まったく開かれなかったといえ

ば，いささかいいずぎであって，当時九州で行われた

NHKの放送討論会で，九大の工学部の先生から，ほん

のちょっと，遠慮勝ちないい方で，山林の乱伐というこ
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考えられそうにない。

それならば治水技術の方法論に対する接近はどうすれ

ばよいか，どのような方向から，どう接近するのがもっ

とも問題の理解を深めうるか，ということであるが，そ

れにはいくつかの方向があると思う。一つは従来しばし

ば行われた大規模の実験漣よる方法である。古くは東京

大学の愛知演習林や，多摩川の上流にある東京都の水道

水源林で行われてきた量水試験など，また利根川の支流

の宝川や，岡山市の竜ノロその他で行われた森林理水試

験に見られるような，大がかりな試験を試ゑて，問題の

愛的解決をはかろうとする方法である。今日童だ観測の

期間が短いということもあるだろう。がしかし，このよ

うな方法で治山治水の問題点を明らかにすることが，は

たして可能であるかどうか，いささか疑問がないわけで

ばない。量水試験に限らず．治山治水の一般を通じて，

例えば地表流下，流出土砂，土壌侵蝕というように，土

地及び水に対して，自然物に儀かの手を加えた状態で試

験を試承ることがよくなされるが，こういう試験そのも

のが方法論的に多くの疑問をもっている場合が非常に多

い。だからこのような試験方法で，問題の本質をつきう

るかどうかは，はなほだ疑問である。

もう一つの接近方法は，山林簡[伐説や森林の水源潤養

論の歴史的展開と，それらが唱えられる社会経済的背景

からする方法である。いわば間接的な方法ではあるが，

からめ手からする接近であるだけに，却って問題の本質

をつくのには有効である場合が多い。そこでこれらの

"学説〃が唱えられた社会経済的背景，したがって当然

にそれが林業政策一般の上ではたした役割りというよう

な点から，この問題に接近して見ることにしよう。

まず水害の山林乱伐説と森林の水源酒養論とが，林業

政策の上でどのような役割りをはたしてきたかという

と，この二つは表裏一体となって，明治以後の林業政策

の推進の上で，非常に重要なこの作用をはたしたことを

忘れてはならない。戦後の年中行鞭である緑の週間の中

心的なスローガンが最近までこの2つにおかれていたこ

とが，何よりもこのことをよく示しているであろう。一

方でぼ荒廃した山地に治山事業をとおして森林をとりも

どし，水害を防ぎながら経済林としての棲能をもたせよ

うとする思想から，他方では水源を養うという考え方

で，公有林野や山地の原野に造林が行われてきたわけで

あるが，明治時代以後に進められた人工造林の発展こそ

ば，文字どおり，山林乱伐説と水源溺菱論に支えられて

いたことを見逃してはならなb･･いわゆるスギ林業地帯

の発達，あるいはその外縁的発達には，このようにして

もたらされたものが少なくない。したがって山林乱伐説

と水源酒養論とは，その言葉の意味する論理には深い疑

れた。ところが戦後ほ，昭和22年のカスリン台風の豪

雨による利根川の大水害を嬢会に，とくに赤城山の開拓

をめぐって，当否の論争が激しく展開された。そしてそ

の後，水害がおこるたびに，くりかえしてさけばれ，昭

和28年の大水害で，さしもの論争にも一つの山が現わ

れたのである。というのは山林乱伐説に対する批判が，

各方面から鋭く提出される機会が与られたからである。

戦後における山林乱伐説の展開は，このような背景の

もとで行われたことを忘れないならば，昭和32年の九

州の水害で，山林需囮伐説が影をひそめた理由が理解され

るのではないかと思う。戦後のきびしい食糧聯情は，食

糧増産の運動となって展開され，山林の開拓，解放が強

くさけばれた。この運動に対する山林側の抵抗の武器と

して，もっとも有力なものが，水害の山林舌{伐説であっ

た。そして戦後の相次ぐ大水害の発生は，山林乱伐説の

はなやかな登場とその展開に，この上ない機会を学えた

ということができよう。

ところが戦後も10年を経た今日でば，食糧顎情も著

しく好転した。アジア的貧困と飢餓の中においてでばあ

るが．アメリカを中心とする西欧側の食糧は供給過剰の

現象を呈してきた。われわれの食濁自給体制の問題は，

国家の重要な政策の底流として，なおくすぶってはいる

にしても，一般国民の今日の問題意識の上には，ほとん

ど上ってこないといってよL,であろう。こうして開拓開

墾に対するはげしい要求がうすれると共に，一方では森

林資源の危機説の展開によって，山林ほ一応の安全を保

証されている。このような悩勢の下では，水害の山林乱

伐説をとなえなければならない必要ほどこにもない。こ

れが昭和32年の西北九州の水害や山崩れの発生に対し

て，山林舌L伐説がほとんど主張されなかった薫要な理由

であるという見方が，必らずしも不可能であるとはいえ

ないだろう。

ところで水害の山林乱伐説を裏進えすと，森林の水源

函養論になる。森林に洪水を調節する能力があるとすれ

ば，それは水源を函養する能力にも通ずるはずである。

ここから森林妹洪水を防ぎ，水源を養うという一連の効

用が謡われることになる。しかし洪水の調節は一応認あ

るとしても，水害を防ぐ．ことは不可能であるように，水

源を養う能力はありえても，旱害を防ぐ’ことは不可能で

ある。われわれの問題は水窪であり旱害である。その何

れも防ぎえないとなれば，もう一度問題をたて直して見

ることが必要ではないであろうか。そしてここに治山技

術のもっとも基本的な問題点があるのではなかろうか。

つまり治山技術の方法論は，ここから出発して考えなく

てはなるまい。この方法論に対ずるたくましい接近を除

けば，治山技術の問題点といえるほどのものはちょっと

ー
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小出：治山技術の問題点

問をもたれながらも，林業の発達にはたした役割りを小

さく評価するわけに鐘行かない。この意味でこれら二つ

の説ほ，それが学説である以上に，明治以後の林業政策

上の重要な政治的スローガンであったと見る方が正しい

といえるのである。

明治40年から43年にかけて，全国的な大水害がお

こったことは，治山治水関係のものには周知のとおりで

ある。この時期の水害は，明治20.年代のそれと，昭和

28年の水害とともに，明治以後の三大水害といわれて

いる｡それほど大きな水害であったが，この大水害を擬

会に明治44年，公有林野造林補助規則が施行され，造

林事業漣国家の補助が始められた。こうして生れた公有

林野造林補助規則が,大正時代を通じて，造林郡業の発

展に有力なてことして作用し，林業地帯の飛躍的な展開

をうながしたのである。画l1l林業地帯でさえ，今日のす

ばらしい発展が，このときに約束された点で，例外では

なかったから面白い。蚕たこの時期にば官行造林，ある

いは県行造林が各地で盛んに行われていることも忘れて

はならない。

これらの造林地のなかには，いわゆるスギ林業地帯の

外縁的発達のように，また官行造林地や県行造林地のな

力にも，その造林が成功であったものもむろんある。し

かし立地条件の選定をあや童ったために，不良造林地と

して現われ，昭和10年頃の林業界の話題となったもの

も少なくなかった。このように不良造林地の出現という

否定的な面をもちながらも，山林蒲L伐説と水源酒養諭に

は，スギ林業の発達という肯定的な面があったことは，

卒直に認めなければなるまい。

しかしながら，山林舌[伐説と水源酒養論が客観性をも

った学説である以上に，より多く政治的スローカンであ

る限り，その後の治山技術というよりも林業技術といっ

た方が適切かもしれないが，その展開に対する意義には

決定的なものがあったといわなくてはならない。なぜな

らば，学説としての山林乱伐説であり，水源酒菱諭であ

ったならば，それは常にきびしい学的批判の対称とし

て，不断の注視をあびたであろう。がしかし，林業政策

上の最高の政治的スローガンであったことは，なんとし

ても，林業技術の発展の上に，ほとんど無条件の強い強

制力をもたずにはいなかったからである。この意味で

ば，林業上の明治欽定憲法であったといってもよいかも

しれない。欽定憲法の下においては，学術の発展にきび

しい限界があったように，山林乱伐説や水源滴養論えの

批判が許されない環境の下では，林業技術の展開に限界

があるばかりでなく，素直な発達の方向がまげられるこ

とさえなかったとはいえないように思われる。

ここでは問題をしぼって，水源酒養論をとって見よ

う。水の流出は雨量や降雨の状態によって，第一義的に

決定されることはいうまでもあるまい。その降雨を貯留

するかどうかの条件は地質によって決定される。そして

森林の水源酒養諭ばその後の問題である。がこの考え方

は，忠実に自然現象を観測すればすぐ理解できるはずで

ある。ところが森林の水源酒養論では，降雨の条件は認

めるとしても，地質の条件にはほとんど目を向けようと

しない。森林の状態ほ一応無視して，藍ず地質条件によ

って流出量を検討して見る提案が，すでに昭和13年頃か

ら行われているにも拘わらず，まだそのような研究がな

されたということを聞かない。森林の状態を無視して水

の流出溺蒜を見ようとすることが，森林理水関係の研究

者には考えられないことであるらしい。なんとしても水

は森林に結びつかなくてはならぬものらしいのである。

だから水源のための森林であるのか，森林のための水源

であるのか，いささか当惑せざるをえない。

一体森林の水源潤義論の思想はどのような機会に，ど

んな過隆を経て熟したものか，詳しいことはむろん知ら

ない。秋田にはすでに幕藩時代から．このような職想が

あったということである。そして秋田の場合には，これ

が田植水と関連しているところに興味深いものがある。

つまり山林を伐採すると，田植時分に艇民が水に不自由

するというのであるが，これは春の雪どけ水と関連して

唱えられているらしいところに，風土記的な虞味があ

り，その主張に対する理解も，一応うなづけるものをも

っている。秋田のような雪国でないところで，もし水源

潤養論が昔から行われておったとすれば，それは非常に

面白いことではないかと思う。そして幕藩の山林などで

水源潤養論が唱えられていたというようなことが案外な

いものだろうか。このような論理を打ち出さねばならぬ

必要は，農民や庶民の経済の中からはどうしても出てき
そうにないからである。

オ鱈の山林乱伐説と森林の水源酒養論は，戦後も，林

業政策のてことして，緑の週間の行為に寄せて造林事業

を強力に進めてきた。誠に結構なことだと思っている。

しかし緑の週間のスローガンの上でも，この2，8年ら

い，山林乱伐説と水源酒養論とは影のうすい存在となっ

て，その代りに森泳資源の危機説が，もっぱら浮び上っ

て来ているように思われる。少なくとも新聞などに伝え

られる限りで，そういう感じをうけるのである。それだ

から乱伐説や酒養論が，林業政策を国民に納得させるの

に．かってのような神通力を失ったと見ていいかどうか

はわからないが，森林資源の危機説によって林業政策を

押し進めようとするのは，一応の進歩という見方が可能

であるかもしれない。たとえそれは一応の，したがって

外見上の進歩であって，その政策の進められ方や方向に

･－－－7‐－－－‐
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は，森林資源の危機説から出発する限り，さけがたい多

くの矛盾があるにしてもである。

治山技術の問題点のなかで，もっとも韮本的なものを

とり上げて見ると以上のとおりであって，この外になお

林業政策を進める上で，重要なてこになりうるほどのも

のとは思われないが，治山技術の上では重要と思われる

思想の－．つに，森林の土砂托止論，あるいは流出土砂防

止論がある。これについてもすでに別の機会に述べてあ

るが，ここでそれを繰り返えすならば，この思想のなか

には，認識の倒錯を認めないわけには行かない。水害防

備林には明らかに，土砂の流出を防ぐ著しい作用があ

る。しかし山林の場合には簡単にそうはいえそうにな

い。つまり山林は土砂の移動がない場合に成立するもの

で，山林自体に土砂の移動を止めたり，その流出を防い

だりする能力があるとは考えられない，ということであ

る。これは治山事業の実際にたづさわるものであれば，

身をもって経験している論理であるはずである。法切り

を施し，階段を切って植栽を行うのは，まさにそのため

ではないであろうか。

このように論じてくると，これは従来の治山技術の方

法論に対するほとんど全面的否定になる。しかし以上の

ような否定を繰り返えす以外に，治山技術の問題点につ

いて考えることはできないのではないかと思う。そこで

学問の進歩は膳に否定の上に組み立てられて来たよう

に，治山技術の方法論の否定の上に，新しい論理が組承

立てられないものかどうか，これが治山技術の当面する

一つの問題点ではないかと思われるが，この問題につい

ての答えも，必らずしも明るい見通しばかりは望めそう

にないというのが職の答えである。そしてその答えばこ

うである。

古い概念規定の否定の上に，新らしい概念規定を組み

立てて行く科学技術の進歩の法則が，はたして治山技術

の方法論の場合にもありうるかどうか，この点を問題と

してとり上げる場合，出発点からその解決をはばむ障壁

につき当らざるをえない。というのは，水害の山林乱伐

説と森林の水源酒菱諭は，さきにも書いたように，法則

や学説としてであるよりも，政治的スローガンとしての

比重が大きく，そこに多くの存在の意味があるように思

われるからである。客観的事実，あるいは科学に裏づけ

られない政治的ス戸一ガンであるならば，そのようなス

ローガンほ否定されるしかほかに，救いようはないだろ

うと思われるからである。幸い，林業政策におけるプラ

スの面を打ち出しながら，その方向えむかって発展的解

消をとげることができるならば，それこそ一つの解決の

方法でありうるかもしれない。

以上は治山事業の問題点として，従来くり返えして述

ベたことであるが，もう一つの問題点をあげてこの稿の

結びにしよう。

それは治山事業が生産と直結していないことからくる

問題である。山を治め，水を治め，民心の安定をはかる

という意味では，生産と関係がないとはいえないかもし

れない。しかし山を治めて象たところで，それで生産が

大いに上るわけではあるまい。この点，治山事業にも初

期には，荒廃地を経済林に仕立てるという思想があっ

て，直接的な生産を目的としていたようである。けれど

もこのような考え方が多くの場合に実現不可能であるば

かりでなく，かえって今日では，生産的に使える山地，

あるいば使われて来た山地を，非生産化するような行き

方がとられる，という矛盾が現われて来ている。生産的

に使用しうるところを非生産化している例は，いくらで

も上げることができるが，これこそ治山事業力3生産と直

結せず，国土の保全という高遠な理想を追うあまり，却

って空童わりをしているとしか思われない点で，最も深

刻な治山治水の問題点を，ここに発見することができる

といっても，必らずしもいいすぎであるとはいえなし､で

あろう。

こんどの国会で地蓮り法案が通過して，その防止対策

が法の裏づけをもって進められることになった。しかし

地造り地帯の特殊な土地生産を考慮に入れないで，ただ

むや承に防止対策，むろん家屋の移転も含めての防止対

策が強行されるとすれば,深刻な矛盾と困難にぶつかる
可能性が少なくあるまい。山崩れや土石流，あはいはは

げ山などとちがって，地莚り現象は高い土地生産力を無

視して，人間社会との関連を見ようとする一方的な態度

を拒否するであろうからである。この意味で，地迂り法

案の将来には注目すべきものがあると同時に，治山事業

の方法論に対する，大いなる試練の機会が，この法律の

運用によって与えられる希望があるかもしれない。
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治山技術合理

化えの一資料

I

。

難波 宣 士

(33年5月6日受卸 lロロロロロロロロロロロロロロロロロ

ひるがえって，現在の経済効果算定を要求されている

素地を承ると，荒廃跡地の修復に主眼がおかれている事

業内容えの疑問，あるいは’町歩数十万円から百数十万

円の治山費を投入した結果に対する平均的なその効果え

の疑問等が，近時の土地利用高度化の基調と抵触してい

るのではないかということも見逃せない。既述各氏の報

丈も，大所高所からこの辺の検討を行ｵつれたわけである

が，筆者は手許にある2，3の山地荒廃についての調査

結果を引用して叔上の疑問点に対する一資料をのべると

ともに，それらの結果から「狙いを定めた治山事業が合

理的であり効果的である」という思想のもとに，その狙

い方についての私見を記して「治山事業の経済効果」に

かえさせて頂く。

工荒廃地からの流出土量をめぐって

現在の治山事業の大部分をしめる山地治山の内容は，

荒廃跡地の復旧が主体であり，その施工の根拠は当該荒

廃地からの流出土量を放置し得ないという判断にもとず

いている。

およそ山地からの流出士量は，豪雨によって山崩が数

多く発生した場合と，それほどの雨が降らずに表面侵蝕

の作用による場合とでは様子が一変しており，荒廃地の
復旧によって防止しうる土量は主として後者の作用によ

る流出士量である。そこで，最初に平落の雨によって荒

廃地から侵蝕される土砂量の資料を集めて承ると，既往

の我が国の資料としてまとまったものは意外に少ない。

測定の方法にも幾多の問題があって，まだ決定的なこと

を云をし得る段階ではないが，数年前林野庁治山課で調

査された結果によればつぎのごとき傾向が明らかとなっ

ている。

この調査では荒廃地といっても比較的新らしい崩壊跡

地だけが対象であり，ハケ山や古い崩壊地までを含めた

全荒廃地からの平均流出士量に比すると，以下の結果は
やや過大に出ていると思われるが，荒廃して裸地化した

山腹斜面を下方に移動した土砂通と，貝殻伏をした’崩
壊跡地の下端まで流出してきた土砂量（いずれも表土の

深さに換算したもの）の度数分布図が第’および第2図

である。この年間の生産土量を概覧して第1に承られる

はじめに

相次ぐ大水害に悩まされた時代も昭和28年を境とし

て一応鳴りを静め，ここ数年来幸運にも新らしい災害の

発生が減じ，治山事業も当年度の復旧に追い廻わされる

のではなしに次第に過年度災害の復旧を促進しうる段階

に入っている。治山事業が単に荒廃地の復旧だけを目標

とするならば，たとえ個盈の治山技術改善えの注文があ

るとしても，総体としての評価はきわめて磯縦に値する

ものであってよい筈である。

ところが，災害にあけくれした時代を経て冷静に治山

事業を観察しうる時翔にきて承ると，森林資源増強とい

う事業舞台とのかねあいもあって，治山技術についての

問題がつぎつぎに持ち出され，現実の治山訓業の効果は

どの程度期待しうるか，国土保全関係事業全体のなかに

占める治山事業のウエイトはどの程度のものなのか，等

についての論議あるいは批判が相次ぎ，最近では「治山

事業の経済効果を解明すべし」という要望もしきりであ

る。

これらの事悩を反映して，本誌では治山の技術上ある

いは行政上の問題点が数多く指摘され，筆者に対する編

集子からの課題も「治山事業の経済効果」であった。治

山事業は公共事業であるどはいえ，結局は国の経済活動

である以上，投下資本に対するその経済効果についても

十分薮考慮が払われなければならないのは当然であり，

従来といえどもその効率化に多大の苦心が払われてきた

ことも事実である。しかしながら，この経済効果の算定

には，事業実施に要した費用とそれによって生じた効果

を貨幣価値に換算したものとの比較を行わなければなら

ず，費用の算定は可能であるとしても後者の経済効果に

ついては，その規準を何におくか自体が大問題で，それ

らの波及効果もあわせるとなると，それらを客観的に表

示することば不可能に近い。例えば，豪雨が襲来すれぱ

と考えればその出発点からすでに仮定であり，その結果

発揮される治山事業効果は，調節抑制された流量および

土砂流出量に比例すると考えるとなると，これは更に大

きな仮定となる。

雪
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ことは数値がきわ

めてバラついてい

ること，第2は平

均的にいって山腹

で移動する土砂量

が20～40mm,

崩壊地下端までの

侵蝕量が10mm

前後であるという

ことになってい

る。このように侵

蝕量の値がバラつ

いている点を考え

ると，同じように

獄襄地と熟られる

箇処からの侵蝕土

量といつっても決

して一様のもので

第1表水蓉涛の流出士I沙量

崩流出土砂錘｜集水面積集
水
面
積
群
、
”
釦
鋤
錫

Ｉ
２
４
《

７
３
３
３
３

年
一
弘
妬
妬
妬
妬

１
１
１
１
ｌ

‐
‐
‐
‐
‐
‐
・
‐
‐
昨
‐
‘
・
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‘
・
‐
，
‐
ｑ
■
ｐ
▲
■
Ｇ
Ⅱ
Ⅱ
■
■
＆
▽
０
且
ｆ
０
５
Ⅱ
Ｊ
・
Ｆ
申
．

地
区
名
一
鋤
御
啼
司
剥
鋤

８
６
牛
１

、
度
放

参
の
山
山
昼
畢
鮒

睡
硫
砂
吋
“

’
た
土
１＄
調
恥
印

覇
※
蕊
到

壊
面
積
坤
唖

I1I,,#、
350

60

600

130

50

520

０
０
０

２
１
０
〃

竜
■
Ｂ
Ｐ 250

60

610

4000

５
０
４
０

●
●
■
。

２
２
２
９

一一一一

o号呼谷合8号曹容

令鯆椀舗誇
年剛臓荊土砂量‘wim、
第1図

l
｢

ここで問題となるのが豪雨時の新生山崩に伴う流出土

砂量である。ところが，この際の流出土砂最の把握は前

記表面侵蝕の作用による生産土砂量に比してさらに困難

をまし，崩壊地からの巨岩大礫を先頭にし，渓床に堆積

した不安定な土石をえぐり合わせた流出土砂量を正確に

知ることはまず不可能である．そこで，現在では近似的

な概略値をうるにすぎないが，戦後の主要な水害につい

ての資料をまとめると第1表のごとくである。このよう

にして並べてゑると，水雷時の流出土砂蕊は，崩壊地か‘

らの土最だけでなく渓床からの士量も無視し得なb,点は

前記平時の場合の流出土砂量と大いに性絡を異にしてお

り，崩壊によって山腹から剥落する土砂だけでも表面侵・

蝕による土砂の数十倍から200～300倍になるにも拘ら

ず，さらに渓床からの土簸が加わって，世人一般が流出

土砂の莫大さを認識するのは専らこの洪水時の流出土砂

量となっているのである。

ここで少し細かく個々の崩壊地につ↓､て調べられた結

果（第2表）を承ると，1向の災害で数百万In3の土砂

が崩れることも珍らしくなく第2表中の1地区（だいた

生産土砂量

〆
。
４
．
２

■

度
数

桑
”

巳

I1叩
Q

？神霊霊して一様のもので
、里Lす夏方室令云ほなく，単に荒廃
年間侵蝕量‘m"し地なるが故にそこ
第2図

からの流出土量が

莫大であって放霞し得ないと判断するのは早計であるこ

とを物語っている。しかも，平蕊1値としては，山腹余価

から崩壊地下端にゆくにしたがって，すなわち，測定の

対象となる圃斌が大きくなるにつれて，侵蝕士砂深が

20～40mmから10mnl前後に減少していることを考え

ると，毒簾の数百町歩あるいは数千町歩の汐〃単位にぷ

た場合の流出土砂錘になると，荒廃地だけからの土砂量

は次第にウエイトは小さくなることが予想されるのであ
る。

第2表山崩

／

《
妥の

1山崩あた山崩1町歩あ
り土砂鉦たり土砂量

(m$)!(m')

5912，419

2476，171

6666,113

2262，544

5386,002

3,64814,623

2,02916,345

2,93021,301

2，81820，788

4,71832,070

8．34334，620

7．35520，040

総生産
土砂鐙

(104mi')

11

33

68

．27

67

77

278

‘59

“6

74

498

430

主たる地質|閏所鴬 山崩面積

（町）

塔5

53

104

107

111

53

170

28

70

23

144

215

地区省｜災鶴竿
六甲（兵庫県）｜明治初年
大河原（京都府）昭和28年

黒瀬（広島県）〃20年

童駕壼瀦｜′:奔
敷島（群馬県）〃22年

色見（熊本県）〃28年
衣川（岩手県）〃23年
東泰野（神奈川県）大正12年

知三（福井県）昭和28年
寒川（和歌山県）〃

花園（〃）〃

’
岩崗
〃
〃
〃
〃
》
〃
》
〃
》
〃
〃

花
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第
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184
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期待しうる姿に変化させることの出来る森林（漠然とし
た意味での森林）をめぐって話を進めてゆく。

一・股に山が森林がおおわれて0,ると，平常の雨による

表面侵蝕には絶対ともいうべき効果があり，蕊雨時にお
いても，その防止磯能に限度があるとはいえやはり森林
は山崩の発生を防止しているのは事実である。したがっ

て，森林の有無ということだけをとり出して考えれば，
当然森林があればそこからの土砂流出も減少する筈にな
る。しかし，集水面積数万町歩から数-1-万町歩におよぶ

現実の発電ダム流域を単位にとると，そこからの流出土
砂量には森林以外の因子の介入もあって，簡単に山に木
が多ければダムの堆砂量が少ないとはいいきれない。

建設省の河II局でつくられた発電〆ム堆砂鍵の盗料の
中から，1水系の最上流にあるダムだけにつ､､て，年間
堆砂量と地況関係その他の諸因子との単相関関係を求過
ると第3表のごとく，平均高度，平均降水蛍，起伏量の
3者の影響が比較的高くなって1，るb

この3者のうち
第3表年間堆砂量と諸因

平均高度と起伏量
子の単相関係数’一…,画,一＝、1

い1～2ケ町村)だけでも500万nl3の土砂が生産されて

いることが示されている。もつとも，中には崩壊箇所が

11000をこしても数10万Xn3の土砂しか生産されぬ場

合もあり，地質別にいって花崗岩地滞では1箇所200～

500mn程度の山崩が数多く，崩れの深さも50cm内外

のものであるが，火山堆積物の地帯，第三紀層の地帯，

中古生層の地帯になるにしたがって次第に1山崩の生産

土砂量は増加し，山崩の平均的な深さも3mをこすよ
うになっている。

以上の結果から，崩壊跡地の表面侵蝕による平均的土

砂深と，災害時の新生山崩による生産土砂量の平均深と
を対比させて承ると，いずれも地況条件によるフレは大

きいが，一応前者は年間10mm,後者は1.5mとなっ
て，それだけでも山崩による土砂鐘が崩壊跡地からの

150年分に相当している。しかも山崩が頻発するような

豪雨時にあっでは当然渓床からの土砂糀出が加わること
を考え合わせると，さらに両者の開きは大きくなり，流

MI土砂鼠防止軽減のためにはまず山崩に着目すべきであ
ると↓・うことになるわけである。とはいえ，現在の復旧

治山が，流出土砂量の防止上全く無価値であるというの

ではない。第1・第2図にもある通り，荒廃地の中には

年IIW10mm前後という値の数倍も土砂生産をしている

ところもあり，さらにほそれが進んで崩壊を伴うように

なる場合もある。しかし，大勢としてば，下流えの土砂

流出防止を目標とするには，第1に崩壊の予防に重点が

おかれ，それに付随して特殊な荒廃跡地の復旧を考える
というところに今後の治山技術合理化えの一思想が蔵さ
れているのではなかろうか。

五発電ダム堆砂量をめぐって

前項では主として荒廃して裸地化した個冷の地点につ

いての盗料を紹介したわけであるが，ここでは，対象と

する面穣を大きくとった場合の流出土砂量の近似値とし

て発魑変ム背後の貯水池にたまった堆砂量をとりあげ，

その堆砂量と当該流域の山の状態との関連の中に見出さ

れる2，3の問題をのべることとする。

我が国の包蔵水力はおよそ1,200億KWHといわれ，

地形．気象条件に恵まれて世界に類をみないことば古く

から唱えられている｡しかしながら，現在の我が国の発

電水力はおよそ560億KWHといわれ，全包蔵水力の

なかばに達していない。しかも，開発すればするほど電

力価絡は高くなるという問題を内包しており，その第1
の原因に上流からの土砂による埋没があげられている。

全鬮の発電用ダムのうち高さ15m以上のものについて

昭和30年度に調査された結果によると，流出土砂で貯
水池の全容曇の半分以上が埋没されているものが全体の

26％を占めている現状である。

このように堆砂量が多く，ひいては発電ダムの寿命が
短かくなる原因は，根本的には地形の急峻，降雨量の多
大に基くが，これらの根本的な自然の要因は現在のとこ
ろ人力でコン1､ロールすることは不可能に近いので，た

とえその影響力は小さくても，人為的に好重しい結果を

＝

a
一

この3者のうち

平均高度と起伏量

との相関はきわめ

て高いので，以下

の計算を簡H隙する

ため平均高度を省

略し，自然因子の

代表として平均年

降水堂Pおよび起

伏量Rを選んで，

これらの因子の影

響を考えた場合の

’

寺

集水面積

河川勾配

平均高度

年平均降水量

起伏量

測定年数

流域kmgあたり貯水量

072

216

369

467

512

147

143

０
０
０
０
０
０
０

’
一

5％の有意水準は0.3246響を考えた場合の
森林面穣率Fの影響を調べて承る。

以上の発電ダムのうちから，さらに森林面枝率の算出

が困難な6例を除き，計32箇所のダムについて各因子
の偏相関係数を求めると，堆砂量Eに対してRとPの

有意性は認められるが,F"Eに無関係という値にな
ってくる。この結果だけから考えると，山に森林が多か
ろうが少なかろうがダムの年間堆砂量ほ地形や降水量に
よってきまってしまうことになり，無批判に山が良くな
れば堆砂が減少すると云うことは誤りとなるわけであ
る笛ところが，この32例中,Fについての値が箸るし
くかけ離れているものが7例あり，その7例を除いて同
じく偏相関係数を算出して象ると，今度は第4表のごと

くいずれの因子も有意とな
第4表

り，年間堆砂量とこれら各
各因子の伽相関係数因子の関係織次式で表現し

昼

ヨ

うるのである。

E=aP+bR-cF+d'

ただしa,b,c,dは

常数

じたがって，この場合に

は，森緬薗辮1Fが高い流

域ほど年間堆渥が少な
ろほど，および起伏の程度
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難波：治山技術合理化えの一資料

が大きいところほど森林面積率増大の効果が発揮される
ことが推論しうる。ここでとり除いた7例をゑると，大
部分は火山山麓の高原地帯を含んだ流域であり，それに
ダム地点のすぐ上流に大きな山崩がある流域，および森
林限界以上の面積を多く含んだ流域となっている。
以上の結果から，流域の特性を考えずに一律に発電ダ

ム堆砂量に森林面積率が関係していると結論するのは早
計であるが，多くの場合には，やはり山の良否すなわち

森林面溌の多少ということ自体が発電ダムの堆砂鉦にも
密接な影響を与えていると考えるのが妥当となり，以上
のごとき概略的な資料だけによっても，流域内の森林面
積率の大小すなわち森林の配置という問題が下流えの土
砂流出防止上重要な問題であることが明らかである

一方，森林といってもはなはだ漠然とした概念を規定
しているにすぎない関係から，同じく森林といってもそ

の土壊保全の効果はかなり違っている。いろいろの種類

の森林についての栓討は省略するが，森林の荒廃防止能
力を盲信するのあまり，安易に森林の施業を制限するこ
とはかえって山の荒廃を助長せしあるという2，3の結
果だけを付記しておく。

第5表伐採方法と山崩

するところにも一つの大きな治山技術合理化えの素地が
あるのではなかろうか。

皿むすび

治山技術全体についての資料から離れば，上記の資料
ほほんの限られた一部にすぎない。しかし，個をの荒廃
地についての考察と，一応治山と直接的な関係のある流
域部分についての考察を組歌合わせて，個々 の治山技術
の狙い方についての1参考をのべてむすびとする。
治山の内容は甚だ複雑多岐にわたり，人により，また

時代によって整理のしかたも違うであろうが，一応ここ

でば，目的から考えて災害防止と土地利用に分け，目的

を達する方法から考えて予防と復旧に分け，対象とする

現象あるいばその発生する時期から考えて山崩一一災害
時と表面侵蝕一一平時に分け，具体的手段から考えて森
林（荒廃地の緑化および現森林の取扱方法を含む）と狭
い意味での治山工事に分けて蕊る･災害防止を目的とす
るならば，既往の資料で明らかなごとく，第1に災害時
に発生する山崩えの観慮であり，この防止にあたって
ば，森林の保全的取扱方によって軽減しうる鄙分もある
が，やはりその主体は工事による予防ということにな
る。ただし，災害の起る頻度，詩よびその被災の地域は
限られる点を考えれば，土砂流出防備保安林に象徴され
る平時における山全体からの土砂流出を予防することも
忘れることは出来ず，これには森林の取扱方によって充
分使命は達せられよう。

現在職んに行われている復旧治山の対象地の一部極
は，たしか｝こ平常の雨によっても土砂流出が多く下流え
の影響が大きいところもあって災害防止の見地から重要
な地区もあるが，大部分はそれほどの土砂流出は考えら
れず，むしろ土地利用高度化の一環として荒廃跡地の緑
化を考えるほうが合理的のような気がしてならない。裸
地化したところを放置するのは土地利用上不経済である
という思想から出発し，それがためには，出来ることな
ら経済林を仕立てるのが得策であるとともに，あ叢り極
端に荒廃が進んで，とても緑化も考えられないところほ

必ずしも山腹面にこ態わる必要はないであろう。そのよ
うに基岩まで露出したようなところからの土砂流出は一
般に少ないからである。

このような考えを整理してゑると，

｜鶴駕#蕊耀駕職”
治
山

ということになり，たとえ同一の地区では上記3系統の
狙いが重なり合うとしても，頭から雑然とせしめない
で，個盈の技術は一応一つ一つの系統から割り出され，
その後において統合鍵塁するという姿が望ましいのでは
あるまいか。

これがたいには，第一に山崩に対する危険地帯の予
知，つぎには山崩および表面侵蝕に対して好ましい森林
の取扱方，さらには，荒廃跡地の謝上に対する造林的手
段えの検討等，解決すべき問題は多いが，上記のごとき

考え方が是認され，狙いうる部分を的確に狙った治山技
術を発展せしあてゆけば，かなりその合理化が進承，そ
の結果は当然治山事業の効率化に費しうると考える。
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伐採方法と山崩の関係を全国的に調べられた結果（第
5表）によれば，択伐式施業を行っている林分がおおむ
ね山崩に対しても安定であることは従来の説と一致して
いるが，皆伐式の施業をしている林分と伐採未着手の林
分とを比較すると，占有面積100町歩あたりの箇所数は
皆伐式の林分のほうが多いにもかかわらず，面鎖では未
満手の林分に多くなっている。このことは，山崩の発生
の難易という点では皆伐式施業をしている林分が劣ると
しても，1山崩の平均面積が伐採未着手の林分内のもの
が約2倍もあって，山崩の愛としては未着手の料分内に
多いことが示されている。このことからも，森林が山崩
の発生を防止するからといっていつまでも放置すること
ば保全上からもかえって望童しくないことが予想され，
樹令について調べられた結果によると，ある年令以上に
老令となった林分の山崩防止鐸旨は壮令の林分のそれに
劣ることが明らかで，適当な樹令となったら積極I杓に更
新するほうがむしろ有利であることを具体的に物語って
いる。

近時，流域管理の思想が治山にとり入れられるように

なると，前記の全体としての森林の配置の問題とならん

で，個灸の森林の施業方法についての問題も大きく，こ

の両者をあわせた全森林の保全的取扱方法を遂次具体化

《
○
Ｊ
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地 すべりとその対策
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はしがき

近年頻発する地すべりの被害，殊に昨年の北九州における豪雨によって発生した地すべりの顕著な被害に鑑

承，政府においてはこの対策に関する立法措濫を識ずべくいそも､でいたが，第28国会でこの法案は可決され，
4月1日より「地すべり等防止法」として施行されることとなった。

この法律によって，従来砂防法および森林法の適用において，蓑たは国の予算措置によって実施されてきた地
すべり防止工事も今後はすべてこの法律に基ずく地すべり防止工事として，より効果的に施工されると共に,そ
の抜本的な対策計画の確立と実施が強力に推進されることとなった．

そこでこの機会に，この法律でいう地すべりとその対策について，簡単に述べさせていただくこととする。

、

＝

△

ー

～へ

れている。したがって滑動する地塊の表面も比較的元の

姿が保持されており，崩壕におけるような箸るしい地塊
の擾乱は認められないものである。

も､らろん緩慢な移動といったが，これも時には次第に

加速度を増して急激な滑動へと移行する場合もある。し

かしこうした場合でも決して豪雨などによって突発的

に，急激に崩落する崩壊とはまったく運動の様式を異に

し地すべりは必らず緩慢な滑動から出発するものといえ

る。したがってわれわれはこうした観点からこれが発生

する地域の地質の状態並びに移動の状況およびその機構

に着目して，その判断を行うならば多くの地すべり地に

おいて，その判別を過ることはない筈である。

ただ問題となるのは緩慢な滑動から急激な滑動へ移っ

た地すべりであって，この場合は必らず本来の地すべり

の外に，これに伴って2次的な崩壊が存在し，単に観察
したの承では何れの部分が地すべりであり，何れの部分

が崩壊であるか，これを区別することは難かしぐ，した

がってこの中から崩壊を除いて地すべりの範囲を明確に

することは決して容易でない。

こうした理由のもとに法律ではたとえ地すべりの中に

2次的な崩壊が含まれていても，これ力誰也すべりに伴っ

て起こったものであるならば，これらを総て包含して広
義に地すべりとして取り扱うように定められ，学問上の

地すべりの定義とは趣を異にするが，地すべりの領域を

明確に定義しているのである。

地すべりの原因

地すべりがどうして惹き起こされるか，その原因につ

いて簡単に述べて染る。地すべりの原因をなすと考えら

地すべりの定義

地すべりとは一体どのような現象をいうか，この定装

についてまず考えて承たい。

地すべりの定義については今日まで各方面の専門家に

よって，それぞれの立場において論議されてきたのであ

るが，明確な表現がされるにいたっていない。

一般に山地や丘陵の斜面において，土地の一部が移動

する現象を総称して山崩れと呼んでいるのであるが，地

すべりはこの中の一つの形態であるとされている。すな

わち移動の状態が滑動の形式をとるもので，崩落の状態

で移動する一般の崩壊と区別されてきたのである。

かように言葉の上では簡単に「すべり」と「崩れ」と

に分けてばつきり分類されているのであるが，実際にほ

お互に極めてよく類似した現象であるため，時間的な観

念を除いて，単に現象の皮層な形態の承を観察したので

は確実な判別はなかなか容易でない。

私ばここでこうした難かしい地すべりの学問的な定義

について，云盈するつもりはもちろんないが，これから

地すべりについて述べて行くに当って，その地すべりが

何を指すのか，崩壊とどう異なるのか，あるいば今度の

法律でいう地すべりは何であるか噂ついて知って頂く必
要があるので，簡単にこれらの事柄を説明することにす

る。

元来地すべりは崩壊と違って特別の地質状態の地域で

発生するものであり，特に地すべり地特有の地すべり粘

土と呼ばれる粘度を介在して発生している。しかもその

運動は極めて緩慢で持続的に（あるいは断統的に）行わ

丘

会

筆者・建設省河川局技官，工博
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谷口：地すくりとその対策

れるものはにはいろいろあるが，これを大きく分けて承

ると二つに分けられ，一つは地震とか降水のような自然

の現象であり，今一つ催土木工事や鉱山での工襲のよう

な人為的な作用である。

また，これが地すべりの原因として作用する仕方にお

いても二様に考えることができ，一つは間接的な，今一

つほ直接地すべりを惹き起こすような動因としての作用
である。

さらに詳しくいえば前者は地すべりが起こり易いよう

な状態を与える‘すなわち地すべりを起こさせるよう

な，特異な地形的，または地質的な素質を醸成するよう

に作用するもので，一般に遠因と呼ばれるものである。

これに対して後者ば地すべりを誘発する原因として働

くので誘因と呼ばれている。

地すべり発生の原因となる自然現象としては，地震，

火山作用，河川の流水(または海水)の浸蝕作用，降水，

地表水，地下水などが挙げられるのであるが，地震の振

動は誘因となることもあるが，多くは遠因として作用し

ている。また火山活動によって地すべりが直接誘発され

た事例は我が国では余り知られていないが，遠因として

作用する場合は相当あり，温泉地帯の地すべりはほとん

どこの作用によって，地すべり発生の素地が作られてい
るものと考えられる。

また河川の流水や海の波浪の浸蝕作用は多くの場合，

誘因として働き，地すべり地の裾を洗いとり，斜面の均

衡を破ってすべりを誘発する封剃は決して少なくない。

降水，地表水などは地下に鯵透して，地下水として作

用するもので，これは遠因ともなり，また誘因ともなつ

･て地すべり発生に役立っており，これが主原因となるか

否かは別として多くの地すべりに対･し大なり小なり，こ

の作用が働いていることは否めず，今日では地すべりの

原因の中でも最も大きい要素をすると考えられている。

次に人為的作用が地すべりの原因となるものとして

は，前述のように土木工事が最も多く，ある場合ほ遠因

として働き，ある場合は誘因として働き地すべりを発生
させている。

土木工事の中で鉄道や道路あるいは河川工事において

斜面の一部が切りとられたり，トンネルが開さくされる

とか，河岸の裾部が切られるとかした際，今まで平衡を

保っていた土地の均鋤職れてすべり出す例は決して珍

らしくない。蓑た人工的に造られた貯水池，溜池がその

原因となった実例もよく見聞することである。

ここで問題は水田であるが，一部の人達によって今日

なお水田が地すべりの原因をなすと主張されているが，

亀裂等によって箸るしく漏水する水田は別として，常態

の水田がすべりを誘発，助長させる直接の原因とは考え

られず，むしろ水田へ引水する用水路の不完全なための

漏水が原因をなすものと考えられる場合が多い。用排水

路の不備のため，漏水によって発生した地すべりの数ほ

相当に挙げられる。

最後に鉱山の塊道の問題であるが，地すべり地域の坑

道の掘さくが地すべりの原因をなすとかなさぬとか，よ

く議論されるところであるが，もちろんこれはそれぞれ

の地すべりについて，－脂分調査をしなければ判定は困難

である。しかし廃鉱となった場合，放置された沈道が地

下水の通路となって，これからの漏水が地すべりの原因

をなす場合は考えられるし，また茨道の陥没によって，

土地の平衡が失なわれ，地すべりを誘発することはあり

得ると考えられる。この他に鉱さいの捨石が集積されて

これが原因となって地すべりを起こした事例があり，こ

のような過大な載荷重が地すべりの原因となることiま当

然考えなければならない。

そこで今度の「地すべり等防止法」ではこうした地す

べりを誘発，助長する原因をなす行為が人為的に行われ

ることを強く制限,禁止しているわけである。

地すべりの機構

地すべりは簡単にいえば，すべり面を形成する土（粘

土）のせん断破壊によって発生するといえる。すなわち

降水の穆透や地下水によって土の含水量が増加す-るにつ

れ，土の内部摩擦角や粘着力は減少し，その結果土のせ

ん断強度が箸るしく減じ，遂にすべり力に負けてせん断

破壊を起こしてすべり出す。これが地すべり発生の機構

である。もちろん今日では地すべりをこうした静力学の

範囲に限定して説明することは不十分で，動力学の知識

を加味して地すべりの運動を論ずべきで，この点にも触

れておかねばならぬのであるが，紙幅の制限もあり，こ

こでは厄介な理論は省略して簡単にすべりを次の3つの

型に分けてその機構を述べるに止める。

（1）す員り層によるすべり
（2）一様な土層内におけるすべり

（8）塑性流動によるすべり

第1のすべり層によるすべりは第1図に示すようにす

べる上層と下層が判然と区別されており，下層は比較的

垂

0

B

《
〆

不謬透な地層

あるいは岩盤

玲土より成ってお
り，この上に

粗雑な彦透性

第1図の大きい地塊

が載っており，これが一体となって深さに関係なく滑動

するものである。この場合両層の間にある粘土層が滑剤
の役目をしている。（滑剤と通俗的に表現したが土質力
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第3は第3紀層地すべりにおいて多く見られる型で，

すべて地厨が一様な速さで移動するのでなく，深さによ

って移動が異なるすべりである。すなわち降雨その他の

原因で土の含水量が増大してくると次第に土の剛性が減

じ，塑性変形を生じ滑動するに至る。この際の移動の状

態ば塑性流動をなすものである。この型のすべりでは移

動の速さは表面が最も速く，深さと共に減じ，計算によ

ると平均の速度は表面における速度の2/3になっており

学的にせん断強度が極めて小さくここで破壊を生ずると

いう意味である）丁度この場合は剛体と剛体との間爬潤

渭油を認いてすべりを起こさせる場合に相当する。この

ような状態では降雨による惨透水，あるい肱地下水がこ

のすべり層の上および中を流れて，そしてその量の如何

によって粘土膳の中でせん断破壊が生じて上層がすべり

出すに至るのである。もちろん上層が岩盤であっても，

謬透水が粘土層に至り得るならば滑動がおこることは同

じである。この型の地すべりにおいてはすべり面の緩急

につれて移動が変化し，これに応じて地表面に第2図の

ような膨れ上りや沈下が生ずることになる。

第5図にも示

されるように

上層程移動が

大きいために

地すべりり地

の下端では表第5図の下端では表

土が覆いか夢さる状態がくずれて行く。

以上3つの型式に分けて地すべりの機椛を述べたので

あるが，何れもその発生の根源は地下水による土の含水

量の増加が，土のせん断強度を減じ，すべり面の土のせ

ん断破壊を生ずることに基ずくものである。したがって

次に述べるように，その防止対策として地下水の排除が

考えられるわけである。

地すべり対策

地すべり対策の目的は申す雷でもなく，地すべりによ

って発生すると考えられる被害を未然に防止または軽減

することにあり，その手段として地すべりを防止菫たは

軽減することにある。しかし積極的な地すべり防止によ

らず，被害を除却またほ軽減することも地すべり対策と

しての意義を十分持つことはもちろんである。

地すべりが誘発する原因については，既に述べた通り

で，この中には人力によって容易にその原因となる作用

を除去し得るものもあろうし,今日の技術の段階では不
可能なものもあろう。またたとえ理論的にはそれが可能

と考えられる場合でも，そのために要する費用が地すべ

りを防止することによって得られる経済的価値と較べて

問窪にならない程莫大になるものもあるであろう，した

がってわれわれが行い得る防止工事というのは，理論的

に考えて可能というものでなく，最も経済的であって，

かつ有効な工事を意味するものである。

こうした観点のもとに防止のおよ嫌ざる地すべりに対

しては被害をうけると想定される建造物を安全な地域へ

移転させるとか，地すべりによって生ずる崩土を危険地

域より無害な地域へ誘導するとか，または鉄道，道路な

どを安全なる地域へ付け替えるなどの措澄が当然考えら

れ，これらも広い意味でば，地すべり対策の範鳴に入る

べきである。

しかしここでは主としてあくまでも地すべりを防止ま

、
一
Ｊ

ユ

図

第2の型は第3図に示すように深い所まで一様な土層

で形成された地層の中で起こる地すべりであって，降雨

その他の原因で土層の含水避が増加するに伴って内部摩

擁係数および粘着力が減少し，せん断破壊を起こし，そ

こをすべり面として滑

動を起こ

る。この

よび粘着

値の変化

れて地す一

面の位置もま
第3図

た次第に礎化

するもので，したがって地すべりの規模の大小およびす

べり面の深さもこの両者の値の変化によって決まるわけ

である。この型のすべりにおいては第4図に示すように

地すべり地の下端でば地表面の膨れ上りが起こってく

る・

、

第4図
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たは軽減するための工事を中心にして考えていくことに

する。

地すべりの防止計画をたてるに当って，まずもって大

切なことは，それぞれの地すべりについて瀞発の原因と

なる事柄を十分に探究して，それに応じた宥効かつ適切

な計画が立案されねばならぬということである。

ある地すべりが砂防ダムによって止まったからといっ

て，すべての地すべりがこれによって止まるわけのもの

でない｡謬透水がその菫原因となってすべっている地域
に対して，その下方に浸蝕防止のダムを築造しても，そ

の成果を期待できないことは明らかである。

また流水の浸蝕によって誘発されている地すべり地に

鯵透水防止の表面排水路をもって止めようと考えても無

理である。一つ一つの地すべりが種々違った条件のもと

で，違った原因で起こっているのであるから，まずもっ
て原因の探究が先決問題であり，この結果に基ずいて立

案された防止計画であって始めて期待できる成果が望め
るものである。

そこでこうした原因に対応して今日実施されている防

止工事の内容を列挙してふると，

（1）渓流，河川の流水の浸蝕作用が誘因となっている
地すべりに対して

(i)砂防ダムエ

(ii)床固工，護澤工,導流堤工，水制工
（麺）擁水路工，河川の付替え工事

侭）地表水の惨透が誘因となっている地すべりに対し
て

(i)地表排水路工(ii)池または沼の排水工
(iii)渓流または用排水路の漏水防止工

（3）地下水の作用が誘因となる地すべりに対して

(i).暗渠工(ii)排水トンネルエ

(iii)集水共戸による地下水排除工

<iv)地下止水壁による地下7k遮断工
(v)グラウドによる地下水遮断工

(vi)土の電気化学固結による地下水遮断工

(vii)ボーリング孔による地下水排除工
倒その他

(i)土留工(ii)抗打工
(iii)ボーリング孔によるガス排除工
(iv)地すべり土塊の除去

これらの防止工事について,ここで詳しく述べる余裕

がないが，今日の地すべり防止工事の根幹をなすと考え
られる地すべりの誘発，助長に役立つ地下水の処理問題
について簡単に私見を述べるに止ある。

地すべりの地帯の地下水の処理というのは簡単にいっ
てしまえば

（1）地すべり地域に地下水を入れないこと。

②地すべり地域淀流入した地下水を速かに排除して
地下水位の上昇を防ぐこと。

以上の2つに尽きるものと考える。

第一の地すべり地域に地下水を入れないためには，

（1）地すべり地域内の地表水の処理はもちろんである

が，他の流域から流入する地表水で少なくとも地す

べりに関連をもっと考えられるものほ，できる限り

地すべり地域外で表面排水路を完備して，これを喰

い止めねばならない。

侭）地すべり地域外から地すべり地域に地下水の姿で

侵入するものを極力防止すること。

かようにして地下ﾌkが地すべり地域に流入することを

極力防止するわけであるが，完全ということはいつの場

合でも望めず，相当量の地下水が浸入しているものであ

る。したがって第2に挙げた地すべり地域内に入った地

下水の処理が問題となってくる。

この処理方法として，一般に次の2つの場合が考えら
れる。

（1）地下水の流れをつきとめてこれから蚕とまった地

下水を排除する。

侭）地すべり地域全体から全面的に地下水を排除して

地下水位面を低下させる。

前者の場合は地下水の流れを探ぐることが問題とな

り，このための事前に地下水の流動状況の調査が必要で

ある。後者の場合は全般的に地下水をとり出すのである

から仕事のやり易い，地下水の集め易い所を選ぶことが
肝要となる。

こうして地下水を処理する場合，問題となるのは地下

水をどれだけ排除すればよいかということである。

これはそれぞれの地すべりについて，移動量，地下水

位を観測し，両者の相関関係を求め，これから移動量を

零とする地下水位を理論的に求める。この地下水の基準

面より以上に上昇すると推定される地下水がすべて処理

されるよう排水量を決定しなければならない。かように

していつの場合でも地下水位面がこの基準水位面より上
昇しないように計画されることが必要である。

こうした地下水の排除のために前述のような，地下に

止水壁を設けて地下水を遮断するとか，電気化学的団結
によって地下に不透水層を作るとか，あるいはグラウ1、

によって防止壁を作って地下水の流動を阻止するなどの

工法をとる。またこうした地下水を暗渠や排水トンネル

や集水井戸，あるいはボーリング孔などによって地表に

導き出し,.地表水として処理するなどの工法がとられる
わけである。

これらの工法がそれぞれの場所に適応されるように選

ばれて実施されることによって，始めて経済的でかつ有
効な工事とその成果が翔待されるものである。

結び

以上地すべりとその防止対策の概要について述べたの

であるが，極めて簡単にして隔靴痩痒の感があり，加う
るに生来の禿篭にして十分に意をお伝えできなかったこ

とを遺憾に思うとともにお詫び致す次第であります。
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げられた･昭和23年林戯続一後，国有林野事業特別会

誹削庇の発足と共に，戦後10年間の国土緑化，国土保

全への努力は最近漸く実を結びさらに本年度よりほ国土

保全政策より一歩前進した林業経済性向上の方向へと進

みつつある現状である。国有林の経営合理化は，国有林

野事業の近代企業への脱皮，林業生産力の向上で昭和70

年蓑での長斯林産需給計画を見透し立案せられたもので

あるが，原則的には国土保全を基礎とし，将来の林力増

強の下に実施せられるもので戦時戦後の単なる増伐を意

図しているものではない。したがって治山事業も経営合

理化の基礎的重要部門として生産力増強の一翼を担って

いるものである。林業白書によると，国有林の荒廃地は

現在約37,000町歩あり，復旧経費は約350億円で30年

の長期を要すると云う。しかもこの荒廃地の80％は重

要河川上流地帯に存在し，この内の半分は国有林の経営

上必要とされるものであり，残りの半分は一般公共保全

のため，国民生活安定上必要とされている。昭和32年

より36年までの国有林治山事業5カ年計画によ’ると，

総額97億円で，崩壊地復旧11,800町歩，水源林造林

21,750町歩其の他を計画し，1カ年の平均基準髄として

総額20億1,400万円で崩壊地復旧2,360町歩，水源林

造林7,150町歩其の他を計画しているが，予算の配算基

準としては50％は国有林の経営上資産の保護並びに資産

増強に結びつく箇所に投ずることとし,残りの内,4分の

1は国有林の経営上の責任ではなくむしろ地質的，宿命

的な長期継続施工を要する箇所，全国約20数カ所に振り

向け，この以外の箇所で小規模であるが，公共的性格の
心

強い箇所とか毎年起る災害の復旧に残りの4分の1を配

算する率になってし､ると云う。この外に昭和29年度よ

り実施されている民有保安林買上地内の荒廃地は崩壊地

復旧2,700町歩，ハケ山復旧890町歩，荒廃防止4,200

町歩，水源林造林13,600町歩其の他となっているがこ

れが復旧は早期完了を期し，本年度は特に重点を置いて

いる。このように治山計画が樹立され実行体制も内地全

営林局，さらに昨年度より北海道札幌，旭川両営林局に

も治山課が設立せられ着々計画が実行されているが，全

1．全国治山事業の現況

林野庁の発表によると，全国荒廃地の面積ば国有林6

万町歩，民有林25万町歩，合計約31万町歩で全国林野

面稜2,455万町歩の1.2％に当り，これ等の荒廃地より

年点降雨其の他剛上作用により約30mmの土壊が侵蝕

流亡し洪水禍の原因になっていると云う。これば荒廃地

が水害の原因となるの熟ならず肥沃な森林土壌を流失せ

しめる原因となっている甑を示すもので林地の地力維持

上の損失は誠に大きいものである。肥沃な森林土壌の造

成ほ長年月を要し森林育成上の母体となるものであるが

透水|生のある団粒組織職造を有するこれ等侭良な土壌は

地表水を尚rFへ透水し地表の侵蝕を防止する機能が強く

土壌流失は理水上からも重視しなければならない問題で

ある。

これ等の荒廃地は明治の末期から現在に至るまで実施

されている治山事業の実行未済地であるが，日本の宿命

として荒廃地の解消はなかなか翼臓､しい･

しかしながら戦後10年の治山事業施行面積約22万町

歩と，造林面積約220万町歩の実績並びに最近5カ年間

の新生荒廃地50,325町歩に対し復旧面積が63,222町歩

と上廻つた事，さらには昭和29年度より実施されてい

る保安林整備計画が着を実行され，これに関連した治山

5カ年計画も総額446億円で約12万町歩を復旧の対称

として実行中であり，約50万町歩の重要流域民有保安

林の国有林編入計画も着を実施されているので，漸く日

本の荒廃地も「復旧治山」より脱し,防災ダム，荒廃予防

等，災害を未然に防止する所謂「防災予防治山事業」実

行の略光が見え始めたが誠に喜ばしい現状と云えよう。

2．国有林治山事業の現況

国有林面積は約745万町歩で全林野面積の3分の1を

占め，70年の長き間国家の直接管理経営下にあり，戦前

までは治山事業の必要性もほとんど認められなかったが

今次大戦による国有林の損失は意外に大きくこれが復旧

計画は戦後の課題として国土保全の問題が大きく取りあ
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尾ケ弁：国有林治山事業の実行について

自体よりもむしろ下流地域の公共保全のため必要とする

｢公共治山」とに分類されている。「経営治山」は生産林

たる第2種森林内に行われるものを主体とし，更に保安

林たる第1種森林,地元施設林たる第3種森林内の災害

予防的治山を行い，「公共治山｣は第1種，第3種森林を

主体とし，fI班区劃をした除地に行うもので，何れも国

有林の経営上の責任とは考えられぬが，一般公共保全の

立場上，行われるものである。更にこれを歴史的宿命的

の長期継続のものをA種，官行造林地に施行するものを

B種，其の他のものをC種公共治山と細分している。

「A種公共治山」は国有林経営自体よりも一般国民生活

喪定上，産業経済発展上行われる長期継続治山で事業規

模も大きく，現在でも総額復旧経費100億円を必要とさ

れているので公共治山費は国有林特別会計経理に於いて

は，収支のバランスシート外に髄き，経営経理の内容を

明確にしている。これに対し「経営治山」は国有林の経

営活動に伴う治山で，国有林内の伐採，搬出に伴う土砂

の流出防備，林道の切坂，盛土の保護等林道設置による

土砂流出阻止など，国有林の管理経営上から必要とされ

る育成部門的基礎事業であるので収支バランスシー1．内

に経理されている。何れにしる国有林治山事業は国有林

地の地盤を安定せしめ，保水機能ある森林を造成し，流

域保全を目的とするものであるが，森林の保水機能にも

ある限度があり，この森林機能の不足するものを土木的

工事により補ってゆくのが治山工事であり，自然の営力

による土石の流出を限られた経喪で如何に最少限の被害

に押えるかが当面する問題である。

4．これからの国有林治山事業

これからの国有林治山事業は戦後山林復興時代の保全

政策を主軸とした今までの防災機能だけのｦ確済性性格

より脱却したものでなければならない。すなわち，これ

からの国有林治山事業は国有林の生産部門と直結し，森

林の林力増強はそのまま治山効果を高めると云う考え方

で災害の発生を未然に押えると共に，経済的価値を有す

る森林を穫侭的に育成する方向へと進まなければならな

い。すなわち国士保全を基として国有林の生産力増強に

協調してゆく方向に進まなければならず，更には水盗源

の活用による一般諸産業の発展を基礎づけるものとしな

ければならない。これが具体的方策としては国有林治山

事業の従来の孤立的計画より流域管理計画への発展，災

害予防治山の推進,従来の高額治山の低減化，治山計画

短期完遂のための計画工法の改善等が考えられる。

《）流域管理計画との関連性

河川の流域管理，綜合開発の主体は水の調節である。

水の調節は治山工事が主たるものであるから治山工噸の

流域管理上の占めるウェイ1,は高いのであるが，現行の

国国有林治山の昭和31年度の実行は，総額36億5,600

万円で内地1営林局平均3億9,000万円に達し崩壊地復

旧1,300町歩，ハケ山復旧120mJaf,水源林造林2,800

町歩，海岸砂地造林，雪崩防止，防風，防潮等の防災林

1,400町歩が造成されて居り,保安林の改良整備と相俟っ

て着を成果をあげている。しかしまだ残された荒廃地も

多く，年を台風豪雨により新生される荒廃地も少なくな

いので，国土保全上の両有林の責務も大きいのである。

3．国有林治山事業の性格

国有林は民有林に比し，根本的に管理経営が異なり，

性絡も異なっているので，治山事業に於いても特異な点

が見られる。

位置的には，国土の背梁部にあり，重要河川の水源地

域を占めて居るので流域保全の使命は民有林に比し一段

と強く要請される。国の直接管理下にあるので災害防除

に対する国民の監視の眼も一段と鋭く注がれる。予算面

は全額国費支弁の特別会計で運営されているが民有林治

山の国庫補助，地方費負担の事業と異り，順調の経過を

たどり歳計剰余金も菰立てられた国有林野特別会計の現

状に於いては，治山事業の軽視は許されない。本年度よ

り実行中の国有林の生産力増強計画に於いても，国土保

全を基礎としたものであって無計画的な奥地未開発林の

伐採更新ではない。林野庁の発表によると，昭和70年

に於ける木材の需要推定量2億8,000万石を賄うには，

人工造林地1,100万町を必要とし，現在の飼有林人工林

114万町歩を300万町歩に，現在の民有林人工林500万

町歩を800万町歩とする計画である。

国有林創始以来70余年の長期を要し育成した人工林

114万町歩を今後約40年間の短期に一躍約3倍の300

万町歩の人工林を造成する事は，科学進歩の箸るしい現

代に於いても，対象が森林造成だけに容易な事業でばな
い｡

これが実行計画については充分検討を加え，万全の措

置がとられているが奥地林の開発のため，国士保全上の

対策も従来に倍し一層の慎重を必要とする。昭和70年

に於いて国有民有の人工林が1,100万町歩を確保されな

ければ木材需要の要望に応ぜられぬための，森林資源の

減退，伐期令の低下，増伐等再び戦後の森林荒廃化を引

起す恐れがあるの承ならず産業経済発展上にも障害とな

るので年度別造林，育林的計画は勿論，林地の保全計画

として新らたに災害予防的措置まで考えられている。

すなわち国有林経営合理化に韮ずく国有林治山事業の

林野庁方針譜によると，従来から行われている「経溌治

山」と時限法である。保安林整備臨時措澄法に基ずく民

有保安林買上に伴う「買上治山」とに大別され，更に国

有林自体の経営管理上必要とする「経営治山」と国有林
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尾 ケ井：国有林治山事業の実行について

事業は流域管理の一環としての関連性が薄く，孤立的に

なっているようである。これからは，従来の災害防止よ

り更に利水上の観点まで坂入れられた流域管理方式に，

あるいは綜合開発計画に穣極的に治山事業のあり方を強

調しなければならない。従来の治山は洪水被害防止に重

点がおかれ糟をもすれば不採算的な不経済的な見方も強

かったがこれからの治山は洪水時の水を制禦し，これを

有効に使用する面にも考えを押広げるべきであって，産

業経済上に現実に貢献出来るように実行されなければな

らない。最近の水の必要性は誠に目覚ましく，工業立地

ほ水源確保の如何に支配されるとまで云われている。現

在の年間の水使用鐘は，幾業用水で400億屯，工業用水

で25億屯，上水道用水で25億屯と称せられ，北九州の

工業地帯では水，屯当30円内外で売買せられ，八幡製

鉄の1日の水使用量は90万屯に達すると云われている。

技術的には色食困難な点もあるが，災害の原因となる水

を制禦して適宜貯溜し，髄源開発のエネルギー源とする

と共iこ，農業，工業，上水道等の用水に利用出来れば地

形急峻で降水量の多い日本に於いては正に「禍を変じて

福と為す」わけで，治山事業もこれが関連のある事業と

して計画せらるべきである。しかしながら流域管理には

それぞれの事業により所管の官庁も異なり，これが調整

も容易ではない。すなわち上流地域に於いても，土砂生

産根源地たる崩壊地の復旧工事は農林省林野庁，荒廃せ

る渓間に施行する砂防工事は建設省河川局，中流下流地

域に於ける河ﾉl1改修工事は建設省河川局，利水面に於い

ても電力用水は通産省公益事業局，工業用水は通産省企

業局，農業用水は腱林省農地局，上水道は厚生省と複雑

多岐を極めて居るがその事業が流域管理の下に調整計画

されなければ効果は期待出来ない。上流の最も重要な部

門を占むる治山事業がこれが成果の鍵を握っているわけ

で貴重な水費源を有効に利用せしめる経済価値を評価す

れば，治山事業の投費効果も，従来に倍し，期待出来る

と思う。

要するにこれからの国有林治山事業は，局部的な山腹

渓間工事を孤立的に行わず広くこれが流域全般の一部門

とし，大局的，綜合的視野に於いて実行すべきである。

更に流域保全のための林業経営管理にも治山事業所は積

極的に当るべきで保安林行政指導，水源林造成，伐木運

材方式，急斜地の開墾，採草放牧等土壌侵蝕の原因とな

る行為をも規正なし得るよう名称も「流域管理事業所」

と改称せらるる事が望ましいと考えている。今後の国有

林治山事業が流域内，各種産業経済の発展並びに民生安

定の基礎となり，更に就労の公共事業として国有林野事

業の骨播的存在ともなれば日本の宿命的な災害も逆用さ

れ，「水害日本」はやがて「利水日本」として輝しい将

来を期待する事が出来よう。

（ﾛ）予防治山の実行

予防治山は，経営合理計画実行の一部門を占む乏もの

で，特に奥地林の開発に伴い，森林の治山治水的機能低

下により発生を予想される荒廃地に対し，事前に予防対

策として実施せられるもので従来の「復旧治山」より一

歩前進した画期的な事業である。要するに予想される林

地の荒廃を防止しつつ林地の生産力を保ち林木生産の増

大を可能ならしむる堺を目的としているものである。予

想される林地の荒廃には現時点のものと将来のものと考

えられる。現時点の林地の荒廃の予想地域とは現に荒廃

化が見え始め放溌すれば荒廃地となる地域で所謂荒廃移

行地であるが，将来荒廃の予想される地域とは，今後生

産活動の結果，林地の荒廃化のおそれのある所で，第一

分期指定の皆伐面積の増大，跡地更新たる幼令林の保水

的機能の低下，叉は林道計画実施に伴う土砂生産の防止

等を必要とする地域である･このように荒廃の予想され

る地域に生産活動の行われる前，叉は少なく共，同時併

行的に防災ダムの設置，並びに崩壊の恐れある山腹の積

極的な保護，小崩壊地の早期復旧等の山地崩壊防止施設

を行い，災害を未然に防止する事が必要である。

防災ダムは渓間に唯稜している土砂の流出を予防し，

更には山脚部の侵蝕を防止し，山地の崩落を予防する所

謂渓間荒廃防止工事で今般｢荒廃防止B」として新らた

に計画せられる事になったものである。「荒廃防止A」

は山腹荒廃防止工聯で山腹斜面から流出する土砂を予防

する那を目的としている。

しかしながら荒廃地化の予想の判定は却々困難で種だ

の因子を綜合的に検討しなければならないが，地質的に

は基岩別，地形的には傾斜度，気象的には降水量等自然

的因子により荒廃度合を予測し，更に今後の生産活動に

より林況が変化し幼令化すればこれによる崩壊の発生頻

度を従来の調査費料に基いて予想し，更に伐木，運材，

林道新設に伴う生産土砂量の増加をも推定し，予防治山

の計画を立てるのであるが，これが投資限度は更に下流

の経済地域の重要度をも考慮の上，判定すべきであり，

それぞれの目的に適した規漠でなければならない。徒ら

に大規模な予防治山は慎しまなければならない。

一般に荒廃の予測される地域とは，地質的には脆弱な

第3紀層地帯,火山灰堆鋤帯,断層破砕帯の地帯であ
り，地形的には傾斜30.以上の急斜地で幼壮年期の侵蝕

開析地幣，気象的には台風通過地域，豪雨地域，林相は

20年生未満の幼壮令林地であるが，崩壊の時期，程度を

予知する事は却査困難である。

「予防治山」は「復旧治山」に比すれば，経費ほ頗る

安く，しかも災害による実被害を激減せしめる事が出来
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尾ケ弁：国有林治山事業の実行について

砂を短期間に大半防止する事に主眼をおき，投資金額も

一崩壊地に集中せず，崩壊全体に亘るよう分散施行する

もので従来の如く箇灸の崩壊地を年を僅かづつ完全復旧

しても大半の未着手の崩壊地よりの土砂流出量を考えれ

ば，流域保全の効果はあがらず所謂「十年河清を待つ」

の長期を要するので短期間にある程度の保全効果を期す

るための方法を考えるべきである。また局所的にも荒廃

山腹面の峯筋は風化侵蝕のため，地表肥沃士はなく風当

り強く乾燥も識だしいので根張りがあり，樹高が余り高

くならない樹種たるヒメヤシヤブシ，マツ類を植栽し，

山腹面の脚部になる程，堆積土砂が増し，地味も良くな

るので伸びのある樹種を植栽すべきで中腹より山麓にか

けてはヤシヤプシ，アカシヤ，ハンノキ，ケヤキ類を混

械すれば効果的である。

このように崩壊地の土壌の良否を判定して適樹を選ぶ

と共に，更にこれからの山腹緑化工法としてば草生類の

侵入を図るべきである。草生類は早期に山腹崩壊面を全

面被覆するので霜柱，凍上現象や豪雨による表土侵蝕防

止，更に植栽木の落葉落陵の飛散防止，土壌の肥沃化等

に誠に好都合である。「植生盤」の活用により簡単に草

生謝上は可能であり更に最近においては階段工の設置も

省略出来る見透しもあり，治山用草類の研究と共に，山

腹土留工事，水路工難の省略簡易化も可能であるので工

費の低減も期待されるが，要するに画一的工事より局地

適応の工事を計画実行すべき時代が到来しつつある事と

考えるべきである。

渓間工率も従来の階段式渓間工事よりも適地を選び独

立堰堤により大半の土砂を貯溜せしめ糎堤背後の堆積地

にも流路となる部分を除き両岸にシオジ，サワグルミ，

ポプラ，ヤナギ類を植栽，洪水時の土石を植栽林により

貯溜せしめる水害防備林的な渓間造林をも計画実行すべ

きである。堰堤技術も最近，索道，ケーブルグレーン，

ピオニア，バイブレーター，コンクリートミキサー，等

諸機械の発達利用と工事の能率化とにより箸るしく向上

し，従来の「直線式重力堰堤」より「曲線堰堤」更には

「バツドレスダム」等も実行されているのでこの方面の

検討もこれからは必要となろう。

治山事業は1日も早く鰄肖されるの力窪想であり，こ

の方向に努力を続けなければならないが木材の需要が高

まり，生産が続けられる限り治山事業の終隠は期待出来

ないので国有林治山聯業も国有林経営部門の重要任務を

担っている事を自ら認識し，特殊事業として自らの穀の

中に閉じ込もらず，誇りを持って事業の推進に努力を続

けるべきである。国有林経営合理化が実行される年に当

り，一層この感を深くするものである。

るので，将来の奥地林開発，生産力増強に対応するため

には保安林整備と共に是非共，実行されなければならな

い。ともかく従来の災害復旧本位の治山事業から脱却し

て，産業基盤確立のため災害の発生を防止し，積極的に

企業経営への寄与と経済林育成のための治山事業がクロ

ーズアップされてきた蝋は誠に喜ばしい事で，将来の国

有林治山の大宗は「予防治山」にありとの理想実現に努

むべきである。

ヤリ早期完了と工夫の改善

従来の治山事業は建削計画で巨額の経費を必要として

いるが一般に局地的状況の変化に対応した施工は少なく

画一的施工が多い。これからは環境条件を異にした現地

に対し画一的な集約的工醐を施行するのを避け，環境に

応じた適地適工を研究しなければならない。土砂の流出

は地質，地形，土壌，気象，林況等により異なり，流域

の産業経済的発展にも左右せらるべきであって，治山事

業も目的に応じ流域全体の大局的見地より施工されなけ

ればならない。更にこれからは短期間に流出土砂の大半

を防止すると云う短期完了方法も考えるべきである。従

来のように個々の崩壊地を下流より順次集約的工事を施

工する方法を避け，これからの方法としては流域の土砂

生産源たる全崩壊地の山脚部に土砂留めの土木的工事を

施し，ここに崩落土砂を貯留せしめ，更に各荒廃野渓の

本流への出口にも谷止工を施工し，上流地域よりの土砂

の流出を短期間に防止する方法をとるべきである。この

ように上流地域全域に亘る施行を行うにほ機械力の活用

特に資材運搬の機械化が必要であるが現在の機械力の発

達によれば従来の個盈の崩壊地完全緑化主義よりの転換

は難しい事ではない。

法切工についても従来の如く人工による法切を避け，

極力天然法切を活用すべきであって，山脚部の土留工事

により堆識された地域の上端に更に土木工事を施し今後

崩落する土砂の留止に備え，下方堆積地には生長の早い

樹種を密植し，獅凹により成長促進を行い，可能な限り

短期間に防災林を育成し，将来の崩落土砂の流下防止に

活用せんとするものであるが崩壊地が直接人家，交通路

線の保護等人命に支障を及ぼす地域に接して居る地域は

別として，上流水源地域の崩壊地に対しては従来のよう

な土砂完全流出防止主義的集約工法より脱却したこれ等

の簡易天然力利用工法も併用すべきであり，天然更新で

復旧可能地朧勿論，施行困蛎&朧単なる土留工事を脱却

要所に施行するに止め，徒らに工溌の濫費を避けなけれ

ばならない。

すなわち従来のように1町当り200万円にもおよぶ高

額投資は要保謹物の確定している地域にとどめ，一般奥

地水源地域の崩壊地に対しては流域内全崩壊地よりの土
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積苗工についての一批判
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洪水による被害は，最近ますますその烈しさを増して

居り我が国の何処かで年に一度は，国土の荒廃と盗源の

流亡を招いて，これによる損害は国全体として塗な額

に上っている。

これが防禦を目的として我が国往時の支配者や農民達

は，上流から下流に連なる堤防の完成を念願としながら

これを果し得なかったが，その連続堤の完成した現今に

於いてさえも，その被害から免かれていない。これが我

が国の宿命であろうか，あるいは近代科学技術の未熟さ

欠陥にその原因があるのかは慎重な検討を要し，簡単に

は結論を出し得ない問題である。さて，この繰返えされ

る被害の度に，その原因について，個別的に種との論議

がなされ，叉ある面からは，砂防技術えの苛烈な批判を

招くに至った。

しかしその批判の対象は，渓流及び河川に対するもの

力窪で，山腹砂防に対しては，洪水の害は森林の乱伐に

よる山の荒廃に起因すると云う程度に止り，根本的批判

の埒外に綴かれ，現地での測定，実験等に基いて科学的

分析さえ充分なされていない感がないでもない。

この機会に，山腹砂防技術者は，従来の山腹工法につ

いての在り方，その理論及び実験，更に施工および施工

後の諸因子の計測等，その効果の検討をすることが，こ

の被害に対処する第一の手段であり，また責務とも考え

るのである。

我が国に於いて，山腹砂防が何時の頃から実施された

かは詳かでないが，おおよそ徳川五代将軍綱吉の時代，

畿内に於いて，河村瑞軒によって土砂止工，あるいは修

山工として施工され，また備前岡山の池田藩で熊沢香山
によって，山巻工事，山普請の名により施工されたの

が，職矢であろう。

次いで明治初年オランダの河工師デレーケが来朝し，

自己の低水技術の体験を基礎として，我が国洪水防禦の

理論的究明と在来の工法の検討に坂組んだ。特に山腹砂

防の工法としては，ソーデ・ウエルキの名称で現在の積

苗工の様式を確立したのである。

社会通念的に考えられている洪水防禦策は，樹木伐採

による土砂流出のために，河川が埋没され,洪水の破壊

力を大にすると云う森林の効用上からの考え方が根抵と

なって溝り，治水は治山にありと云う先人の言が，林業

政策の中にそのまま深く組み込まれ，ほとんど疑念を持

たれずに実施されている。

治山の窮極の目的は緑化であるが，この内容幟次の通

りである。

荒廃した山地は絶えず侵蝕作用により変動している。

しかし山地の安定した姿は，環境条件に適応した植生

で被覆されることで，その終局の段階は森林である。こ

の考えを基盤として，山を治めるには，強力な人為作用

を加え，植生連続の過程を短縮し環境に適した植生の出

現を計り，安定状態を獲得しようとするのである。

山腹工はこの緑化への基礎工事であるが，山腹工法の

中で，積苗工が植生導入の基礎工作物として多量に施工

され，山地緑化の実穣も顕著に認められたため，山腹工

の代表的工作物と考えられて来た。

緑化自体は望ましいことば論を俟たないが，穣苗工の

施工効果の批判，考察が，その背景にかくされたきらい

があったと思われる。

積苗工ば，山腹に水平階段を罰付け，切芝によって後

方の盛土を支え，その天端に苗木を植栽するもので，粘

土分の少ない辮悪な土地に適している。その目的は後方

の盛土によって，苗木の生育を計ると共に雨水の流下速

度を減殺して，侵蝕防止と水分を平等に配分することに

ある。簡単に云えば，（工）苗木の生育のための水分保

持と，（江）侵蝕防止の二目的であり，（工）のために

臓土,(]I)のために水平階段を設けるのである。

山腹砂防の対象となる土地は，大別すると崩壊地と禿

潴地である。崩壊地は，一般に良好な林地が降雨，地震

等によって，急激に土塊が崩落した土地であり，したが

って不安定な水分の多い割合に肥沃な土地であることが

多く，特に最近崩壊地の免濁生獲得論が論ぜられている

ことからも，自然復旧が期待される。叉凍上，霜柱,積

雪の多い地方でば，階段自体力搦壊の原因になることが

明らかになった現状では，崩壊地を一応穣苗工対象から

除外することにする。

禿諸地は，生成の歴史は古く，地質的に基岩の性質が

荒廃を導き易く，それに人為が加わり，不良の気象条件

に促進されて，地表の植生ｶﾐ失なわれた課地で，絶えず

侵蝕を受け，水分，韮分，土の物理，化学的性質に於い
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中島：秋苗工についての一批判

て，最悪な立地にあり，崩壊地とは対照的であるこれを

復旧させるには，槌生連統を急速に進行させることであ

るが，最悪な立地の中で，気象条件を変化させることは

不可能である。がしかし表土の流亡を防ぎ，土地の保水

力を高め，蒸発を抑制する等，土地条件を少しでも好転

させることは，可能なのである。この保水力を高め，侵

蝕を防ぐたあに，階段工が施工され，階段工の中で，積

苗工，筋工は主要な工種である。

筋工ほ，水平階段上に雄士をせず，苗木を植栽し，積

苗工より簡易な工種で，地味の割合肥沃な土地に適用さ

れ，目的は積苗工と同様である。

積苗工も筋工も，上述の如く，緑化の目的を達成して

はいるが，施工経費が，筋工は積苗工の約1/3であるの

で，この両者の施工効果を比較対照して梁よう。

まず水分保持に関して，筆者が岡山県玉野市と笠岡市

に於いて，積苗工懐部（盛土）の水分と筋工の段この水

分とを比較するために，実施した試験結果を次に示めそ

う。

A岡山県玉野市の起伏のある地形の禿緒地に於い

て，昭荊129年4月から10月に至る7カ月の間，月平均

2回，一枚芝積苗工懐部と筋工の階段上（階段巾の2/3

を深度20cmに裏堀した）の深度15cmに於ける含水

比を測定した結果は，第1表の通りである。

第1表積苗工と筋工の含水lt(玉野）

次に溌苗工の懐部の大きさを一定にし，階段巾を変化

させたのを第2表に示した。測定結果を分散分析により

検定すると，筋工と各積苗工の間に有意の差が認められ

た。

第2表積苗工と筋工の含水比（玉野）

工種筋工’ 積苗工
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B岡山県笠岡市の起伏のない禿緒地に於いて，一枚

芝積苗工，二枚稜苗工，筋工（階段巾の2/3を深度20

cmに裏堀した）の3種を，ラテン方絡法によって設置

し，昭和30年7月11日より8月18日に至る期間，深

度0～3cm,10cm,20cmの各含水比を連日測定した

結果は，第3表に示した。

測定結果を分散分析により検定すると，筋工，一枚芝

積苗工，二枚芝識苗工，各なの間に有意の差は認められ

ない。

禿総地の気象，地質，地形，土壌等は，千差万別であ

るため，この測定結果の承から結論を下すことは，甚は

だ危険であるが，積苗工懐部と筋工段上の水分には，差

がないと推定出来るだろう。

かく考えると，穣苗工懐部(盛土)の水分保持能力も，

予想した程の効果は期待出来ず，水分に関しては，盛土

の効果は，全然認められない様である。

次に侵蝕防止についてであるが，山地の土壌侵蝕によ

る流出土砂は，少量づつであるが，連続的である。山地

侵蝕に関する因子は，降雨，傾斜，斜面長，土質，地被

の状況，等であるが，これ等が単独に作用するのではな

く，綜合されて働き，複雑性を増すため，この方面の研

究資料もまだ充分でなく，その緒についた嘘かりなの

で，推察に終るのは誠に残念である。

、

、工赫
、
、

月日 ｍ
釦
％
５
２
２
７
０
７
２
３
２
７
３
９
１
８

苗
咋
咋
８
７
８
．
７
９
７
７
４
４
４
７
５
７
６

己
●
ｃ
ｏ
ｂ
◆
●
今
●
●
●
●
●
◆

一
臆
一
唖
郵
％
恥
賑
姻
加
弱
泥
泥
”
鉋
稻
顕
率
“
“

猿

印
加

工
巾
、
％
３
７
４
０
５
０
６
５
７
０
７
８
５
４

段
“
８
７
８
８
８
７
９
５
５
７
６
６
７
７

●
①
●
●
●
。
ｅ
●
。
。
。
。
吾
印

筋
階
６

工

函
釦
％
９
２
０
０
０
８
４
３
３
６
４
５
２

印
“
９
記
ａ
８
Ｑ
孔
孔
５
４
３
孔
．
６
乳

4，13

22

5,11

27

6,3

7，23

8，2

10

17

26

9,12

24

10,15

平均

俸
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7．2

識苗工，筋工共に階段巾60cmとし，積苗工懐部の

大きさを変化させた。測定結果を分散分析により，検定

すると，いずれの間にも有意の差は認あられない。
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中島：穣苗工についての一批判

る土壌侵蝕試験によると，自然傾斜35｡～40・の山腹段

畑（巾2m,水平長67m,段畑数28)の年流出表土深

は，約0.9mmである。

又，名古屋営林局楯技官は，積苗工，萱筋工の土砂流

出防止鐸旨の差は傾斜の緩な処では明瞭で，土砂流出量

は傾斜20｡に於いて，裸地100％に対し萱筋60％，積

苗27％を示し，急傾斜地になるに従って，この工種に

よる差が少なくなっていることを報告している。

以上により，禿緒地の年流出表土深は,1mm前後，

簡易な植生被覆をすれば，約1/10近くに侵蝕量を軽減

し，急傾斜地では，階段工の工種の差が少なくなるもの

と想像される。

禿緒地の風化土壊について考えると，土壌の深い処は

主として山蝿で,大半は浅い様に見誕けられる。この土

壌の浅い傾斜の急な処に，直高1.5m～3.0m間隔に一

律に水平階段を切付け，受蝕性を低めようとすることよ

りも，経済，施工両効果の立場から考えて，水平溝，植

生被覆，植生盤の利用，あるいは直高の延長等力;より望

ましいのではあるまいか。

以上水分の保持と，侵蝕防止の両効果に観点を置いて

私見を述べたが，なお一つ疑問に思うことは，積苗工と

筋工の施工場所についてである。上述の如く積苗工は，

剛この緩慢な癖悪な土地に適し，筋工はこれより比較的

肥沃な土地に適用されねばならない。しかし山腹工の施

工された現地では，中腹以上の溶態地に筋工を，山麓お

よび下部の肥沃な処に積苗工が,施工されていることが

多いのは，何んとしたことであろうか。

この矛盾は，法切，階段切付等によって生じた余剰の

浮土砂整理のためと理解出来るが，本末顛倒と云わざる

を得ない。浮士砂整理を目的の一部に包含している工種

としては，段積工，山腹積工，等であるが，積苗工にこ

の目的を兼ねさすことは，あくまで便宜的措置である。

それに浮土砂は工事施工の過程に生ずる弱点であるの

で，これ自体を少なくすること，あるいはこの補強につ

いては慎重に考究しなければならない問題である。現在

の埋設工以外に抜本塞源的な措澄並びに工法を考える必
要があるのではあるまいか。

以上積苗工および筋工の効果，適用について述べた

が，両者の施工効果の間に余り優劣の差がないと推定出

来るし，かつ切芝の品質低下，切芝材料の不足した実状

では，投下経喪と施工効果の均衡を保つため，出来得る

限り績苗工を，施工簡易な筋工（裏堀した）に替えるこ

とが望ましいと考える。しかし工夫の簡易化は，工費の

節約を勿論含むが，施工効果の軽減を意味するものでな

く，同等以上の効果を期待することなのである。

今迄述べたことは，特別な一断面を捕えた分析である

第3表積苗工と筋工の含水比（笠岡）
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各因子について一般的に述べれば，降雨の量的，質的

の両面が侵蝕に影響し，傾斜は急な程，斜面長は長い

程，急斜地では，砂質が粘土質の土壌より侵蝕され易

く，地被物の存在が侵蝕を防ぐことは勿論である。

この諸因子中人為によって変化させ得るのは，斜面長

と地被物の状況の承である。

斜面長に関してば，階段，水平溝，実播工等によって

霧痴長を短く区切ると，流水量と流速を減少させ侵蝕を

軽減出来ることから，階段工が施工されるのである。

山腹斜面の侵蝕量について，既往の研究報告による

と，林業試験場川口技官は，岡山県鉾立村の花岡岩砂士

の裸地で（年雨量1,075.5mm,傾斜57.7%),年流出

表土深は0.9mm,同83.9%の傾斜地では,1.5mm,

叉同混播地では,0.1mm,岡山県古都村の古生嗣粘板

岩の開墾埴（年雨量746.1mm,傾斜57.7%)でば，

1.5mmと報告している。

愛媛大学農学部辻教授の愛媛県二木生村の段畑に於け

へ
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中島：穫苗工についての一批判

が，従来山腹工に関して，当然観察，実験により究圏さ

れなければならない基礎的諸問題が等閑視されたことに

より，工法の合理的，合目的的な評価が阻害されたこと

が，画一的工法となり，ひいては山腹砂防技術上の弊害

を生ずる起因となったのではあるまいか。今後現地の実

状に基いた科学的分析を行い，各施工地毎にその実態を

把握して，適切妥当な工法を考え，伝統的山腹工から新

らしい山腹工に前進しなければならない。以上の点に山

腹砂防技術の今後の課題と方向があるものと考える。

山腹砂防に携わる者は，環境の複雑さにより，徒らに

暗中模索することなく，科学的の褒付を持って未解決の

分野の多い山腹工法の改善を計ると共に，技術の進歩に

伴って専門化される山腹，渓流両砂防間の間隙の調整に

留意して，洪水防禦の一翼を担うべきである。
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◇すぎ赤枯病の予防には◇土壌害虫駆除剤
アルドリン

ケラ，サピヒョウタンゾウムシ，キリウジガガン

ポ，ネキリムシ等土中に潜る害虫ほ，大発生を見る

と被害が莫大でありまして，駆除が困難でありま

す。従来補殺，誘殺,BHC,二銅上炭素等薬剤に
よる駆除が行われています。本剤臓シェル石油KK

化学品部の創製にかかるもので，塩素化合物を主成
分とするものです。林業試験場其の他機関の研究結
果によると，クロールデン,BHC等に比べ，非常

特許黄色亜酸化銅粉剤2号を1
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に良好な駆除効果を示しています。

成分塩素化合物を主剤として製造されたもので其
の殺虫成分は
ヘキサクロロ，ヘキサヒド戸，エンドエキソ，ヂ

◇植物萎凋防止活着助長剤
特許グリンナー

不二合成（株）が多年研究し早大応用化学研究室の

協力によって完成した本剤は，植物体よりの蒸散を

抑制し，苗木の輸送移植時，叉は旱勉時等に於ける

衰弱を防止し，活着，生長に卓効があります。
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2．苗木の遠距離輸送が安全になります

3．畢雌時，晩霜時に使用すれば旱霜害が予
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Iまえがきによって非常に異なるので，林道の開設せられている地

昭和28年6月下旬に西日本一帯を襲った豪雨によつ域の降雨量を知ることはほとんど不可能である'｡しかし’

て発生した災害は，林道についても未曾有のものであつ調査の第一段階として，気象台その他の観測値を基とし

たが，このような大災害は別としても，台風や不連続線て等降雨量線解析によって降雨量を推定し，その災害発

などで豪雨があると林道はきまったように災害を受けて生条件について概賂的な傾向でも知ることが出来るなら

おり，路体の欠壊．橋梁の流失．切坂法面の崩落．路体ぱ，このような擬料が林道災害についてはほとんど見あ

を含んだ山崩れなど‘一＝－，－－=＝＝＝－－－－－－－－－－－－，，－－…－－－．－－－‘たらない現在におい
ては，災篝調査上あ

降雨量と林道るいは災雷防止対策
を考えるにあたって

災害発生の関係何らかの手がかり位
にばなるはずであ

る。

ここに，福岡県下
一野村．昌啓一．

の巾員3m以上の林

（32．7．3受理） 道を対象として，昭
一＝■ー=ー＝~堅＝■一－z一面一F.,=－－岸一一一一今＝＝

和27年から現在ま

苦身らでの郷闇にあった総降雨量が50mm以上の降雨と災害

随所に大小の崩壊を

きたして1，る。

このような豪雨に

よる林道の災害は，

その実態は非常に複

雑であって，災害発

生の関係因子は非常

に多く，誘因として

は降雨愛，素因とし

ては地質・地形・土

蚕

一壱百一戸一＝一．夷

『

壌などの他に林道の椛造や工事施工の良否なども考えらでの期間にあった総降雨量が50mm以上の降雨と災害

れ，このような多くの因子が種食関連して災害を発生しの盗料によって，両者の関係について考察を進めて承る

たものであるので， 第1表降雨量階級別崩壊密度
●
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一概にその原因を決

定することは困難で

あるが，各種の因子

の中でその直接原因

である降雨量が最も

重要な因子であるこ

とば明らかである。

したがって，林道の

災害発生の機構を解

明し，災害防止対策

の確立を図るために

は，降雨量が災皆発

生にどのように影響

をおよぼしているか

を究明することが基

礎調査としてまず第

一に必要であると考

えられる。

ただこの場合，こ

のような調査にあた

っては山地の降雨趣

を知ることが必要で

あるが，山地に観測

所があっても，降雨

量は地形や高度など
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野村：降雨量と林道災害発生の関係

は比鮫的少なくその崩壊密度は大部分’箇所以下であっ

て，まつたく災害が発生していない場合も多い。また，

林道の位置によって崩壊密度に箸るしい差異は承られな

いが，渓流沿いの林道が降雨愛との間に5％の危険率で

相関関係が認められるのに反して，山腹の林道では一定

の関係はない。

（3）1日最大降雨量が200mm以上総降雨量が300

mm～500mm以上になると,崩壊密度は箸るしく増大し

ている。またこの場合には，渓流沿いの林道は山腹の林

道に比べて崩壊密度は箸るしく多くなっており，降雨量

と共に変化する状況も異なっている｡すなわち,渓流沿い

の林道は降雨量との間に5％の危険率で相関関係が認め

られ降雨量の増加に伴なって崩壊密度も増大している

が，山腹の林道は総降雨量が500mm以上の場合につい

てゑると一定の関係ば認められない。

側以上の関係についてさらに降雨量を日別に分析し

て検討すると，1日最大降雨壁が200mm以上でこの連

続降雨総量が30()mm～400mm以上になった時崩壊の

頻度は多くなり，この両者が増加するにしたがって比例

的に増大するが，これ以上降雨総量が増しても降雨強度

が減ると，崩壊の頻度ば少なくなるものと予想される。

このことは特に渓流の氾濫による災害に当てばまるよう

である。この問題については，鉄道施設の被害について

国鉄の調査報告があるが，その結果とほぼ同様の傾向を

示しているのは興味深い。

（4）本報告の調査対象とはしなかったが，新設林道の

災害は以上の関係とやや異なっており，降雨量が少ない

場合にも比較的災害は発生し易く，特に切取法面と劇と上
部分に崩壊の頻度が大である。

]I[降雨量と崩壊形態

林道の崩壊の形態については，本誌162号に報告した
ように，大略第’図のような5つの崩壊形式に分類する

ことが出来るが，このような形態がどのような割合で現

われるかは，例えば盛土部分の多い林道は工の形式の崩

壊が多く，罰坂箇所の多い林道は江の形式の崩壊が多く

現われるなど，特に林道の構造や地形その他の素因によ
って左右されるのは勿論であ為。しかし，また一面，こ

こととした。

Ⅱ降雨量と崩壊密度

豪雨によって術菖が儲鐘する場合に，降雨の作用を分

解して考えて承ると大略次のように区分することができ

る。

（'）渓流の氾濫水としての作用

（2）地表流下水としての作用

（8）地中樛透水としての作用

との3つの作用が林道が崩壊する場合の降雨の影響と

考えられるが，これらはいずれも降雨の量的部分ばかり

でなく質的部分の影響も大きいことは明らかである。そ

こで，まず降雨の総量と強度の両面から災害発生との関

係を考察することにした｡‘

すなわち，降雨の総量としては連続降雨総量を，降雨

の強度の値としては1日最大降雨量を考え，また，林道

の災害発生の程度は同一降雨量階内の林道10km当りの

崩壊箇所数すなわち崩壊密度を以って表わすこととし，

各降雨郡の総降雨量を100mmごとに，日最大降雨量を

50]nnlごとの階級に分けて,各階級に属する崩壊密度を

調査した。この場合，林道の災害はその位羅によってや

や被害の誘因を異にしているので，山腹の林道と渓流沿

いの林道に区分して調査した。以上の調査の結果は第，

表に示めすとおりである。

この表について全般的に見た場合に，降雨量と崩壊密

度がどのような関係にあるかを調べると，総降雨量及び

1日最大降雨量は共に崩壊密度と，％の危険率で相関関

係が認められるが，両者と崩壊密度の重相関係数は更に

大きい値を示しており，災害発生にはこの両者を総合し

て考えるのが最も妥当であるのは明らかである。また，

林道の位置別に承ると，渓流沿いの林道の方がその相関

関係は密である。なお，これらの関係について細部にわ

たって検討した結果，大略次のようなことを知ることが

出来た。

（1）’日最大降雨量が50mm以下の場合は，総降雨
量がどのように多くても災害は発生していない。また，

総降雨量が100mm以下の場合は,1日最大降雨量の如

何を問わず災害は発生していない。すなわち，災害が発

生し始めているのは，’日最大降雨量が

曇

a

●

《
一

50mm以上あって，その連続降雨量が

1001nm以上になった時である。通常の

梅雨期に災害が比較的少ないのは，総降

雨量そのものは大きいが’日最大降雨量

が少ないためであろう。

（2）’日最大降雨量が200mm以下

総降雨量が500mm以下の場合は,災害

(註）［皿は欠壌部を示す．

第1図林道の崩壊形式（検断面を脂めす）
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野村：降雨量と林道災害発生の関係

形式ごとに崩壊の誘因をこのように考えて，降雨の作

用別に区分して第2表を整理すると第3表が得られる。

第3表降雨量と誘因月嘘壊状況

れらの崩壊の形式はそれぞれ崩壊の直接原因である降雨

の作用が異なっている。ところが，この降雨の作用は降

雨量の多少によってその影響度はそれぞれ異なっている

ものと予想されるので，降雨量による崩壊頻度は形式に

よって相違があるものと考えられる。換言するならば，

形式別の崩壊箇所数の割合は，上に述べたような素因ば

かりでなく降雨量によっても左右されるものと思われる

のである。

そこで，総降雨量を500mm以下と500mm以上の2

つの階級に分けて形式別の崩壊箇所数を調査すると第2

表のようになる。この表について，降雨量による崩壊頻

度の差が形式によって異なっているかどうかを知るため

第2表降雨量と形式別崩壊状況

降雨量階級
(mm)

500以上500以下
－一÷－
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５
４
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2．169
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戸
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註：比率は500mm以下の場合の崩壊密度を1とした時の比率
を示す

この表から，一般的傾向として，降雨量の影響度の大き

いのは渓流の氾濫水の作用による崩壊であり，謬透水の

作用による崩壊はこれに比べて影響度が少なく，ここで

は区分しなかったが地表流下水の作用は両者の中間的性

質があるものと云えるので妹ないだろうか。

以上は，降雨量を2つの階級に大別して考察したが，

このような関係は降雨量がどの程度の場合に生ずるもの

であろうか。この問題について細部にわたって検討した

結果，大略次のような傾向のあることを知ることが出来

た。

（1）降雨量が500mm～600mm以下では，降雨量の

如何を問わず降雨量による崩壊頻度は形式によって有意

な差は認められない。また，降雨量が300mm以下の場

合は，渓流の氾濫水の作用によるものと参透水の作用に

よるものとの崩壊密度にもほとんど差臓認められない。

（2）降雨量が500mm～600mm以上となって，しか

も降雨趣が200mm以上異なる場合に，はじめて降雨量

による崩壊頻度は形式によって有意な差が認められる。

この場合には，特に渓流の氾濫水の作用によるものは降

雨量の増加に伴なって箸るしく多くなっている。

Ⅳ降雨量と崩壊規模

林道の崩壊頻度が降雨量の影襟をうけることは上述の

とおりであるが，崩壊箇所の規模についても降雨鐙との

関係が問題である。そこで，降雨量によって崩壊の規模

がどのように影響をうけているか一応他の因子を考えな

いで検討してみた。ただここでは，崩壊の規模として1

箇所当りの崩壊延長（林道の延長部分の崩壊した長さ）

について考えることにした。したがって実際にば，崩壊

延長が同じであっても，実質的な崩壊の規模は相当異な
っていることがあるので注意する必要がある。

蜜澪懸i崩壊密度9
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註：比率は500mm以~ドの場合の崩壊密度を1とした時の比率
を示す

にx富検定を行なってぷると，山腹の林道は5％の危険

率で’渓流沿いの術首は0.1％の危険率でそれぞれ有意

な差が認められる。すなわち，いずれも降雨量の影響渡

は形式によって異なっているということができよう。事

実，第2表の崩壊箇所数から降雨量による崩壊密度の比

率を形式ごとに計算して承ると，山腹の林道の]Ⅲ．Ⅳ．

V及び渓流沿いの柿首のI･皿などは非常に大きい値を

示しているが，山腹の林道の工・、江及び渓流沿いの彬重

の江などは比較的小さい値を示している。

降雨量の影響度がこのように崩壊形式によって異なっ

ている原因は，さきにもふれたようにその崩壊の誘因で

ある降雨の作用が異なっている為であろう。もちろん，

降雨の作用は実際にほ互いに|難重し合って区別が困難で

あるが，一般的には，山腹の椛首の1．江．]Ⅲや渓流沿

いの林道の、はいずれも崩壊の主原因は地中鯵透水の作

用によるものであり，山腹の術首のVや渓流沿いの術首

のX･m･Vはいずれもその主原因は渓流の氾醗水の作

用による崩壊とみてよいだろう。上の工･n･Vなどの

崩壊が地讓読下水の作用によることｶﾐあるのは勿論であ

る。

一
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野村；降雨量と林道災害発生の関係

館4表は上述の関係を調べるために，総降雨量を500

mm以下と500mm以上の2つの階級に分けて,1箇所

当りの平均崩壊延長を位置別形式別に区分して調査した

ものである。この表の値について分散分折を行なって有

意性を検定すると，形式及び形式と位縦の交互作用によ

る差はそれぞれ1％及び5％の危険率で有意となるが，

降雨量による差は10％の危険率でも有意とはならな

い。すなわち，1箇所当りの平均崩壊延長は，形式によ

って箸るしい差があり,重た’形式別にふると位置によつ

第4表降雨量と位置別形式別1箇所当りの崩壊延長

て象ると，崩壊の規模は降雨量よりも林道の構造や地

形・地質・渓流の状況などの素因によって決定せられて

おり，また，林道の局部が崩壊しさらにその後の降雨に

よって崩壊が拡大するような場合にも，やはり林道の構

造自体が大きく影響しているようであって，降雨量の影

響はこれらの内的条件との関連の上で考える必要がある

と思われる。

Vあとがき

以上によって,､降雨量と林道の災雷発生の関係につい
てある程度明らかにすることが出来たが，これは単に福

岡県下の林道について過去5年間の資料によってとりま

とめたものであって，福岡県と地質・地形などの素因が

異なる場合には当然災害の状況も異なってくるであろう

し，また，誘因である降雨の性格が異なってくれば，こ

れに対する各点の素因の反応の仕方も異なるものと予想

されるので，この調査結果が普遍性を持つかどうか甚だ

疑問である。したがって一般的な結論を得るためには，

さらに広い地域に鮨いて調査期間を充分長くとる必要が

あろう。この他この問題については，降雨強度や降雨総

量のとり方その他降雨の性格について種を解明しなけれ

ばならない点が多く，また，崩壊に対する素因と関連さ

せて綜合的に検討して象なければならないと思われるの

で，今後に残された問題は数多い。このようなことにつ

いては，さら艇今後の調査によって充分究明した､､と考

えている次第である。
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て異なっていると云えるが，降廉趣の差によって特に影

響を受けるものでないと考えられる。
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年間予約（送料共)500円

日本林業技術協会
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2

木 材規格

改正の方向

藤繩文明

(33．4．30受理）

項は総て用材規格を準用するように定められている。規

格の主体をなす用材規格ほ，さきに述べたごとく時代の

流れによって数次の改正が行われ，現行用材規絡は昭和

28年11月に改正され今日におよんでいる。他の品目のも

のについても諸種の事情から一部品目については所謂戦

時規絡そのままのものが通用しているのが現況である。

3．木材規格の使用状況

木材関係の全国統一された規格が制定された当時はこ

れ等の実施手段は淵瞳府県営による強制検査によったの
であるが昭和25年5月指定農林物舞検査法の廃止に伴
なって全国的強制検査の法的根拠を失うにいたったので

ある。これはひとり木材界のみならず，産業全般にわた

り当時の統制経済から脱却して自由経済の方向に大きく

踏出したあらわれに他ならない。

従ってこれに替るものとして農林物資規格法が施行さ

れたのであるが,規絡の実施手段については，何等の強

制力をもたないこの法律においては，園の標準規格とし
ての日本艇林規格の制定，改正叉は廃止に関することの

みが規定せられており，僅かに都道府県が条令に基いて

格付を行う場合に限Yって日本健林規絡を使用する議務が
附されているに過ぎず，しかも条令を制定して強制検査
を実施している地方は僅かに数県にすぎない状況で条令

のないところでは生産者が自主的な格付を行っているに

すぎない。このような状況のもとで木材関係規綴がどの

程度使用されているか実情を把握するため昨年6月に各
都道府県に調査を依頼したがその結果全国を通じ使用率
の高い品目は，腕木及び坑木であり反面使用率の低い品

目は鋼船用木材，かし材，きり材及びひぱ材の製材があ
げられている。腕木及び坑木の如く使用率が高い品目朧

需要者が特定であり，契約の際に需要者より日本農林規
絡によるものを要求していることによるものである。ま
た，使用率の極めて低い鋼船用木材，かし材，きり材は
一殿に生産が少なく特殊な用途に使用するため消費者の
直接生産によるものが多いことと特別注文によるために

使用率が低くなっているものと推察される。また，ひぱ
材は生産県も少なく用途が用材とほぼ同様であるため地

1．はしがき

我が国の木材規格は古くより各地方ごとにそれぞれ用

途並びに生産事楠を勘案して規格があったのであるが，

全国統一された規絡がないため，あらゆる面で多くの不

便があった。

これ等規格を統一することによって製品の品質向上，

生産饗の低下，取引の簡詞上，流通の円淵上，盗金回転

の能率向上という利点が生ずるということから統一の気

運も高まり昭和14年10月艇林省告示第367号をもって

用材規絡規程が定められ，はじめて全国統一された規格

が生れたわけである。その後約3カ年の間にひぱ材，針

葉樹パルプ用材，針葉樹坑木，押角，抗丸太，髄柱用

材，腕木，かし材，枕木，樽丸太，きり材，弁甲材，合

板，床板，造船用材，包装用木箱仕組板規絡等，特殊樹

種及び特殊材について各種規格を制定し，木材利用の大

宗をなすほとんど全部と考えられるものについて全国統

一の一応の態勢が整った。その後も術に木材利用の合理

化の推進，生産の増強とその合理化を目指してその時代

における客観的状勢に対応するため数次の改正を行い今

日におよんでいるわけである。しかしながら現行木材関

係規格も後述するごとく必ずしも実情に即していない面
もあり併せてメートル法の完全実施という時期にも直面

しているため，この際根本的に検討を加え実階に即した

メートル法による規格改正を行い木材の利用合理化，流

通の円滑化に蚤するべく目下林野庁を中心に関係方面と

連携して規格改正に着手している。

2．木材規格の現況

現在木材関係の日本農林規絡が定められている品目は

用材，建具材，ひぱ材，枕木，電柱用素材，すぎ薄板，

鏑船用木材，床板，合板，単板，かし材，きり材，押
角，耳付材，造船用材，杭丸太，木箱用仕組板，腕木，
坑木の19種類である。以上19品目はそれぞれ用途，

樹種の特殊性によって規格を定めているがこれ等規格の

主体をなすものは用材の規格であって床板，合板，単板
等の規格を除くものは特殊事項の承規定し，その他の事

》
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方によってはひば材の規格によらず用材の規格によって

取引するものが多いという点で使用率が低くなっている

ものと推察される。次に一番多く生産され取引されてい

る用材について象ると，一般に官材及び中径木以上の素

材と中径木以上のものより生産された製材品は比較的使

用率が高く民材の中径木以下の素材及び製材品について

ばあまり高くないという傾向があらわれている。これ等

使用率について全般的にいえることは極めて低澗である

ということである。ただ規格中材積計算方法ば素材，製

材を通じて100％近く使用されている。このように一部

の品目を除き全般的に低調であるという原因は概むね次

の聯情によるものと思われる。

（1）一般に木材関係業者は零細経営によるものが多く

規格は参考程度にし発注者の要求するものに応じた
ものを生産している。

（2）強制力をもたない現在の規濡では地方の償習によ

る規絡の取引によるものが相当多くなっている。

（8）規絡がかなり細分されており，且つ，難解である

ため大部分の生産者は慣習による自家検査で生産，
］反引している。

＃）用材の形遥とほぼ同様な形量で生産されているひ

ぱ材，すぎ薄板，押角等の品目はそれぞれの規格を
用いず用材の規格で生産し，また需要者もこれ等の

区分のある事を知らないものが多い。

（5）現行規幡制定当時から象て原木事情も一般に悪く
なっており現行規絡では程度が高すぎ採算が取れな
い。

以上使用率が低調な原因を坂まとめたが，この傾向は
製材品に特に見られるところである。

4．メートル法と木材関係規格

木材の生産，取引は古くより尺貫法に基いて行われて

おり，従って規格も現在電柱用素材，枕木，杭丸太，腕
木の4品目がメートル法による以外すべて尺貫法に基い
て制定されている。木材関係規格のメートル法による制
定については従来より種を検討された。即ち過去におい

ては木材規格は工業品として出発したため商工省所管と
なり大正15年10月に日本標準規格第27号として商
工省告示をもってメートル法に基く規格が定められた。
この規格も実行に対しては何等の強制力もなかったこと

と更に重大な欠陥として当時の一般市場取引の実情とか
なりの隔があって実用的でなかった。しかし官庁におし、

ては指導的立場からこのメートル制による規格を採用す
るところとなったが，民間においては古い習慣から脱却

できず相変らず尺貫法に基いて生産，取引が行われたた
め，昭和11年にほメートル法と尺貫法の6癩が認めら
れるにいたりメー1､ル制の強制施行の線は崩れるにいた

った。

しかしながら昭和34年1月1日よりメートル法が完

全実施されることになっている現在においては，木材と

いえどもメートル法による生産，取引を拒否する確たる

理由もないわけで木材関係規格も速かにメートル法に基

く規絡拒改正せざるを得なくなって来たわけである。

5．規格改正計画

1）規格改正を要する品目

現在木材関係規格は19品目あることは既に述べたと

ころであるが，これ等の品目中現在既にメートル法庭準

拠して規格が制定されている品目は枕木，電柱用素材，

枕丸太，腕木の4品目でこれ等の品目は需要の実態から

古くよりメートル法に準拠した規格があったわけであ

る。従って今回改正の対象となっているものはこの4品

目を除く15品目である。

2）規梼改正計画

昭和26年に大改正をゑた計量法は現在一般に使用し

ている尺貫法，ヤードポンド法を昭和34年1月1日以

降は特別な理由を有するもの以外は使用が認められない

ことになっており所管官庁である通商産業省においては

目下強力な推進を行っていることは周知のところである

が木材関係についても連かにメートル法の実施が要望さ

れているわけである。しかしながら木材関係の品目は多

種にわたり加うるに極めてその内容が複難であり，かつ

此の機会に生産,取引の基礎となる規格を根本的に検討

を加える必要もあるため改正作業に要する日数及び改正

規格に対する業界の習熟期間等も考慮して実施の時期を

昭和36年1月1日まで延期されるよう通商産業省に申

入れ了解を得ているところである。いま林野庁において

計画している規格改正幟概むね次の如く考えている。

（1）床板，合板，単板の規絡

木材関係規格が完全にメートル法で実施されるのは

昭和36年1月1日と予定しているが林野庁としても

出来得る限り速かにメートル法実施の線にそうため現

在規格の主体をなしている用材規格と切り離しても改

正に着手出来うる，床板，合板，単板は昭和33年8

月頃までに改正案を取り藍とめ年末までの間に農林物

賓規格調査会の審議，公示手統等を完了のうえ昭和34
年1月1日より実施する。

侭）用材の規格

用材の規格は現行規格の主体をなしていることは度

‘々 述べたのであり用材の規格改正が速かに行われない

場合は他の品目も検討に困難な点があるため，床板，
合板，単板の規格改正と同時に作業に着手しているわ
けである。

用材は主として建築方面に使用される材料であるた
め建築様式に密接な関係もあり，かつ，内容も他品目

■
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に比して複雑で更に現行規格制定後約4年を経てかな

らずしも実情に即してない面もあるため慎重に作業を

進める関係で相当の日時を要する点から最終目標を昭
弁

和35年8月頃において検討することにし，それ以降

諸手続を完了し昭和36年1月1日より実施する。

（3）特殊材の規格

現在メートル法に準拠している枕木，礪柱用素材，

杭丸太，腕木の4品目は取敢ず現行規絡をその童ま実

施に移す方針であるが，用材規絡の検討の際関連があ

るので修整を要する点は勿論改めることは云・うまでも

ないことである。

その他の特殊材規絡については明年度早をより用材

規格と併行して改正に着手ﾗｰる予宏であり，最終目標

は用材規格と同様昭和35年8月頃として総り実施は

昭和36年1月1日からとなっている。

以上各品目の改正計画について説明したのであるが，

改正に要する期間は出来得る限り短縮し，実施までの猶

了期間をなるべく長くしその間に充分な普及と新規格挺

対する習熟を図りたいと考えている。

5．規格改正の検討機関

農林物資に関する日本農林規格の制定，改正叉は廃止

については昭和25年5月に公布された艇林物資規格法に

基く艇林物質規格調査会が農林大臣の糾問機関として規

格に関する調査審議をすることになっているが，林野庁

としてば今回の改正にあたってこの調査会と幟別に木材

関係日本農林親絡改正協議会なるものを臨時に設けた。

この協議会の目的は現行木材関係規格をメートル法に

準拠した規格に改正するため調査会で審議する原案を作

製するいわゆる実行機関ともいうべきものであって，本

協議会の委員は農林省その他関係行政機関の職員及び木

材関係規絡に関し，学識経験を有するもののうちから林

野庁長官が委嚥することになっている。

したがって本協議会で作製した改正原案は規格調査会

に附託され最終審議を経て公示されることになる。

6．規格改正の方向

全国統一された規格が出来てから今日まで経済事情，

需要方向等の変遷によって数次の改正を行って来たので

あるが今回の改正はメートル法の完全実施によって木材

関係規格もメートル法に基くものに改めることを主眼と

しているわけである。また現行規絡もたまたま検討を要

する時期にも到っているために此の際根本的な検討を加

え実悩にマッチした規絡に改める方針で作業が進められ

ている。規絡改正の方向を述べる場合まずメートル法に

現行規絡を移行した場合に考えられる問題を取上げて承

ることが必要であろう。まず改正の際蛸一番に着手する

用材，床板，合板の3品目について検討して承たい。

1）用材

用材の主たる用途は建築用材であり我が国木材需要

の約40％は建築用材で占められている。現行規格に

おいても製材品については主体を這蘂用材において品

等区分，ヲ曜表を定めている。このうち形鼠関係の象

を取上げて承た場合，その組合せによって約70,000種

にも及ぶものであって極めて多種である。このような

膨大な形量表を定めなければならなかったことの原因
は

（1）用材規絡が建築用材のみを対象とせず所謂一般
用材として特殊材以外の木材に適用出来得るよう

にということから最大公約的性絡をもっている。

（2）建築様式が大別して京間風と関東間風とあるた

めこれに合致するよう製材寸法が定められてい

る。

（3）同一用途に使用されるものであっても地方によ

り長い俄習による形量を使用している。

以上のような理由でこのように多種多様の形量があ

るが，これをただ単にメートル単位に換算するの蕊で

は，単位以下で小数値を何桁も表わさねばならず極め

て煩雑で実用上不便も多くかえってメートル法実施の
趣旨にも反する結果となる。従って今回改正の際ば建

築関係方面とも充分意見を交撰し従来の建築様式にこ
だわらない全国統一された建築犠式を打出し，これに

応じた形溌を考えるべきであり，形鐘も単にメートル

単位に換郷するの象でなく，出来得る限り使い易い整
数値に整理する必要があろう。次に取引の単位である

が現在は特殊品目を除き石を単位として取引が行われ
ているがメートル法によった場合石の単位が使用され

なくなるのでこれに変る単位として従来もメートル法

規絡が論議されたとき一般に考えられたのは立方メー
トルを単位とすることであった。1立方メートルは石

に換算すると約3．6石となるが1立方メートルを単位

とした場合は実際の取引上すこぶる扱いにくい単位と

なる。また従来通りの1石単位を基準にしメートル法

による場合は常に0．28立方メートルをもって1単位

とするという極めて煩雑な結果になる。したがって材

猿単位を如何にするかということは取引上の大きな問
題であろう。これについては今後規格改正協議会によ
って検討を加えることになっているが，私案としては

素材は取引愛もまとまっており，一本の材積もかなり
大きいのでこれについてば立方メートルを単位とし，

製材品は材積が極めて小となるので蝋位を立方デシメ

ー1､ルを使用することにすれば立方メーI､ルの承を単

位とするより実際的であろうと考えている。

次ば材穣計算方法であるがその測定の方法，括約寸
法の決定如何は作業能率，実材積との関係ひいては価

絡等に影緋するところが極めて大であり特に素材にそ
の傾向が強くあらわれる。材積計算方法を考えるとき
根本となる思想は測定方法が時と所を問わず簡単な方

法で連かに材穣が算出されしかも実材稜に近いものが

得られるということでこれについては従来数多くの実
験がなされその結果現行の計算方法が採用されている
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しかるに最近南方産広葉樹（主としてアピトン）の．

床板が大量Wこ生産され，需要も増加の傾向にあるが，

さきに述べたごとく現行規絡は国産樹種を対象として
●

いるためアピトン床板にこの規格をその寮ま適用する

ことは不合理な面もあるので関係方面からもアピトン

床板に適用出来得る規格を制定することが望まれてお

り,今回の改正にあたっては当然この問題を取り上げ，

生産，流通並びに需要の円滑化を図るべきであろう。

3）合板

合板は木材関係規格のうちその性質上かなり複雑な

規格となっているが，我が国において合板が製造され

たのは今から約50年前で，一般製材等に比して比較

的歴史も新しく製造業者も極めて少ないため業者間の

連携もかなり密にまとまっている産業であり，常に技

術面についても学界その他関係方面とも連諮をとりつ

つ高度の研究力謹められている。従って合板の規格は

他の品目に比し複雑な内容でありながらも生産者の間

には充分徹底をゑている。今回メーI､ル法実施にとも

．なってメートル単位による規絡改正を行うのであるが

業界においてはこれ以前から需要の動向，原木事情の

蕊遷新製品の生産,製造技術の進歩等あらゆる部面の
変化によって現行規格では律せられない点とか不合理

な点を取り上げ規格改正案が研究されていた。今回の

改正についてはこの業界で研究された原案を更に規絡

改正協議会で取り上げメートル単位による規格に改正

すべく検討する段階に来ている。今後合板の規格のあ

りかたとしては，従来合板は主として内装用化粧用を

対象として生産され規格もこれに主眼を砿いて制定さ

れていたが合板の需要方向も遂次拡張された今日にお

いては単に内装用としての規絡の概念を脱却し強度と

いう点も考慮した規格を作るべきではなかろうか，す

なわち現在すでにコンクリートパネル，ワイヤーバン

ドポツクス等の方面にも需要があることであり当然強

度という点について早急に検討を加えるべきものと思

う。ただ現段階においてはメートル法実施の期間との

関連があって今回の改正には直ちに坂入れることは困

難と思われるが今後改正する機会には強度を坂入れた

規格を作るよう考慮すべきであろう。

7．むすぴ

以上本年中に改正する予定の品目並びに着手する品目

について改正にあたっての問題点ならびに改正すべき方

向拳こついて概略説明したが，要はメーI､ル法完全実施

の時期を機会として単に現行規格をメートル単位に換算

したものに改正するのでなく実情に即し，筒素にして合

理的な規賂を作りこれを普及させることによって，品質

の改善，生産の合理化，取引の単純公正化及び使用また

は消菱の合理化を図りあわせて公桑の福祉の増進に寄与

することを目的としているわけで，この目的を実現する

ために広く関係方面と密接な速撚をとり充実した規桁改
正を行いたいと念願してい烏。

ところである。今回の改正にあたっても恐らく現行方

式が採用されるものと思われるが現在括約寸法力蕊材

の場合，径については5分を単位とし，長については

5寸としているが小径木についてはこの括約寸法が必

ずしも適切でない面もあるので改正にあたってはこの

面について特に検討する必要があろう。

次に品等区分の問題であるが素材についてば径6寸

未満の針葉樹及び径8寸未満の広葉樹のものについて

ば現在品等区分がされていない。しかしながら現在も

そうであるが，今後もこれ等以下の径のものがかなり

生産される傾向もあるのでこれ等の径のものについて

も品等区分をし適正な取引を行うよう考慮する必要が

あるのではなかろうか，また製材品についても現行規

格制定当時に比して原木事情もよくない点からぷて製

材品の品等区分について水準が高過ぎるという声もあ

り，今後の研究課題として取り上げねばならぬところ

であろう。

また従来ほとんど考えられていなかったスi､レスグ

レイデイングの思想も相当これを規格に坂入れるとい

う点には困難が予想されるが木材の利用合理化という

面からも検討を加え幾分なりともこの思想を取り入れ

たいと考えている。用材規格改正にあたってはこの他

に種を問題点も生じて来るであろうが要は実情に即し

たもので簡素化した規格に改めるこ.とを目標とすべき

であろう。

2）床板

床板の規格改正案の取まとめは最終を本年8月にお

いて作業が進められており実施は昭和34年1月1日

と予定されている。床板は一応木材の最終加工品であ

り，用材と異なって形量，加工型も比較的よく煮とま

っており生産，流通，需要の点においてもさしたる問

題もない品目である。しかしながらこれがメートル単
位による規格に改める場合，単にメートル単位に換算

した場合は用材と同様小数以下幾桁もあらわさねばな
らず加えて加工型という決定的なものがあり形麺に対

する許容限度も極めて厳格なものであるため特にこれ

の取扱が煩雑とならざるを得ない。また，床板につい
ては輸出向の規格もあるが形量寸法，品等区分等の点

で現在は国内用床板と輸出用床板の間に関連性が極め

て薄いため輸出の好不調による生産の融通性がとぼし
いという難点があるので今回の規楕數正にあたっては

両者間に関連性をもたせ国内需要と輸出事惰の変動に

も常に安定した生産を可能ならしめ木材の利用合理
化，生産雪ストの低下，市場価格の安定を図ることを

考慮する必要があろう。

次に現行規格で床板というものの定義が広葉樹材を

人工乾燥し，かんな削りその他所要の加工を施したも

のということになっており，広葉樹材というものは，

国内産広葉樹を考え規格もそのように制定されてい
る。

ー

』

心

《
一

－32－



凸=●一一缶凸■b苧凸一P金一申一一岳■今､■今●｡■－－~ロー＝今令4●由マーー●

種 苗の配布区域について
●令早口■今●

小 沢準二郎

(33．4．19受理）
、

（1）本年3月5日に日林協から発行した拙著「林木

のタネとその取扱い」(林業技術叢書第19輯）の47～

51頁に〃タネの需給区域〃について解説したが，それは

1934年（昭9）7月10日付農林省告示第239号にもと

ずく盗料によったものである。

ところが1951年（昭26）12月27日付農林省告示第

468号によって，従来の「林木種子配給区域」が『種苗

の配布区域」として改正されたことを，わたしはウカツ

にも知らずにいた。この点について林試造林部育種第1

研究室長濁1I盈夫技官を通じて，東大名誉教授中村斑太

郎博士からの御注意があったが，まったく不明のいたり

でザンギにたえない次第で，読者の詮なさんに深謝する

とともに，拙著の訂正をかねて以下すこしく解説するこ

ととした。

（2）この改正は1939年（昭14）3月18日付法律

第16号によって設定された「林業種苗法」第10条の

規定一行政官庁必要アリト認ムルトキハ種苗ノ種類二

応ジ之二適スル配付区域ヲ指定シ又ハ勅令ノ定ムル所二

依り種ノ輸出若ハ輸入ヲ制限シ若ハ禁止スルコトヲ得一

・一にもとずいておこなわれているが，その対象樹種ばス

ギ，ヒノキ，アカマツ，ク戸マツである。

そして，その特徴嫁タネだけでなく苗木もふくめたも

ので，大体において区域数がすぐなくなっている。すな

わちスギ朧全国を7区(従来は8区)，ヒノキは3区(従

来の区域がすこし変更される)，アカマツは3区(従来は

7区)，ク戸マツば2区(従来は4区)にわかれている。

なお配布基準としては，裏日本のものは表日本の区域に

移動してもよいが，表日本のものを裏日本の区域に移動

してはいけないようになっている。

これらを樹種別に示せば次のようである。

スギ

第1区北海道の渡島桧山支庁管内，青森，岩手,秋

田および山形県などの憩上地方。この区域産の

種苗は同一区域のほか第2区，第3区および第

7区において造林用に供することができる。

第2区福島県の西部，溺禰県，長野県の北西部，富

山県，岐阜県の北部，福井県，石川県などの，

いわゆる裏日本地謡この区域産の種苗は同一

、区域のほか第1区，第3区，第4区および第5

区において造林用に供することができる。

第3区宮城県，福島県の大部分，栃木県，群馬県，

山梨県，長野県の東南部，茨城県，千葉県，埼

玉県，東京都，神奈川県，聯岡県，岐阜県の大

部分,愛知県などの関東および東海道地帯。こ

の区域産の種苗は同一区域の臆かは第5区の太

平洋沿岸地稽においての象造林用に供す湯こと

ができる。‘、

第4区京都府の北部，兵庫県の北部，鳥取県，島根

県の大部分，岡山県の北部，広島県の北部な

ど。この区域産の種苗は同一区域のほか第2区

および第5区において造林用に供することがで

きる。

第5区三重県,滋賀県，京都府の南部，大阪府,奈

良県，兵庫県の南部，岡山県の南部，広島県の

南部，島根県の一部（鹿足郡)，山口県，香ﾉll

県，愛媛県，和歌山県，徳島県，高知県などの

関西地方以西の瀬戸内海沿岸地帯および四国地

方一帯。この区域産の種苗は同一区域のほか第

3区の表日本系地帯および第6区の九州地帯に

おいて造林用に供することができる。

第6区福岡県，佐賀県，長崎県，大分県，熊本県，

宮崎県，鹿児島県などの九州地方。この区域産

の種苗は同一区域のほか第5区において造林用

に供することができる。

第7区北海道地方の大部分。この区域産の種苗ば造

林用として他の区域に移出できない。

ヒノキ

第1区青森県，岩手県，宮城県，秋田県，山形県な

どの憩上地方および福島県の大部分,新潟県，

長野県の北西部，富山県，石川県，福井県など

の裏日本地方。この区域産の種苗ば他の区域に

移出できない。

第2区福島県の一部，茨城県，栃木県，群馬県，埼

玉県，千葉県，東京都，神奈川県，山梨県，長

野県の東南部，静岡県，愛知県，岐阜県，兵庫

県，滋賀県，三重県，京都府，大阪府，奈良

県，鳥取県，島根県，岡山県，広島県，山口

県，香ﾉ11県，愛媛県，和歌山県，徳島県，高知

母
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ｰ

筆者・林試造林部種子鑑定室長
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一

県，鹿児島県などの太平洋沿岸および瀬戸内海

沿岸地方一帯。この区域産の種苗は他の区域

すなわち日本海沿岸地方に移動させてはならな

いo

なお，これを図示すれば第1～4図のようであるが，

大文字はその区域をあらわし，それぞれの小文字は，そ

の区域の種苗を造林用に供してもよい区域を示す。

県などの関東，中部，関西，中国，四国地方一

帯。この:区域産の種苗は同一区域のほか第1区

および第3区において造林用に供することがで

きる。

第3区福岡県，佐賀県，長崎県，大分県，熊本県，

宮崎県，鹿児島県などの九州地方。この区域

産の種苗ほ造林用として他の区域に移出できな

い◎

アカマツ

第1区北海道，青森県，秋田県，岩手県，宮城県，

福島県，山形県，新潟県，茨城県の北部，群馬

県の一部(吾妻郡)，長野県，山梨県，富山県，

岐阜県，石川県，福井県，京都府の北部，兵庫

県の北部，鳥取県，岡山県の北部，広島県の北

部，島根県の大部分。この区域産の種苗は同一

区域のほか第2区および第3区において造林用

に供することができる。

第2区茨城県の大部分,栃木県，千葉県，群馬県の

大部分,埼玉県，東京都，神奈川県，静岡県，

愛知県などの関東および東海道地方。この区域

産の種苗は往灸にして形質不良のものが多いの

で，これを他の区域に移動させてはならない。

第3区滋賀県，三重県，奈良県，和歌山県，京都府

南部，大阪府，兵庫県の南部，岡山県の南部，

広島県の南部，島根県の一部（鹿足郡)，山口

県，徳島県，香ﾉ1I県，愛媛県，高知県，福岡

県，佐賀県，長崎県，大分県，熊本県，宮崎

県，鹿児島県などの関西，中国，四国，九州地

方一帯。この区域産の種苗は同一区域のほか第

2区において造林用に供することができる。

クロマツ

第1区北海道，青森県，秋田県，山形県，福島県の

西部，新潟県，長野県の北西部，富山県，岐阜

県の北部，福井県，石川県，京者鯖の北部，兵

庫県の北部，鳥取県，岡山県の北部，広島県の

北部，島根県などの日本海沿岸地方一帯。こ＠

区域産の種苗は同一区域のほか第2区において

造林用に供することができる。

第2区岩手県，宮城県，福島県の大部分，茨城県，

栃木県，群馬県，山梨県，千葉県，埼玉県，東

京都，神奈川県，静岡県，長野県の東南部，岐

阜県の大部分，愛知県，三重県，滋賀県，京都

府の南部，大阪府，奈良県，和歌山県，兵庫県

の南部，岡山県の南部，広島県の南部，山口

県，香川県，愛媛県，徳島県，高知県，福岡

県，佐賀県，長崎県，大分県，熊本県，宮崎
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第1図スギ種苗の需給区域

（1～7区にわかれる）
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第2図ヒノキ種苗の需給区域

（1～3区にわかれる）

（3）なお儲丘の育種事業については，ここでいう童

でもなく，1956年（昭31）8月23日付林野第11,235
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函
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第4図クロマツ種苗の需給区域

（1～2区にわかれる）

ローネのアバレ木をさける。3）枝が細く枯れあがりの

容易なもの。4）幹がマガつたりネジれたりしないも

の。5）病虫害にかかっていないもの。6）材質がよい

もの。などの条件に適したものが理想的とされている。

（ここに謹んで中村賢太郎先生に厚くお礼申しあげ，ま

た読者の象なさんに厚くお詫びを申しあげます。1958年

4月17日記）

■'41

ま

'織
謁》

｡

第3図アカマツ種苗の需給区域

（1～3区にわかれる）

号による「林水育種事業の実施について」の這卸および

「林木育種事業指針」によって，それぞれ関係方面にお

いて実行されつつあるが，タネとりまたはサシホ用の母

樹の選抜は，いわゆる精英樹の選陵に準ずるもので，1）

蓑ず成長がよく，附近の同令木の平均樹高および直径よ

り大きいもの。－しかし明らかに環寛の晶藩と認めら

れるときは，その点を充分に考慮して判定する。2）で

きるだけクローネがせ言いもの。－このさいば広い〃

』
。

－ 最新
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ているが，今後も当分こうした増加傾向はつずくものと

考えられる。とくに，広葉樹の大径材が少くなっている

こと，合板の海外需要が大きいことなどは，ラワンの輸

入を増大させ，また，針葉樹，とくにマツ材の不足は，

包装材，建築材（とくにその仮設材）パルプ材等として

のソ連材輸入を増加させるものと考えられる。

こうした外材輸入の増大と，国内材の生産を今後如何

に調整して行くかは，林業政策上の今後の主要課題とい

わなければならない。

－国有林野経営規程改正の主要点一

（国有林野経営規程（昭和23年4月6日）は，本年

2月5日農林省訓令第2号で改正され，2月15日

より施行となったものである｡）

1．森林計画制度との関係を明確化したこと。

（1）国有林野の経営は，森林法第4条の森林基本計画

にしたがわなければならないことを明らかにし，国有林

の経営計画は，森林基本計画に基いて編成され，民有林

との施業調整が図られることとした。

（2）旧規程では，国有林野を経営区(525)に分けて経

営の単位としていたが，森林基本計画との関係を明確に

し，森林法にもとずく基本計画区(251）と可能な限り一

致させた新しい経営計画区（104,来年度で106となる

予定）を設け，これを経営計画樹立の単位とした。

（8）経営計画の計画期間を5年として森林基本計画の

計画期間と一致させるとともに，経営計画の編成年度と

森林基本計画の編成年度とをできるだけ一致せしめた。

（4）旧親程では，臨時編成として特別の事情がある場

合には10年の計画期間の終了をまたないで編成替えを行

うことができたが，新しい規程では計画期間が5年であ

り，しかも森林基本計画の編成年度とできるだけ一致せ

しめた関係上，臨時編成の取扱いは廃止し，従来の修正

をも含あてすべて計画変更として取り扱うこととした。

2．林地の地種区分を経営目的により区分したこと。

従来地種憾普通林地と制限林地とに区分されていた

が，これを第1種林地（法令等により国土の保全その他

間接の効用のため経営上制限を受ける林地）第2種林地

（経営上特殊な制限を受けることなく専ら林木生産の用

途に供する林地）及び第3種林地（地元住民の福祉のた

め経営上特別の施業を要する林地）に区分した。もとよ

り国有林は生産力の向上を通じて国土の保全，林産物の

供給及び地元挫山村の経済振興等の役割をもっている

が，経営上対象となる林地は，それぞれの役割について

濃淡があるのは当然であって，その林地が公益性，企業

性，社会性の何れを濃くするか，第1目的は何かという

ことを一応明確にして経営計画を作成することとした。

3．経営の単位を拡大したこと。

（1）森林計画樹立のための地域的な単位として定めら
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→ﾄ材輸入量は遂に1千万石を突砿一

昨32年の木材輸入通は遂に1千万石を突破した。そ

の内訳は次の通りであり，このために284億円（7,894

万ドル）の外貨を使用している。

昭和32年1～12月木材輸入量

製材

411,653

33，930

“5,583

26,766

472,349

米材

アメリカ材

力ナ〆材

小計

アラスカ材

計

ソ連材

南洋材

ラワン

（フィリッピン）

〈英領ボルネオ）

rインドネシヤ）

（サラワク）

（徴 イ）

小計

り〃ナムバイター

チ－ク

その他

桐

その他

総計

丸太

510,912石

55，312

566，224

566,224

420，546

〆
《
）

返

ロ

7,534,328

1,277,L76

33，775

144

141

8,845,564

2,509

5，799

’
一
一
一
一
一
一
一

１
１
１41，98351，659 一

一
J－

10,406,633

いまこれを過去数カ年についてかえりゑると次の通り

ラワン材，ソ連材等が急激に増加したことが明らかであ

る。

最近の外材輸入量（蝋位千石）

年|ﾗﾜﾝ材|米材|ソ連材|ﾁーｸ|その他|合計
2，227

5，916

6,488

7,387

9,310

10,407

一
一
８
９
５
１

５
５
２
２
４

27年’
28

29

30

31

32’

1,976

4,618

5,251

6,655

8,327

8,846

196

1,169

1,197

601

606

1,012

51

69

27

68

111

122

５
６
５
４
１
６
１

I

このように外材輸入が増加してきたことは，わが国が

現在深刻な木材の不足状態にあることを大きな背景とし
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れた基本計画区との関係を明確にし，民有林施業との調

整を図ることは前述のとおりであるが，更にその地域の

産業の動向に即応して木材生産に弾力性をもたせ，かつ

これを強化できるよう経営の単位を経営計画区左で拡大

した。

（2）従来の経営区を事業区に改め，原則的には1営林

署を事業区とした。したがって事業区数は，従来の経営

区数の525より減少する。

4．経営の仕組を合理化したこと。

（1）経営計画の内容を基本的事項と事業区別計画とに

大別し，前者においては経営計画の基本となる経営の仕

組に関する事項を定め，後者においては事業区ごと（す

なわち営林署ごと）に具体的な事業の実行に関する事項

を定めることとした。

値）従来の作業級を廃止し，経営計画区を通じて施業

上類似の取扱いをする林分を合して施業団を設けること

とした。（施業団は，施業方法の標準化を図り，経営の

合理化に資するために設けられるもので，収礎保続の単

位ではない｡）

施薬方法ほ，この施業団を単位として標準化が行わ

れ，施業団の経済立地に応じた経営が行われる等施業様

式の合理化を促進する役割を施業団に与えた。

（3）伐期齢臓，従来，伐期平均成長量叉ほ収穫量が最

大となる時期を基準とし，生麓材の利用価値を考慮して

定めていたが，これを収穫量が最大とななる時期を基準

とし，経済性を考慮して定めることとした'c(すなわち，

量的生産の最大を目途とする基本的考え方の範囲内で,

生産材の利用価値，生産のための投下された費用等を勘

案して定める。

5．標準伐採鼓決定の方法を改めたこと

標準伐採量決定に際しては林木の成長量を基準として

定めることには変りがないが，従来は作業級について定

めていたものを，新規程では経営計画区について定める

こととした。

また，樹種叉は林相の改良を要する林分が極めて多い

ときで，成長量の範囲内の伐採では樹種叉は林相の改良

のための造林ができない場合には，改良に要する期間を

想定し，収穫の保続に支障のない限度において’この期

間を通じて成長量を漸次増大してゆくように，重た改良

期間終了後の成長量の増加の程度を勘案して標準伐採量

を篭めることとした。

この場合，保続表を作成し，土地生産力，造林事業の

実行可能見透し等を充分検討し，更に将来の蓄積，成長

量の推移を見定めることとした。保続表作成上の重要な

因子は収穫予想表にあるので，この調製にあたっては，

成林歩止り，その他の安全率を見込暴，標準f慾深量の算

出に当り将来に禍根を残さないようにする。

また，標準伐採量は伐採跡地の造林が確実に実行され

る前提にたって算定されるものであり，この造林実行可

能な見透しにおいて定められた標準伐採量に見合う造林

面積を「標準更新面穣」として規定し，標準伐採愛決定
に当っての制約事項とした。

6．森林調査の方法を敦あたこと。

林分の溝成のうち，蓄稜及び成長量の調査は，旧規程

では小班ごとに調査する方法の象によっていたが，新規

程では，従来の方式である"班ごとの調査は，事業区別

計画作成上必要とする程度にとどめるとともに，施業団

ごと事業区ごとの蓄職成長量を一定の精度をもって把

握するため，空中写其を併用する森林標本抽出調査法に

より森林調査を行うこととした。

業た，標本抽出調査結果より現実林分瀧成表並びに新

たに空中写真材積表を作成し，小班蓄積の推定も行うこ
ととした。

7．年次計画を作成し，経営計画の確実な実行を謝す

るとともに事業の運営に企業的弾力性を与えたこと。

経営計画の実行に際して，営林甥長は年次計画を作成

して営林局長の承認を受け,毎れに基いて事業の実行を

しなければならな↓､こととした。営林署長は，年次計画

の作成に当ってば，経営計画の5カ年の枠内で森林の実

態，経済変動，労働傭勢等現地の実情に即応できるよう

毎年の事業を均等割りでなく弾力的に定めることができ

ることとした。（この場合，事業の実行順序等について

の合理化は充分考慮して決定される｡）

この年次計画は，毎年度事業の予定及び実行結果に基

いて次年度以降の分を変更し，営林局長に提出し，営林

局長はこの年度計画総括表を林野庁長官に提出し，これ

を予算編成及び配賦のための基礎盗料とすることとし

た。また年次計画により次年度以降の伐採調整を行うこ

ととしたので，これが予定簿の基礎となり，性絡的にほ

経営計画の年度別計画である。

8．事業照査及び指導に関する規定を削除したこと･

旧規程における事業の照査及び指導（第4章）の内容

は，定期報告の部分を除き国有林野事業内部監査規程

(昭和27年農林省訓令第9号)と重複するので削除した。

9．その他

全般を通じて条文の配列，文体等の整理を行うととも

に，細部的事項については別途細目に譲ることとした。

－山村振興対策協議会開催さる一

林野庁は4月24，5日の2日間東京営林局会議室に蕊

いて昭和33年度の山村振興対策の推進方策について各

都道府県担当職員との協議会を開催した。出席者は本庁

側朧山崎指導部長，過森林組合課長，関係各課担当官の

ま

巳

凸
Ｆ
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り不可能なので，ここでは約20分間にわたって行われ

た長官説示の要旨を御紹介することとする。

（1）本年度の林業施策の要点は，奥地刺鑓の開発，拡

大造林の穣極的推進，予防治山の強化及び山村振興

対策の強力な実施も4点である。
（2）国有林については；その資金と技術を活用して民

有林の生産力増強に対しできるだけ寄与する必要が

あるので，相互の協力体制の具体的方式について検

討中である。

（8）分収造榊寺別措置法については，分収造林推進要

綱に則ってその推進を図って戴きたいが，地元民の

薪炭採草等の用に供されている市町村有林野（部落

有林）等については地元利害関係者の十分な納得を

得た上で行うこと，分収造料鍵約に基く紛争につい

ては都道府県においてできるだけあっせんの労をと

ること等に留意されたい。

仏）狩猟法の改正については，狩猟者講習会の制度を

活用し狩猟者全員に受講させるとともに，適任者を

どしどし司法警察員廷任命することにより取締を強

化されたい。

（5）森林組合振興対策については，森林組合振興3カ

年計画の樹立及びその実行について絡別の御指導を

願いたい。なお，これについてば本年度各都道府県

に設置される林業経営協議会を充分に活用された
いo

（6）最後に，今回欧正をみた木材引取税については，

標準税率が4％から2％に引下げられたが，これ

は，広くかつ公平に負担せしめることを目標として

いるが，その槻Ⅸ目標額20億円は確保するという

前提に立っているので何分の御協力を願いたい。

他に振興局から檜垣振興課長，全森連等で約80名が参

加した。

会議は指導部長の挨拶について檜垣振興課長から33年

度新農山漁村建設総合対策の実施方針について説明あり

特に特別助成事業の補助対象は多岐にわたっているの

で，事業実施上の指導については行政組織の総力を結集

してこれに当るが，府県の事業担当部課においても責任

をもって行うよう強い要請があり，そのために必要な事

務費，旅喪については事業主管課に配分するように考慮

したい旨の挨拶があった。

次に豊森林組合課長から会議の目的を述べた挨拶があ

った。すなわちどうすれば地元の熱意をもり上げて山村

地域の経済を振興し地元住民の生活向上が図られるか，

具体的な推進方策について協議したい旨の挨拶があっ

た。

次いで山村振興対策の33年度の実施要領について説

明し，これを中心に検討がなされ，活溌な意見の交換が

行われた。

第2回目は特定県（北海道外9県）担当職員との間で

振興対策推進上の問題点特に特定山村振興地域の指導等

についてゼミナル形式の研究会を行った。なお，指導部

長の挨拶要旨は次の通りである。

今国会において分収造林法が制定され拡大造林を更に

積極的に推進することとなったが，林野政策は従来資源

政策が重点で山村民に対する施策は乏しく僅ずかに労働

』

こ
ず
一
一

■

＆

力の導入程度

ための施策と

であった。さきに山村民の

して山村振興対策が打出

経済向上を図る

されたのである

が,これを強く推進したい。それには新艇村の特別助成，

公共事業，森林組合振興対策，木炭流通対策等を集中実

施し，これらを有楼的連けいのある総合施策として推進

したい。この成果については一朝一夕に期待することは

無理である。今までの山村民に対する林野施策④不充分

や，普及の不徹底については反省し，可能なものは直ち

に実現に移すよう努力するし，問窪点はWf究の上実現に

努あるから各位においても何分の御協力を願いたい。

－農林省関係都道府県

主務部長会議開催さる－

去る5月8日から10日までの3日間幾林省関係の者瞳

府県主務部長会議が開かれ，林野庁関係は8日の午後に

行われた。

まず，長官説示が行われ，林政部長から林政部関係予

算および雛28国会成立法律の説明，指導部長から指導部

関係予算指示勘『項説明，業務部長から当面の国有林問題

の説明が，それぞれ行われた。

当日の会議の模様を詳しく述べるのは紙数の関係もあ

ー

林業技術

専用合本フ､アイル

本誌B5判

12冊

一カ年分

製本

冊誌を長く保存するために好適。美しい外観で

書棚を飾る。中の何れでも取外しが簡易。本誌名

金文字入・美蝿装禎会員各位にお進め致します。

定価130円〒20円
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4 月15日於本会

日林協改称

10周年記念座談会
－
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二

1

出 席者

瀬川久美雄氏（林野庁林産課長）

植杉哲夫氏（林野庁監査課長）

吉田好彰氏（全木速常務理事）

松川恭佐（本会）

松原茂（本会）
一一

松川丁度今年は林業技術協会という名前になってか

ら10年たちまして，お陰様でどうにか会の蕊礎も固って

まいりました。こうやってお集りいただくと，まるでそ

の当時のような気持が致しますが，いろいろお話を伺っ

て雑誌を飾りたい，こういうふうな企画でござい重す。

何なりとお話合いをいただければ幸せと思います。松原

君から一つぽつぽつテーマを出してお話を。

10年間の経過の概要

松原それでば私から大体の経過をふり返ってお話申

し上げたいと思います。昭和23年の2月28日に興林会

の第10回通常総会が開催せられ，早尾理事長以下の全

役員力辮任され新らしく役員力謹任されましたが，引続

いて3月13日に新しい理事会が開催されて，松川理事

長以下常務理事が互選されました。それから林業技術協

会－その当時はまだ林業技術協会になっておりません

でしたが－が大体発足したような状態でございます。

中川さん，植杉さん，淵さん，吉田さん，小倉さんと当

時の常務理事の方舎が非常に御尽力いただき，会のあり

方について何回も何1mも御検討願い，叉理事会も開いて

方針がきまり，6月14日に臨時総会を開催しておりま

す。その時に定款を変更して日本林業技術協会と改称し

たのでございます。同時に協会の運営方針とか支部の組

織を強化整備することをきめまして，第一歩を踏承出し

たのでありますそして定款の変更が8月5日付を以っ

て農林大臣から認可され，ここに正式に林業技術協会と

いう名前になったのでござい童す。それから従来刊行し

ておりました会誌の「興林こだま」も，その年の9月の

第94号から「林業技術」という名前に改題しました。な

毒，その「料蒙技術」ば当時蓑だ隔月発行であったのを

昭和26年の4月から月刊に致しました。それから26年

には創立30周年を迎えたので，記念事業もいろいろ計

画し，その一つとして熱海に部分林を設定して記念造林

をやりました。またこの森林記念館の建築に着手し，昭

和27年2月に完成いたし童した。同年3月末には総会

を開いて同時に30周年の式典を開催しました。昭和27年

には測量指導部を設け，航空写真測量についての仕事を

はじめ薑した。そして昭和29年の9月には青木航空遭

脚跡故があり，指導部の創講昔である堀汀君を失いまし

た。まあこれらが大きな動きであったと思います。なお

この期間内における大略の数字について申し上ますと，
昭和22年には1人当りの会費が20円であったのが23

年に60円に値上げし，25年には200P1,26年iこは300

円になりまして，これが26，27，28年と続き，昭和29

年には450円となり，以後今日までずつと450円でやっ

ております。この変化が戦後の経済の動きを路々 そのま

筐示しているといっていいと思います。それから会員の

数でござい童すが，これ鰍おそらく22年，23年頃朧実
際に正確に把握できませんが，昭和23年頃にば3,000人

くらいだったと推定されますが24年には6,230名とな

りました。この当時支部組織の強化をはかりまして，各

支部で会員の増加に努力していただいた結果，このよう

腱急激に増えてまいり童した。25年には約8,000名，26

年には目標である1万名を頚波して10,142名となり，
28年頃には約12,000名となり，この12,000名という

数字が今日まで継続してきております。それからもう一
つこの予算について申し上げますと，昭和23年のあの
当時が収入支出とも約60万，24年が1.30万円，それ

から25年が急激に増大して700万円く．らいになってま

す。その後昭和28年ごろが900万円，29年には会灘の
値上げがあったことと測量部の仕事が大きくなったため

に約3,000万円となり，それから31,32年におきまし
ては4,200万円ぐらいになっております。まあ23年当

時にくらべますと，会員の方も約4倍，会凝の額は60門
から450円と7倍半，それから予算の方も60万円く・ら

いから4,200万円，これは70倍ぐらいに膨張してまい

ったのでございます。大体の纈圖は以上の通りでござい

ます。

興林会から日林協え

中川私どもが松川新理事長を迎えて役員に選らばれ

た当時，大きく取り上げなければならなかったことは今

から考えると3つく．らいあったような気がします。その

一つぼ会員の大|隔な拡張と申せますね，またそれから全

国の林業技術者のよりどころをどっかに求めようじゃな

いかというような問題，その一つのあらわれがこういう

－39－
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現在の森林記念館というわけになったわけですけれども

それからもう一つは何か仕事をしょうじやないかという

意気に，大分あの当時は燃えておったような気がいたし

ます。その会員の拡張についてはいろいろ問題がござい

ましてね。むかし輿林会が発足当時は，林業の技術者の

一つの職能団体であり林業技術者の純潔といいますか，

そういうふうな表現が使われたと思いますが，純潔をあ

くまで守って行こうというような背景が大分強かったの

です｡それに対して新らしく就任した役員の中にはもつ

と外部というが広く視野を広めて飛び込もうじゃないか

というような考え方が出てきたと思うのです。私なんか

松川理事長を迎える前の早尾理事長にお前の思想ほもっ

てのほかだ，やはりこれば永い伝統につちかわれた一つ

の流れとその中心をなしているものほ林業技術者の強い

かた重りである。したがってだれでもかれでも会員をそ

こに求めるなんて思想はもっての他だというので，大分

お叱かりを受けた記憶を今でももっておりますけれど

も．それについて忍共はそれはたしかにそうかもしらん

けれども，中核をなしているものにそういう思想が流れ

ていればいいじゃないか，我,々が林業技術というものを

更にPRしていくということであるならば林業技術に理

解のある人たちを会員に迎えることに何らはばかること

嫁ないではないかというような議論が展開されたことを

覚えてます。そんなことで当時なかなか論議がかわされ

て，それを踏切って林業技術に理解のある人たちの会員

加入を始めようということになったというように記臆し

ております。そこで会員の募集ということになってきた

のですが，その前にやはり全国的な支部の組識の強化を

この際はかろうということになったのですが，あの時植

杉さんどうですか，会員の目標1万名ということにきめ
て。（吉田氏出席）

植杉あのころにすれば1万名の目標はずい分大きい

目標だと思います。倍加運動です。支部ではかなり活溌

に整備しばじめたのが関西支部だったと思います。あれ

が整備拡充のきっかけになったと思います。

松川白井さんなんかずい分頑張って。

植杉白弁さんなんか熱心にやってくれたのですが，

それと私思い出して印象的なのはあの当時中川さんから

一寸お話が出富したが，何ぽか年も若かった時代，何か

もりもりやろうという気はゑんな持ってたですな。理事

長は詰襟の軽快な質素な服装で，指揮されたことを思い

出しますが，私なんかいつでもジャンパーを着でまし

た。物もない時で困難期から立上ろうかという時期でも

あったのですが，何かあのころやろうかやろうかという

気持，そういうものを理事長が引立てるという気もあっ

たのでしょうが，そういう気持が非常に残っております

ね。まあ会員とそれから賛助会員の制度を作り童して，

資金面の拡充をはかったということになるのでしょうが

今ほあれは一寸なくなったのでしょうが。

吉田賛助会員というのはまだあるのでか。

松原あるんですが現在は特別会員というのです。

中川会員の拡張については松川先生も大分議論され

たようですが。

松川僕は交諭社にひっぱり出されて叱られたです

よ。その純潔を承だすものだという，叱られたってこっ

ちは腹きめてるからかまわない。

松原23年の次の総会だったと思います。早尾さんが

君たちの考えは興林会の伝統にもとるものであるから今

度の総会には僕は所信を述べて，昔の輿林会思想をもう

一ぺん織り返してやるつもりだと前もって電話で云って

来られたことがありました。ところが何かおさしつかえ

が出来たんだかその総会にはおいでにならなくて総会の

席でば聞くことが出来なかった，そういうこともありま

した。

吉田興林会ができたのば？

松原大正7年ごろです。興林会生い立ちについては

太田さんがくわしく興林こだまの最後の号（93号）にお
〃

書きになっており蓑すが，その頃大学を出た若い林学士

が毎月1回くらい集って，いろいろ話し合ってい菫した

が，丁度欧州大戦のあとでもあるし，何か革新の気風が

藤っていて，明治時代に卒業された大先輩の考え方にあ

きたらず新らしい林業のあり方についていつも議論して

いたのがそれがだんだんと形を変えて行って団体行動と

なり，興林会が出来たということをお書きになっており

ます。

吉田神田のそばに事務所を持ってた。

松原そうらしいですね。鎌倉町河岸の一画に二階の

一間を借りて事務所を設けた，その後神田の多町1の1

の朝日ピルの二階に移転したと記録されている。

植杉章あ日林協力溌足した当時の印象的なものとし

てはやつばりパッチでしょうな。これは印象的だと思い

童す。これは現在堂で愛用されておりますから，あれは

理事長の意匠ですかな。

松原笠井三平さんです。

植杉あれは仕事としては一番早かったかもしれ童せ

んでしたよ。戦後まとまったものとしては。（笑声）

松原この間誰だったかアメリカに行くについて，米

人が出迎えるために顔がわからんから日林協のパッテを

つけて出迎えると云ったアメリカ人があったと聞いてま

した。

吉田天然黄源局にきておった人たちですか｡

一
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松原多分あの人たちだろうと思います。アメリカに

も林業技術協会のバッチが大分愛用されてるようです。

中川会員も大分増えて来たので，その次の'仕事とし

てば会員がいろいろと集って座談会なり，打合せなり，

その他雑談ができるような，場所を持とうという話が出

てきたのは何年ごろですか，25年頃ですか。

松原その頃でしょう。

中川あの時は土地を大分掻原さんあたり探しておっ

たのじやないですか。

松原ええそうです。何とか一つ小さくても事務所と

そういう集合の場所を一つ持たなければならないと，や

っと半蔵門の傍で100坪く’らいの土地を承つけて,資金

をあちこちから借りたりして手に入れ，建築の設計書室

で作り認可申請を出したのですが，都市計画の関係から

あそこは鉄筋でなければいけないと’とうとう認可にな

らず，あきらめて方々探し廻つた挙句やつとここを見付

けたのですが，かえって良かった。

松原中川さん，その当時会誌の｢興林こだま」を現

在の「林業技術」に変えることについてずい分いろいろ

御検討いただいたですね。

松川雑誌の名前を「林業技術」にするというのは植

杉さんの案だよ。

植杉あれはそうですか，あれは横にするか縦にする

かずい分論議になりましたよ。

中川紙も闇で買わなければならない時だったから，

それで王子の田中さんに頼んで確得した記憶があります

ね。今でもあれですか，與林こだま改題という字は入っ

てるのですか。

松原ええ終りに一寸入ってます。

中川紙の割当をもらうには前の実債がなければ駄目

なので「興林こだ蓑」通巻何号と書いておかないと割当

をくれなかった。あの頃の林業技術は興林こだま改題と

いう肩書を入れてしばらく続け菫したですな。

事務所の移転

松原あの当時のことを思い出して自分のことをお話

するのは余り適当でないかも知れ室せんが，私が引揚

後，興林会で働くことになりまして，昭和23年の4月

はじめに東京にやってきたとき，所番地は聞いておりま

したが，溜池の電車停留所から赤坂見附の附近をずい分

歩きまわって探したのです。どうしてもわからん’2時

間く．らいく●るぐる廻つたですよ○おまわりさんに聞いて

も知らない。番地の書いたのを見ると，どうもその辺に

違いない，しかしいくら探しても見付からないので半ば

あきらめて農林省に行って聞こうと思っていたら赤坂見

付のすぐそばに，日本食糧何とか会社というのがあって

看板が10ぐらい並んでいる，その中に小さく興林会とい

うのがある。ここだわいというので玄関を入って聞いた

がそこの人もさあどこでしょうかという返事です。一寸

心細くなりましたが，だんだん聞くと一番奥の室だとい

うので大分あちこち部屋を通ってたどりついて承ると，

そこに松川さんが居られた。そのほかは下田さん，八木

さん，その横に田中波慈女さんが第一造林樹芸株式会社

の社長さんとして机を並べておられました。それから漉

の興林会勤務の生活が始まったわけです。あの事務所は

のちラテンセンターになり，今では自動車会社になって

います。あれから事務所もあそこは会社の方の都合で出

てくれという話がありまして，神田の鎌倉町へ移りまし

た｡

中川二階でしょう。

松原え呉，早尾さんが林友会館を作るからお前の方

も参加しろと10何万ｶ銭金を出しました。その二階も

知らんまに建物が売られちゃってお前の方ほ"石川へい

けと云われました。

植杉小石川に行ったのですか。

松原行かなかったです。治山協会が会館を溜池に建

築中だったもので西沢さんにお願いして小さな部屋を借

り，あそこに4，5年居りました。

植杉そういう苦労もありましたね。理事会をやる時

は会轆梁しにも困ったんぢやないですか。

松原なかなかなくてやむを得ず交諭社あたりでやっ

たりした。たいしたものでしたね。（笑声）

松川あの時分からどこかよりどころがほしいと承ん

ながいってたんですよ。丁度30周年にぶつかったもの

だからこの機会に石谷さんが大変お骨折下さって「私た

ちの森林」の剰余金をいただいて，それからゑんな気を

よくして突進したわけですな。，

中川あの本の企画は今の長官ですね。

植杉なかなか好評だったですよ。

松川20万部出たそうですから，あれの版権いただい

てるものですから，こんど改訂版を出すことにしていま

す。

松原吉田さん，あの当時常務理事やっておった淵さ

ん今何しておられますか。

吉田何してますか，木材会社も一寸銀座の裏でやっ

ていましたが，代議士にも出ましたね。

政治活動

植杉代議士といえば，日林協でもそういう政治勢力

の拡大といいますか，政治力の高揚といいますか，そう

いう声が昭和24年頃の臨時総会に議題になりました。

それで日林協関係で何人く．らい議員さんが出たことにな

－4]‐－－
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りますか，林業技術陣営から。

松川一番先，三浦さん,Mjilさん，柴田さん。

植杉淵さんには声援はし童したですね。

吉田問題になったんじゃないですかな。

松川会としては動けないということになったんで

す。

中川というのは林業技術の連中が一党一派にかたよ

っちゃいけない，淵さんば自由党でしたね。

吉田民主党じゃないですか。

植杉とにかく一党一派に属しちゃいけないというこ

とで応援はしなかったんじゃないですか。

松川個人的な応援だけで団体ではしなかった。

植杉三浦長官も無所属で出られたし。

中川それから，その当時学術会議の選挙が行なわれ

その候補者をきめることと，その選挙運動を日本林学会

と日林協が共同でやりましたね。

松原もんだですね。第1回と第2回の時に。

植杉試験場に何べん行ったんですか。

吉田野村さんをたてた時ですか。

松原その前ですよ，第1回ですよ。

植杉あのころ長谷川先生，吉田先生あたりです，第

1回ですよ。

松原近藤さこは。

植杉その後です。近藤さんの時は，私は大阪の陣営

ですから。

中川あの時僕ほ高知の陣営。

松川大阪の陣営から特使がきて，小滝さんと野口さ

んでしたか，この部屋に乗り込んできてきかないんだも

の◎

吉田その結果はうまくいったんでしょう。

植杉結果はう蓑く行き蓑したが，もめましたな。何

か徹夜しかけたこともございます。試験場で最後になっ

ても論議をして理事長同志できめていこうという会談が

あったんですな。がちゃがちゃさわいで夜中まで行った

ことがあります。理事長同志できめて行こうという方が

さっぱり，大騒ぎするからどうも。（笑声）

事 業

中川仕那の方はどうでしたつけ，出版を中心にした

のですか。

松原まず懸賞論文やってます。

植杉これは早いですね。

松原それ自体はそれほど大きな貢献はしなかったか

も知れないが，協会の認識を深めるという点には効果が

あったと思います。それから興林会賞と称して技術関係

で功労のあった方たちを表彰しようじやないかというこ

とを考えて昭和25年から実施しました。それから･写真

コンクールを30周年記念事業として昭和26年からは

じめ，それぞれ引続いてやっています。それから一貫し

てずっとやってるのは図書の出版でございましょうね。

林業技術叢書という名前をつけまして会員が書いたもの

を比較的安い値段で次盈と出してきたということが主な

仕馴だったと思います倫更に』,､ろいろな林業に関する相

談に応じることとか委託調査を受けて実施するとか等も

ごくわずかながら実施して参りました。特ﾔこ取り上げて

申し上げることとしては例の北海道の風害森林の総合調

査ですが，昭和30年，31年の両年度にわたって実施し

ました。それからこれも30周年記念事業として林業百

科事典の編集，これは過去すでに3年間費やして漸く決

定的な段階に到達し童した。

中川僕等が森林記念館をもつ時に論議になった記憶

があるのだけれども，何か一つ財産をもとうじやないか

というので，部分林，あれも30周年でしたが，記念事

業としてあれば東京営林局にお願いにいったことがあり

ましたね，熱海の。

吉田5町歩く｡らいですか｡

中川8町歩でしょう、

松原もう大分大きくなりまして，昨年も東京営林励

の方にも見て頂いたんですが，早いところば手入も全然

不要で2米ぐらいになってましょう。

松川いや，2米じゃきかない，3米ぐらい，良いと

ころはウツ閉しました。

会誌「林業技術」

吉田雑誌に穴をあけてとじるという事はいい事です

な。

松川あれは中川さんだc表綱こは穴を出さないとい

う御注文で．････

中川そうでしたかな。

松川表紙には穴を明けちゃいけない。（笑）僕は1ま

じめから全部もっている。本当にあの雑誌のはじまりあ

たりは大変でしたね。いろいろ・・・原稿もないし，体

裁は変えるし。何とかという松腸濤の知ってる絵画きの

方にいろいろお願いして…･･

松原これは林業技術の第1号です。昭和23年の9

月号。頁数は24頁ですね。編集後記に「早くせめて32

頁位にしたいものだ」という事を（笑）ちょっと書いて

居りますが・･･･それから隔月発行という事でなしに少

しでも早く毎月出せるようにしたいと。

吉由8頁単位じゃないと経費損すると.…。
植杉そうそう，えらいやか童しい計算だったです

ね。
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松原最近40頁，50頁になりましたけれども．・・・･

松川林業技術の表紙の字体は，はじめからちっとも

変えないのですよ。お骨折の賑ものだ。

林業手帳、

松川それからあの林業尹脹というのがありましょ

う。日記ね，これは松原君が考えだした。

中川あれはいつ頃でした。

松原あれわ，昭和25年か，26年，あそこに居った

時です。治山会館に入ってからだと思います。

中川あれから大分あれをまねして最近あっちこつち

でできてるようですね。林業手帳は売れてますか。

松川会員の倍数位売れておりますね。

松原あの聿隈も一番最初作りました時に，何という

印刷屋だったか，新橘付近にある貧弱な印刷屋で，苦労

して，苦労して，本当は12月初旬までに配布するとい

う事で契約したものが，全部でき上ったのが30日だっ

たと思い童す。それまでやんやんいって，工場まで出か

け何回もかけ合いましたよ。そのために発送がおくれて

しまって，30日頃はほとんど全員が，と云っても，あの

頃は4～5名でしたが，徹夜承たいにして荷造りし，発

送を全部終ったのが大晦日の夜の11時頃だったことが

あります。そんなに童でして送ったものが，表装も悪い

し，2月か3月使っているうちに表紙は取れちゃうとい

うので，ずい分ﾖ燦を受けましたが，そういう事が2年

程続きまして，3年目位から，どうにかこうにか絡好が

ついて来た｡そして最近ではまあまあ非難されない程度

になりました。

吉田昔から見るとちょっとうすくなったんじゃない

ですか。

松原いや，むしろ厚くなって居ります。紙が良くな

ったんじゃないかと思います。

吉田はじめはすぐバラバラになるような･･･

松原はじめはとんでもないやつだったですわ。（表

紙を指して）すく．これが取れましてね。この型につきま

しても一回は短くて横が長いのをやった事がありました

が，どうも現場にもっていくのにポケットに入らないと

やかましく云われ，もとどおりこの型に大体きまっちゃ

ったんですね。

松川大体これに走ったようだね。

植杉いいですね。これで…・・表紙は去年あたりの

方がいいじゃないでしょうかね。赤いのが･・・･

松原赤いのがいいですかね。あまり同じではいけな

いと思って変えたんですよ。アンケートをとってみます

と，グリーンにしてくれというのが多いですね。しかし

山へ行って落した時にグリーンだと眼につかないという

事がありますね。今までは赤だったからすぐ見付かった

という例を数回聞いています。アラスカパルプの方が，

アラスカの山で手帳を落としてアメリカ人がひろって届

けてくれたというのも，赤いから眼についたんじゃない

かと話しておりました。グリーンにすることは林業家の

シンボルという意味から大変いいとは思いますが，そう

いう風な場合に非常にわかりにくいという欠陥があるの

じやないかと思います。

当時の人

中川話しは違いますけれども，あの当時一緒に非常

にまじめに几帳面にやっておった下田さん。大分年輩で

しょう。

松原ああ下田さんはね。今は80くらいですかね。

松川うん，大方なっているでしょうな．あの時，や

められたのは67ですかな。

中川まだ元気ですか。

松原元気のようですね。時々鎧便り頂いたりね。1

年に一ぺんくらいついでにお寄りになる時があり童す

し。

中川そうですか。

松原いや，今削も私，興林こだまを読んでおりまし

たら，下田さんの響かれた記事があり寮してね。昭和

23年3月23日の第1回の理事会，あの時の報告がここ

にのってるのです。「本会理事会を開催す。その概況次

の如し。（笑）’、会長選挙の件，会長は名誉会長にし

て会務ほ理事長実行し得るにより次回の総会まで留保す

ることと決定せり」と，〔笑）非常にこの文章なつかし

ぐ思いましたよ。

植杉10周年は何か式はやるんでしょうな。

松川まあ，式典という程の事はないですなcまあ，

総会を兼ねてですな。

松原当時から協会のために，会員盤得であるとか，

支部の組織を整備とかいった事につきまして，大変ご努

力をいただいた方に感謝状をお渡ししようという事を考

えておる程度です。

松川もう3，4年すると40周年がくるのです。そ

の時にうんと磁大にやろうという事を云っており言す。

植杉そうですれ。

松原あの当時の一番最初の理事の方は，ここにいら

っしゃる常務理事のほかに小倉さん，普通の理事として

は，日比野さん，鈴木慶治さん。鈴木さんは今秋田の管

内，それから公平さん，吉沢さん，それから，大矢寿さ

んo

植杉今，大阪ですね。大阪の利用課長。

松原子幡さん，岡島さん，平野さん，田中文雄さ
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ん，荻原さん，黒岩さん，大角さん。大角さんを吉田さ

んご存じないですか。

松川日木社にいた人。何か自営でやっておられるよ

うですよ。

松原それから潜水礼三さん。この方は第一木材でし

たね。それから東京都の佐伯林業課長。幹事の人が渡辺

さん。今の前橘の局長。それから飯島富五郎さん。これ

だけの方ですな。当時の役員の方灸は．．･･･わりと理事

会もよく開きましたし，なかなか皆さんもよく御出席頂

いたと思いますね。

植杉あの時はよく集りましたな。

松川さっきのお話しのように，何かやろうやろうと

いう気持があった。会員も落着いて1万2千位で，何と

か仕事も横ばいになって続いていって，何とかやってい

くだろうという，ちょっとたるむといっちゃおかしいで

すが，創業当時のようなあれにぱいかない。やっぱり何

か刺激になるような仕事をしていかないといけないと思

いますね。退歩するのじやないかという心配があるので

すがね。

吉田会館建てる頃はずい分熱心にやりましたね。

松川ええ，やりましたね｡本当に．…。

森林記念館

中川記念館建てる時に会議室は特に小倉君が集成材

を使おうじゃないか。木材科学の粋を大いに実現しよう

じやないかという彼の構想で…･･

松川そうでしたね。

吉田竹谷さん何か…･･

松原そうそう，竹谷さんと建築研究会の森部長さ

ん。それと，一番お骨折り頂いたのは鹿島建設の技術研

究所の河野さん。大部分設計はこの方なんです。設計の

裏付けになる試験は森さん。製作ば竹谷さん。そしてヒ

ントは小倉さん･材料は全部谷藤さんにお願いしたので

す。

松川ここの’和室の入口がちょっと料理屋みたいだ

と中川さんに注意されたのです-。（笑）

中川そうでしたかね。

松川それからもう一つ，ここの敷地は松原君があっ

ちこつちさがして歩いてね。ここ力境つかったというの

で，見に来ましたら，大したやかましいのです。前の番

町ZI澤校の休承時間。

中川ああ，学校が。

松川キチンと土地にほめないで，斜めにしてなるべ

く窓がこっちに向かないように配腫したら雑昔が余程防
げるだろうという風な事を云ったんです。そしたら中川

さんが，いや将来増築する場合にそういう風に三角の土

地になっちゃ困るだろうと，それから自璽庫も入りやす

いようにした方がいいと，主たもとに戻しちゃったんで

すよ。あれは良かったのですb

中川後はどうなんですか。

松川後は買いたくって毎年予算をとって､､るのです

が．･･･・

植杉売らないのですね。

中川いや売らないのじやなくて値段がちょっと高い

のでしょう。今林業会館の話が大分あっちこつち出て

いるけれども，林業会館の方へ移転する気はないのです

か。

松川いや，林業会館移転のための協力はおしまない

ので式が,事実移れないと思います｡ﾌ超ﾒｽぺーｽあり
蓑すからそれだけそのビルの中に入ってスペースを取る

という事は経済的にももたないと思います。それから建

設当時御協力頂いた方食に対しても，むげにここを売っ

て移るという事も，なかなか義理合い上もできにくい事

じゃないかと思い重す。

吉田私たちの森林から資金がこっちに来た時には，

非常に慎重に考えられてね。承なさんもよろこんで協力

したわけですからね。

中川それこそあれは貧者の一灯ですからね。（笑）

松川そうです。

中川貧者の一灯の結集かも知れませんc

会員数の増加

松原中川さん，植杉さん，日林協の創立当時から長

い間いろいろ御骨折り頂き，しばらく地方に御転勤にな

っていたのですが，叉再び東京にお帰りになったのです

から，日林協をいろんな角度から御覧ん頂いたと思いま

すが，これから一つ日林協の進むべき方向といい童す

か，今までの10年間の経歴というものを基礎にいたし

まして，どういう風な方向に発展させていかなければな

らないといったような事を，私たちに御注意頂くと非常

に有難いと思いますが．・・・･

中川そうですね。聞く所によりますと800名位新ら

しい林学士が毎年毎年学校を出るわけですね。またその

林業が10年前と，現在を比較しますと，当時は終戦後

の山が非溌にあれておった，治山治水に重点をおいた林

業施策が強く取り上げられておったんです。10年後の今

日では林業のあり方は経済ベースにのった一つの企業と

してやっていかなければならない。それと平行して治山

治水というものが進んでいかなければならない。こうい

う風に政策が切りかわっていると思います。二つを思い

合わせますとね。ますますこれからこの林業というもの

が伸びていくような気がするのです。その前に日本の資
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源をずっと見回して見ますと，残された盗源としては林

業資源が一番大きいのじやないかという気もいたしま

す。そういう風な事を考えますと，今の，1万2千名の

会員で一応横ばいだというものが，もう少しのびる事が

できないものかという風な気がするわけですよ。またこ

こで倍加運動という事でもないでしょうけれども，更に

会員の伸長をはかるという風な手がもう打てないもの

か。やはりわれわれの生い立ちをふり返って見るとそれ

ぞれの時代時代で，象んな段階があるのですね。興林会

力琵足した当時の，一つの区切りと,10年前の林業技術

協会が発足した当時の一つの区切りと，それからまた現

在の環境というものが，承んな区切りがあるのですが，

この辺で一つ区切りをしてまた更に飛躍するようにした

い。これからの経済林業を伸ばしていくためには林業技

術というものが，原子力の時代でもあるし，育種の時代

にも突入しておりますしね。もう少し会員の数が飛躍し

てもいいのじゃないかという気がするのですよ。林野庁

の職員だけでも2万4千人ですか。

植杉定員内が2万人。今度2万4千になり霞すが。

中川林野庁の職員だけでも今度2万4千人にふえる

わけですからね。そういう事からいっても会員の伸長と

いう点にもう一歩ふりかえって見る必要があるのじやな

いか。それにはどういうPRなり，どういう仕事をして

いくかという事になってくると思うのですがね。

松原会員のその問題につきましては，現在において

ばまず雑誌の林業技術を無料で配布されるという事が一

番大きな特典であり，まあ結局会費に対する代償という

形になっているのですけれども，それ以外にもつと特典

をもつような仕事なり代償が出てくるといいと思うので

すけれども．・・・･

中川こればまあ10年前にも会員の倍加運動とか，

.3倍運動という時にも，地方会員に対して一体本部とし

てどういう特典なり，どういう便宜なりを与えるかとい

う事でずい分議論もしたのですが….。

松原むずかしい問題ですな。

中川林業技術の雑誌の講読層が，大体1万2千人程

度という事なんですか。

松原そういうことでしょう。だからこれを拡げよう

という事は上の巾というよりも，下の巾を考えなければ

ならない。そうするともつとくだけたものに，もってい

かないと下にひろがっていかないのじやないかと思いま

す。そこの所にむずかしさがあります。

吉田従来の会員は，特に林野庁をやめたから，これ

をやめようという方はほとんどないのじやないですか。

松原わりとないようですね。

吉田それを考えると新らしく入ってくる方にPRし

ていくという事で，だんだんふえていきそうなものです

が，そういう方は割合い穫罐の高いものでも喜んでいた
だけるんじゃないかと思いますね。レペルを落す必要は

ない。

松原雑誌の内容につきましても，大体現状の程度で

進んでいいんでしょうかね。

吉田と，思いますね。

松原「林業技術」は会員の機関誌であるという点か

ら考えて，会の動静をもつと誌上に取り入れたいと考え

ています。例えば支部の動きだとか会員の異動等をでき

るだけのせようと編集委員会でも話がでて，近く実施す
る予定です。それによって少しでも会員と会との結び付
きが身近かになって来ると思われるから。

中川会員の分析ですね。どういう風になっておりま

すか。

松原今ちょっと手許にありませんが，大体記憶して

いる所によりますと，国有林が4,800,地方庁が大体そ

れに匹敵しており寮して4,600,学校関係が300人あま

り，あとは地人会員と学生及び特別会員です。学生会員

が1,200くらいですかな。

中川森林組合関係はどうですか。

松原森林組合関係は少ないですね。

松川僕はよく言うのですが，学生会員はもし会の財
政力寄せばただで配布してもいいのじゃないか。

中川本当にそうですな。

松川実際はそこまでとても今の経済が許しませんけ

れど恥，社会に出るようになったら会喪もおさめる事に

して。磐石ですな。そうなったら基礎は:･･･，そしても

つと全部入会してもらったら…･･

植杉何ぼか安いのですか。

松原ええ300円です。しかし，学生会員の数を考え

て見ますと，大体大学の定員が毎年800人ずつ出るので

すから4倍して3,200くらいあるでしょうか。所がその

中で1年，2年lま教養課程だから実際に林学の学生はそ
の半分の1,600名くらい。その中の1,200～1,3004

大体においてほとんどその3/4が会員であるという事で

すね。

吉田えらい普及ですな。学生がそれだけ入ってると

は大したものですね。

中川あれですか，県庁は4,500人くらいですか。

松原大体国有林よりちょっと少ない程度。

中川1県100人程度ね。

松原ええ，そうですね。

中川そうするとやっぱりこれから県庁でのばす層と

いうと，森林組合関係しかないという事ですな。

松原ええ，そうです。
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植杉森林組合というのは何か，農民になり室すね。

そういう人たちが林業技術を学ぶようなものばあるわけ

でしょうか。何にもないでしょう。

松原林業新知識。

植杉あれだけでしょう。

中川こればずい分出ているでしょう。

松原あれは10何万とかいってます。本会の方も倍

加というのは容易じゃないかも知れませんけれども，3

筈媚とか，5割増と，いう頚は努力によってできない事ば

ないと思いますな。

松川40周年をめざして1万5千獲得はいいですな。

技術運動を

中川地方の支部の状況は活溌ですか。

植杉何かこう技術運動的なものをやれないでしょう

かね。何か刺激するような事ほ･…。

松川そういう事は非常にのぞましい事なのですc

植杉何かこの頃自分たちが勉強しないものだからむ

ずかしく感じるのかも知れませんけれども，育種だとか

肥培だとかが主体になって日常の技術の研究発表が非常

に少ないような気がいたします。国有林一つ考えて見ま

しても，苗畑の仕事，造林の仕事というものの技術が下

って来てると思います。そういう技術，いわゆる学問的

な事じゃなく，定形化されたものの普及，そういう事を

さかんにやらなければいけないcああいう事を習わせる

運動という事を考えられないものか。国有林なんかを考

えて承ても，これの中心の営林署長ば労働問題なり，そ

の他の行政問題でなかなか手が回らない，したがって職

員もそういう気分があがって来ない。ああいう気分を挙

げるような，何かこういう団体の機構でやれたらという

感じをもつのですがね。

松川そういう事をやられていくといいでしょうね。

ただね。受ける方でね。育種とか，肥培とか，新らしい

事ですね。こういうのですと割合いとびつきやすいので

すがね。日常の技術という事になるとね。まあほっとい

ても一通りはやっていけるという風な頭があるのじやな

いかと思います。そこが実際は欠けているのですよ。な

にかやらなくちゃいけないと思いますな。

植杉一つ何か欲しいですね。精神運動でもいいか

ら。さしあたり…。

松川新らしいものでないと興味がないというか，張

り合いがないというか，そういうのは昔からでしょう

が，そういう一般の気分のようですな。

植杉まあ林学会を見菫じても，施業案の連中が山に
1年入っても何かを勉強して来てまとめて学会で発表し

ようというのが少ないのじゃないかと思います。国有林

だけ見ましてもね。それだけ低下しで1,､ると思い菫す
な。

松川どうもそうですな。

植杉本当にそういう現業にいるものの林業技術の向

上なり，学会の発表なりが少ないのじやないかという印
象をもっているのですが。

松川まったくその通りで玄。じゃ，誠に有難うござ

いました。（終り）

一
一
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●

編集室より

◇早いものである。昭和23年に興林会を改称してから
本年6月14日を以て満10年。此の10年間に日林協
がやって来た仕事ほ何であったらうか。本号掲載の記念
座談会でもいろいろ語られているが，とも角会員の数が
1万2千名，本誌がこれだけの愛読者を固定的に持って
いるということだけでも，会としての使命の一半は達成

していると思う。◇興林会創立30周年記念事業の一と
して興した林業百科事典の綱集は，今までに既に3年の
歳月を費したが在京約100名にも及夢各専門権威者の御
協力を得て基礎が固童り，あと1年余りで完成されるで
あらう。これだけの大きな仕事を何とかでっち上げよう
とする可能性を持つに至ったことだけでも，目に修見え
ない大きな役目を果して来たとは云えないだらうか。会
員の10年にわたる力の結集である。◇仕事1仕事！日
常茶飲の雑用には実にめぐるましく追ばれどほしである
が，それが何時かは何かの形となるものである。そのよ
うにして日林協の力は一歩一歩培はれて行くであらう。
日林協改称10年を迎えるに当って事務局も決意を新た
にしたい。（松原）

会務報告
一一一～

●第2回常務理事会

5月21日午後3時から本会に於て開催，林業技術賞，
第10回通常総会の議事等について協議した。
出席者猪瀬，高橋，池田，孕石，大久保各常務理事
松ﾉI鯉事長，松原専務理事等7名

⑮4第回編集委員会

5月1日午後5時30分より本会に於いて開催
出席者伊藤，杉下，猪瀬，松原各委員と本会より極
原，中村，西村。

一
‐

昭和33年6月10日発行

林業技術第196号

編集発行人松原茂

印刷所合同印刷株式会社

発行所社団法人日本林業技術協会
東京都千代田区六番町七番地
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第 6回林業写真コンクール作品募集｛

Ｉ
ｉ
１

I I募蘂写真の区分

第1部一枚写真普通一般に行われている写其コンクールと同様に一枚の単独写真とする。
第2部組写真とりあげた題材を何枚かの写真を一組にして表現するもの。例えばある技術をその推

移に従って撮影して組合せるものなど。ただし，1組20枚以内とする。
例：苗木の育て方，木材が山から町へ，まつけむしの生態。

第3部自作スライド駒スライド，ストリップスライドを問わない。ただし，30～50駒程度とし，説明台本
を一通添付のこと。

2写真の題材（第1部。第2部。第3部共通）
森林叉は林業，或いはその生産物，森称風最等を主題としたもの

（1）森林の生態刺湘，森林動植物等森林生態並びに森林被害に関するもの

（2）林業技術育苗，造林，保育，伐採，搬出，製材，製炭，木林工業，特殊林産，林道治山等，林
業技術，林業改良普及に関するもの

（3）農山村の実態農山村の現状，生活，風俗，風景，其の他艇山村全般に関するもの

3焚

箪'離壁驚嬉鴬蟹庁大長電鴬寧'淵即副震"賞杯)}(申請中）
二席5名林業技術協会賞〃3,000円（副賞賞品）
三席10名賞金2,000円（〃）

第2部瞳駕篭鴬蕊庁大長塔攪寧棚::腓副賛"麓杯)}(申請中）
二席1名全国林業改良普及協会賞〃5,000円（副賞賞品）

"3,0001W(")

“愚“蕊篶鴬讓,患篭蟇寧柵剛蝋"}俸隷）
二席1名全国林業改良普及協会鴬〃10,000円（副賞賞品）
三席5名〃5,000R(")

以上の外建作（若干）に賞品を贈呈する。
備考（1）各部で1人2点以上入選の場合はその作品に席位をつけるが授賞は最高位1点の承とする。
（2）各席に適当する作品がないときは空席とするときがある。

4応募規定

（1）応募資格応募者は職業写真家でないこと。
（2）応募作品応募作品は刊行物叉は全国的な写真コンクールに未発表のものに限る。
（3）応募点数制限しない。
“）写真の大きさ第1部四つ切。第2部キャビネ判。第3部35ミリ。
（5）記載事項第1部及び第2部は作品の裏面に一枚毎に，第3部はその台本に次の事項を記載するこ

と。

（イ）第1部，第2部，第3部別，及び題材の題別（森林生態，林業技術，艇山村実態別）
（ロ）題名及び写真の内容についての簡単な説明
（ハ）撮影年月日
（二）撮影場所
（ホ）使用機及び撮影データー
（へ）応募者の住所，職業，氏名
（6）募集締切昭和33年11月末日
（7）送付先東京都千代田区六番町7「日本林業技術協会」宛とし，封筒の表紙には「コンクール写

真」と朱書のこと。
（8）作品の帰属応募作品は返却しない，またその発表，出版等の権利は主催者に帰属するものとする。

但し自作スライドについてば一般公開用スライドの原作として採用の場合臓御連絡の上
適当な謝礼金を贈呈する。

5審査員（順不同敬称Iね

山岳写真家塚本閤治挫山瀧村文化協会常務理事八原昌元
林野庁林政部林政課長家治清一林野庁指導部研究普及課長徳本孝彦
日本林業技術協会専務理事松原茂全国林業改良普及協会専務理事原忠平

6入選発表「林業新知識」｢林業技術j昭和'34年2月号紙上で発表する。

7作品の発表「林業新知識｣「林業技術」等で随時発表し，叉適当な機会に展覧会を行う。

主催社団法人日本林業技術協会・全国林業改頁普及協会

後援農林省・林野庁（申請中）

協賛′j、西六写真工業株式会社
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好評図書一…一-－－－－－－．－－時一等=－鈴---…時…雪塗一

灘林学講義禦稔'共著A5p970¥951

索銅
Ｂ
ｉ

譽林価算法及較利学吉田正男箸A5pl54¥28。

改訂理論森林経理学吉田正男箸A5p380¥480と亘曝ご曇

三重大学教授・農学博士

岩出亥之助著

B5p354¥1,200〒100

改訂林政学概要島田錦蔵著A5p286¥450

。
■ 改訂

林業害虫防除論

林業害虫防除論
９
５
０
０
３
４
￥
￥
２
３
５
２
Ｏ
０
ｐ
ｐ
５
５
Ａ
Ａ
著
著
則
則
元
元
上
上
井
井
巻
巻
上
中１

１

過去の研究が森林の副産物として取り扱われ，これに

関する研究も生理，生態など菌類学者に依存した。本

書ほかかる点を再検討し化学を基礎とする林産製造の
分野に科学のメスをいれたもので土壌，肥料，植物生
理学が葛藤してキノコの培養理論を樹立した名著。

諏E図説樹病講義伊藤一雄箸A5p300¥750

林蓋熱嘩墨愚説驚赫,霞騨“""¥‘“
●

〔主要目次〕総論・マッシュルームの培養．草茄の培

養・シイタケの罐・ナメコの培養．シロキクラケの

培養．エノキタケの壊錐．その他のほだ木培養菌類・
マツタケの培養・ハツタケの壌蓋・シメジの培養．シ

，ヨウロの培養．コウタケの培養・キヌガサタケの培

養・食用キノコの貯蔵と加工…･原色版を挿入したこ

と，食用キノコの161品種について図解したこと，図
230枚をもって読昔の理解を深めるに努めたこと。

森林気象学ノ11口武雄箸A5pl80¥250

江戸時代に於ける

造林技術の史的研究徳川宗敬薯A5p390¥200

一

ー

アメリカ林業発展史島田錦蔵著B6p220¥150
IＩ

凸

砂防工学新論伏谷伊一箸A5p230¥430球細t版 P

聾

ｒ

ll日西ケ鰐ゼチl1孑子会i

森林計画の実務林野庁監修B6p240¥220東京都港区赤坂一ツ木町
振替東京195298番 〒各50－

呈望L丘し吾■‘‐、一_到穿詠唖一_，亨孟醒,､圃〆･ざ蒋頁 農学博士山林暹著
B5判330頁上製
函入美装豪華本
定価1,000円送料70円
口繪写真入本文写真多数

〔日本図書舘協会選定〕

7．木材組織の研究法として各種顕微鏡，特に
電子並に偏光顕微鏡,X線回折装置取り扱
い方及び標本の作成法について述べたこと
8．事項索引の他に，本書に出て来る植物名の
索引を入れたこと。
9．用紙を吟味し，特に写真の印刷は極めて鮮
明であること。

【内容概略］木材に関する概説・木材を構成する
細胞・針葉樹材の構成要素・広葉樹材の榊成要
素・樹体を織成する組織の変異・木材の異常組
織・木材組織に関する研究法一引用文献木
材組織に関するI.A.W.A.決定の語蕊植物
名索引事項索引〔詳細内容見本送呈〕

糠総織
＝｡-r

木 学
壷罎雍

一

母週と．－TL－p 唾琵罎一 ＝

木材の組織と性質を理論的に

追求した決定版.／
特1．木材組織学の全貌がうかがえ，最先端につ
いての知識が得られること。
2．必ず実例として樹種をあげ，具体的に述べ
色たこと。
3．日本産だけでなく，世界各地の樹種につい

妻"馨塁鍵雛紬豊営腫入”
5．丹念に文献を示してあるので，研究者に取
っては得がたいものであること。
6.1.A.W､A・の用語を巻末に収録してある。

一

農博山林暹著（4版）
A5350頁価500円〒50

謹蕊･設楽･前沢共著(2版）
272頁価270円〒32

田中勝吉著（3版）
352頁価700円〒50

、
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鴫

林 業

簡易林業計算法

実用木材工学

立木幹材材石表

丸太製材材石表

素材石数早見表

懲鍵慧鵬神譽制IW6;g6!鵲森北出版株式会社
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林業指導者･経営者必携の実用原色圖鑑／

Ⅵ樹木篇［好評発売中〕
原色

病害虫

圖鑑
林業試識場藍野祐久・伊藤一雄共著

原色図104葉解説附・附録50頁・A5判上製函入・定価800円
､可

＝－－－ｰ

〔全7巻〕 ▽
以
下
続
刊
△

Ⅱ
普
通
作
物
篇
作

Ⅲ
蔬
Ⅳ
果
樹

V Ⅶ
特
用
作
物
篇

Ｉ
普
通
作
物
篇
の

÷

ｲヒ
科学技術庁・農博

河田党

農技研・農博

後藤和夫

監修

’ 卉菜

篇
…

扁

既刊

1000円

篇I

既刊

1000IZI
近 刊 刊近刊 未刊 未〔内容見本進呈〕

北隆館東京都中央区八重洲6の3束京(28局)6087~9振替東京750
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完成し好評を博し，新発売を記念して皆様から新機械に
もっともふさわしい名付親を求めることにしました。ふ

るって御応募下さい叢･#燕お待ち申上げています。
賞金1等3万円1名
2等1万円1名

3等5千円3名

佳作1千円10名

当選者多数の場合は抽選により決定

締切昭和33年6月3d日限り
発表昭和33年7月中旬業界各紙

宛先東京都千代田区九段2ノ1〒(33)4650

谷藤機械工業KK愛称募集係宛

◎応募は当社の規憲用紙に限ります｡お申込次第早速応
蕊規定と共に用紙をお送り申上げます。

性能概要

･エソヂン：ウイスゴンシンVG4D37麗力溌速460*
･変連？M－15トルクコンバーターザプミシヨン2段

最大弱力5屯
･逆転：全段正逆自由
･複胴：柿助エンドレスドラム脱着自由
･特微：ﾉI型軽遼強力他に自走を癖1輪税着装置
･運転：計器板を設定，メー女一ケージ及総ての運転し
．・バー頬の集中装術により髪全確実且オートメー
ション蕊段操縦への函期的な完成
制動クラッチ等建て臘圧装睡

谷 百窪木叢オ鐡工業
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